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1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 
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1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、運転時の異常な過渡変化時において発

電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそ

れがある場合又は当該事象が発生した場合においても炉心の著しい損傷

を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健

全性を維持するとともに、発電用原子炉を未臨界に移行するために必要

な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示さ

れていること。 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のおそ

れがある場合」とは、発電用原子炉を緊急停止していなければならな

い状況にもかかわらず、原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの

変化から緊急停止していないことが推定される場合のことをいう。 

２ 「発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な手順等」とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うため

の手順等をいう。 

（１）沸騰水型原子炉(BWR)及び加圧水型原子炉(PWR)共通 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない

事象のおそれがある場合」に、手動による原子炉の緊急停止操作を

実施すること。 

（２）BWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない

事象のおそれがある場合」に、原子炉出力を制御するため、原子炉

冷却材再循環ポンプが自動停止しない場合は、手動で停止操作を実

施すること。 
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ｂ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）を起動 

する判断基準を明確に定めること。 

ｃ）発電用原子炉を緊急停止することができない事象の発生時に不安

定な出力振動が検知された場合には、ほう酸水注入設備（SLCS）を

作動させること。 

（３）PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない

事象のおそれがある場合」に、原子炉出力を抑制するため、補助給

水系ポンプが自動起動しない場合又はタービンが自動停止しない場

合は、手動操作により実施すること。 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない

事象のおそれがある場合」に、化学体積制御設備又は非常用炉心冷

却設備による十分な量のほう酸水注入を実施すること。 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉を停止させるための設

計基準事故対処設備は，原子炉保護系である。 

この設備が機能喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するた

め，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持する

とともに，発電用原子炉を未臨界にするための対処設備を整備する。ここ

では，この対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.1.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

運転時の異常な過渡変化により発電用原子炉の緊急停止が必要な状況

における設計基準事故対処設備として，原子炉保護系を設置している。 

この設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するた

めに，設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以

下「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる

対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第 1.1－1 図）。 

重大事故等対処設備のほかに，設計基準事故対処設備による対応手段

並びに柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※１を選

定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやす

べてのプラント状況において使用することは困難

であるが，プラント状況によっては，事故対応に

有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，「技術的能力審査基準」（以下「審

査基準」という。）だけでなく，「設置許可基準規則」第四十四条及び「技

術基準規則」第五十九条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足

する設備が網羅されていることを確認するとともに，設計基準事故対処

設備及び自主対策設備との関係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，運転時の異常な過渡変化時にフロント

ライン系故障として原子炉保護系の故障を想定する。 

サポート系故障（電源喪失又は制御用空気喪失）は，原子炉保護系の

電源又はスクラム弁の制御用空気が喪失することにより制御棒が挿入さ

れることから想定しない。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応

手段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，そ
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の対応に使用する重大事故等対処設備，設計基準事故対処設備及び自主

対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重

大事故等対処設備，設計基準事故対処設備及び自主対策設備と整備する

手順についての関係を第 1.1－1 表に整理する。 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 原子炉緊急停止 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急に

停止することができない事象（以下「ＡＴＷＳ」という。）が発生す

るおそれがある場合又はＡＴＷＳが発生した場合に，原子炉手動ス

クラム又は代替制御棒挿入機能による制御棒の緊急挿入により，発

電用原子炉を緊急停止する手段がある。 

ⅰ 原子炉手動スクラム 

中央制御室からの原子炉手動スクラム操作により発電用原子炉

を緊急停止する。 

原子炉手動スクラム操作により発電用原子炉を緊急停止する設

備は以下のとおり。 

・原子炉手動スクラムＰＢ 

・原子炉モード・スイッチ「停止」 

・制御棒 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動水圧系 配管・弁 

・制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

・非常用交流電源設備 

ⅱ 代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入 

代替制御棒挿入機能は，原子炉圧力高又は原子炉水位低（レベ

ル２）の信号により作動し，自動で制御棒を緊急挿入する。 

また，上記「ⅰ 原子炉手動スクラム」の対応手段を実施して
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も全制御棒全挿入が確認できない場合は，中央制御室からの手動

操作により代替制御棒挿入機能を作動させて制御棒を緊急挿入す

る。 

代替制御棒挿入機能により制御棒を緊急挿入する設備は以下の

とおり。 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

・制御棒 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動水圧系 配管・弁 

・制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

・非常用交流電源設備 

(b) 原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 

ＡＴＷＳが発生した場合に，代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能又は原子炉再循環ポンプの手動停止操作により，原子炉出力を抑

制する手段がある。 

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能は，原子炉圧力高又は原子

炉水位低（レベル２）の信号により原子炉再循環ポンプを自動で停

止させて原子炉出力を抑制する。 

原子炉再循環ポンプが自動で停止しない場合は，中央制御室から

の手動操作により原子炉再循環ポンプを停止し，原子炉出力を抑制

する。 

原子炉再循環ポンプ停止により原子炉出力を抑制する設備は以下

のとおり。 

・ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

・非常用交流電源設備 

(c) 自動減圧系等の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止 

ＡＴＷＳが発生した場合に，自動減圧起動阻止スイッチ及び代替

自動減圧起動阻止スイッチにより，自動減圧系及び代替自動減圧ロ
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ジック（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止し，発電用原子

炉の自動減圧による原子炉圧力容器への冷水注水量の増加に伴う原

子炉出力の急上昇を防止する手段がある。 

自動減圧系等の起動阻止スイッチにより原子炉出力の急上昇を防

止する設備は以下のとおり。 

・自動減圧起動阻止スイッチ 

・代替自動減圧起動阻止スイッチ 

・非常用交流電源設備 

(d) ほう酸水注入 

ＡＴＷＳが発生した場合に，ほう酸水を注入することにより発電

用原子炉を未臨界にする手段がある。 

上記「(b) 原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制」の対

応手段により原子炉出力を抑制した後，中央制御室からの手動操作

により十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入系を起動し，ほ

う酸水を注入することで発電用原子炉を未臨界にする。 

ほう酸水注入系を起動させる判断基準は，ＡＴＷＳ発生直後に行

う原子炉再循環ポンプの停止操作並びに自動減圧起動阻止スイッチ

及び代替自動減圧起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止操

作の実施後とする。これにより，ＡＴＷＳ発生時は，不安定な出力

振動の発生の有無にかかわらずほう酸水注入系を起動させることと

している。 

ほう酸水注入により発電用原子炉を未臨界にする設備は以下のと

おり。 

・ほう酸水注入ポンプ 

・ほう酸水貯蔵タンク 

・ほう酸水注入系 配管・弁 

・差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部） 

・原子炉圧力容器 
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・非常用交流電源設備 

(e) 原子炉圧力容器内の水位低下操作による原子炉出力抑制 

ＡＴＷＳが発生した場合に，原子炉圧力容器内の水位を低下させ

ることにより原子炉出力を抑制する手段がある。 

発電用原子炉が隔離状態である場合は，中央制御室からの手動操

作にて原子炉圧力容器内の水位（原子炉冷却材の自然循環に必要な

水頭圧）を低下させることにより，原子炉冷却材の自然循環量を減

少させ，発電用原子炉内のボイド率を上昇させて原子炉出力を抑制

する。 

原子炉圧力容器内の水位低下操作により原子炉出力を抑制する設

備は以下のとおり。 

・原子炉水位制御系 

・復水・給水系（電動機駆動給水ポンプ） 

・原子炉隔離時冷却系 

・高圧炉心スプレイ系 

・非常用交流電源設備 

(f) 制御棒挿入 

ＡＴＷＳが発生した場合に，上記「(a) 原子炉緊急停止」の対応

手段を実施しても全制御棒全挿入が確認できない場合は，手動操作

により制御棒を挿入する手段がある。 

ⅰ 選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制 

ＡＴＷＳが発生した場合に，選択制御棒挿入機構により選択さ

れた制御棒を挿入し原子炉出力を抑制する手段がある。 

選択制御棒挿入機構により原子炉出力を抑制する設備は以下の

とおり。 

・選択制御棒挿入機構 

・制御棒 

・制御棒駆動機構 
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・制御棒駆動水圧系 配管・弁 

・制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

・非常用交流電源設備 

ⅱ 制御棒手動挿入 

補助盤室でのスクラムテストスイッチ及び原子炉保護系電源ス

イッチの操作並びに中央制御室からの手動操作による制御棒挿入，

現場でのスクラムパイロット弁制御用空気の排出操作により制御

棒を挿入する。 

制御棒を手動で挿入する設備は以下のとおり。 

・スクラムテストスイッチ 

・原子炉保護系電源スイッチ 

・スクラムパイロット弁計装用配管・弁 

・制御棒 

・制御棒駆動機構 

・制御棒駆動水圧系 配管・弁 

・制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

・制御棒手動操作・監視系 

・非常用交流電源設備 

(g) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉緊急停止で使用する設備のうち，ＡＴＷＳ緩和設備（代替

制御棒挿入機能），制御棒，制御棒駆動機構，制御棒駆動水圧系配管・

弁及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットは重大事故等対処設備と

して位置付ける。また，非常用交流電源設備は重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として位置付ける。 

原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制で使用する設備の

うち，ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

は重大事故等対処設備として位置付ける。また，非常用交流電源設

備は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 
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ほう酸水注入で使用する設備のうち，ほう酸水注入ポンプ，ほう

酸水貯蔵タンク，ほう酸水注入系配管・弁，差圧検出・ほう酸水注

入系配管（原子炉圧力容器内部）及び原子炉圧力容器は重大事故等

対処設備として位置付ける。また，非常用交流電源設備は重大事故

等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

自動減圧系等の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止で

使用する設備のうち，自動減圧起動阻止スイッチ及び代替自動減圧

起動阻止スイッチは重大事故等対処設備として位置付ける。また，

非常用交流電源設備は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として

位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審

査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，発電用原子炉を緊急に停止で

きない場合においても，原子炉出力を抑制し，発電用原子炉を未臨

界にすることができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由

を示す。 

・原子炉手動スクラムＰＢ，原子炉モード・スイッチ「停止」 

運転時の異常な過渡変化時において，発電用原子炉が自動で緊

急停止しなかった場合に，原子炉手動スクラムＰＢの操作及び原

子炉モード・スイッチを「停止」位置に切り替える操作により制

御棒の緊急挿入を可能とするための設計基準事故対処設備であり，

主スクラム回路を共有しているため，重大事故等対処設備とは位

置付けない。 

・原子炉圧力容器内の水位低下操作で使用する設備 

耐震性がないものの，常用電源が健全であれば復水・給水系（電

動機駆動給水ポンプ）による原子炉圧力容器への給水量の調整に
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より原子炉圧力容器内の水位を低下できることから，原子炉出力

を抑制する手段として有効である。なお，原子炉隔離時冷却系又

は高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水が行われて

いる場合は，これらによる原子炉圧力容器内の水位制御を優先す

る。 

・選択制御棒挿入機構 

あらかじめ選択された制御棒を自動的に挿入する機能であり，

ＡＴＷＳ発生時の状況によっては発電用原子炉の未臨界の達成又

は維持は困難であるが，原子炉出力を抑制する手段として有効で

ある。 

・スクラムテストスイッチ 

全制御棒全挿入が完了するまでに時間を要するものの，補助盤

室に設置してある当該スイッチを操作することで制御棒の緊急挿

入が可能であることから，制御棒を挿入する手段として有効であ

る。 

・制御棒手動操作・監視系 

全制御棒全挿入が完了するまでに時間を要するものの，スクラ

ムテストスイッチ若しくは原子炉保護系電源スイッチの操作によ

り制御棒を水圧駆動で挿入完了するまでの間，又はこれらの操作

が実施できない場合に，手動で制御棒を挿入する手段として有効

である。 

・原子炉保護系電源スイッチ  

原子炉保護系の監視及び操作はできなくなるものの，当該電源

スイッチを操作し，スクラムパイロット弁電磁コイルの電源を遮

断することで，制御棒の緊急挿入が可能であることから，制御棒

を挿入する手段として有効である。 

・スクラムパイロット弁計装用配管・弁 

全制御棒全挿入が完了するまでに時間を要するものの，現場に
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設置してある計装用配管内の制御用空気を排出することで制御棒

のスクラム動作が可能であることから，制御棒を挿入する手段と

して有効である。 

ｂ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備」により選

定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，ＡＴＷＳ時における運転員による一連の対応とし

て事故時操作要領書（徴候ベース）（以下「ＥＯＰ」という。）に定め

る（第 1.1－1 表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器についても整理する（第

1.1－2 表）。 
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1.1.2 重大事故等時の手順 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) ＥＯＰ「スクラム」（原子炉出力） 

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉自動スクラム信号が発信

した場合又は原子炉手動スクラム操作を実施した場合は，原子炉スクラ

ムの成否を確認するとともに，原子炉モード・スイッチを「停止」位置

に切り替えることにより原子炉スクラムを確実にする。 

ａ．手順着手の判断基準  

原子炉自動スクラム信号が発信した場合又は原子炉手動スクラム操

作をした場合。 

ｂ．操作手順 

ＥＯＰ「スクラム」（原子炉出力）における操作手順の概要は以下の

とおり。各手順の成功は，全制御棒全挿入ランプの点灯及び原子炉出

力の低下により確認する。手順の対応フローを第 1.1－2 図に，タイム

チャートを第 1.1－3 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に

原子炉スクラム状況の確認を指示する。原子炉スクラムが成功し

ていない場合は，原子炉手動スクラム操作及び代替制御棒挿入機

能による制御棒緊急挿入（手動操作）を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，スクラム警報の発報の有無，制御棒の挿

入状態及び原子炉出力の低下の状況を状態表示にて確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，原子炉スクラムが成功していない場合は，

原子炉手動スクラム操作及び代替制御棒挿入機能による制御棒緊

急挿入（手動操作）を実施する。 

④中央制御室運転員Ａは，原子炉モード・スイッチを「停止」位置

に切り替える。 

⑤当直副長は，上記④の操作を実施しても全制御棒が全挿入となら

ず，未挿入の制御棒が 1 本よりも多い場合は，ＡＴＷＳと判断し，
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中央制御室運転員にＥＯＰ「反応度制御」へ移行を指示する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してからＥＯＰ「反応度制御」への移行まで２分以内で

可能である。 

(2) ＥＯＰ「反応度制御」 

ＡＴＷＳ発生時に，発電用原子炉を安全に停止させる。 

ａ．手順着手の判断基準 

ＥＯＰ「スクラム」（原子炉出力）の操作を実施しても，制御棒 1

本よりも多くの制御棒が未挿入の場合。 

なお，制御棒手動操作・監視系の故障により，制御棒の位置が確認

できない場合もＡＴＷＳと判断する。 

ｂ．操作手順 

ＥＯＰ「反応度制御」における操作手順の概要は以下のとおり。各

手順の成功は，全制御棒全挿入ランプの点灯及び原子炉出力の低下に

より確認する。手順の対応フローを第 1.1－4 図及び第 1.1－5 図に，

概要図を第 1.1－6 図に，タイムチャートを第 1.1－7 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に

原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力の抑制操作，並びに自

動減圧系及び代替自動減圧機能の自動起動阻止操作を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，代替原子炉再循環ポンプトリップ機能に

よる原子炉再循環ポンプの自動停止状況を状態表示にて確認する。

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能が作動していない場合は，

手動操作により原子炉再循環ポンプを停止する。 

③中央制御室運転員Ａは，自動減圧系及び代替自動減圧機能の自動

起動阻止操作を実施する。 

④当直副長は，原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力の抑制操

作，並びに自動減圧系及び代替自動減圧機能の自動起動阻止操作
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が完了したことを確認し，中央制御室運転員にほう酸水注入系の

起動操作，原子炉圧力容器内の水位低下操作及び制御棒の挿入操

作を同時に行うことを指示する。同時に行うことが不可能な場合

は，ほう酸水注入系の起動操作，原子炉圧力容器内の水位低下操

作，制御棒の挿入操作の順で優先させる。 

⑤中央制御室運転員Ａは，ほう酸水注入ポンプ（Ａ）又は（Ｂ）の

起動操作（ＳＬＣ起動操作スイッチを「Ａ系統」位置（Ｂ系を起

動する場合は「Ｂ系統」位置）にすることで，Ａ（Ｂ）－ＳＬＣ

タンク出口弁及びＡ（Ｂ）－ＳＬＣ注入弁が全開となり，ほう酸

水注入ポンプが起動し，原子炉圧力容器へのほう酸水注入が開始

される。）を実施し，併せて，ほう酸水貯蔵タンク液位指示値の低

下，平均出力領域計装指示値，中間領域計装指示値又は中性子源

領域計装指示値の低下を確認する。 

⑥中央制御室運転員Ｂは，発電用原子炉が隔離状態の場合は，復水・

給水系（タービン駆動給水ポンプ及び電動機駆動給水ポンプ）に

よる注水を停止し，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系

による原子炉圧力容器への注水量を減少させ，原子炉圧力容器内

の水位を低下させることで原子炉出力を３％未満に維持する。な

お，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が使用できず，

かつ，復水器を水源として使用できる場合には，復水・給水系（電

動機駆動給水ポンプ）により，原子炉圧力容器内の水位が原子炉

水位低（レベル１Ｈ）を下回らないよう水位を制御し，原子炉出

力を３％未満に維持する。 

原子炉出力を３％未満に維持できない場合は，原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル１Ｈ）以上に維持する。 

⑦中央制御室運転員Ａ及びＢ又は現場運転員Ｃ及びＤは，以下の操

作により制御棒を挿入する。 

・原子炉手動スクラム操作 
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・代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入（手動操作） 

・選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制（手動操作） 

・制御棒手動操作・監視系による制御棒手動挿入操作 

・スクラムテストスイッチによる制御棒挿入操作 

・原子炉保護系電源スイッチによる制御棒挿入操作 

・スクラムパイロット弁制御用空気の排出による制御棒挿入操作 

・原子炉スクラムリセット後の手動スクラムＰＢによる原子炉手

動スクラム操作 

・原子炉スクラムリセット後の代替制御棒挿入機能による制御棒

緊急挿入（手動操作） 

・原子炉スクラムリセット後のスクラムテストスイッチによる 

制御棒挿入操作 

⑧当直副長は，上記⑦の操作を実施中に全制御棒全挿入又は１本の

み制御棒未挿入の状態まで挿入完了した場合は，中央制御室運転

員にほう酸水注入系の停止を指示する。 

制御棒を挿入できなかった場合は，ほう酸水の全量注入完了を確

認し，中央制御室運転員にほう酸水注入系の停止を指示する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に逃がし安全弁からの蒸気流入に

よるサプレッション・プール水温度の上昇を抑制するため，残留

熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）の起動を指示

する。 

⑩中央制御室運転員Ｂは，残留熱除去系（サプレッション・プール

水冷却モード）を起動する。 

⑪当直副長は，サプレッション・プール水温度指示値が規定値に到

達した場合は，中央制御室運転員にサプレッション・チェンバを

水源として運転している原子炉隔離時冷却系の停止操作を指示す

る。 

⑫中央制御室運転員Ｂは，手動操作（タービントリップＰＢ）によ
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り原子炉隔離時冷却系の停止操作を実施する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員２名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してからの各操作の想定時間は以下のとおり。 

・代替原子炉再循環ポンプトリップ機能の作動確認完了：１分 30

秒以内 

・自動減圧系及び代替自動減圧機能の自動起動阻止操作完了：２分

30 秒以内 

・ほう酸水注入系の起動操作完了：５分 30 秒以内 

・残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）操作完了：

46 分 30 秒以内 

・原子炉圧力容器内の水位低下操作開始：５分 30 秒以内 

・制御棒手動操作・監視系による制御棒手動挿入操作開始：６分 30

秒以内 

・原子炉手動スクラム操作及び代替制御棒挿入機能による制御棒緊

急挿入（手動操作）完了：６分以内 

・選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制（手動操作）完了：６

分 30 秒以内 

・原子炉スクラムリセット後の原子炉手動スクラム操作完了：16 分

以内 

・原子炉スクラムリセット後の代替制御棒挿入機能による制御棒緊

急挿入（手動操作）完了：26 分 30 秒以内 

現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから

の各操作の想定時間は以下のとおり。 

・スクラムテストスイッチによる制御棒挿入操作完了：15 分 30 秒

以内 

・原子炉保護系電源スイッチによる制御棒挿入操作完了：21 分 30

秒以内 
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・スクラムパイロット弁制御用空気の排出による制御棒挿入操作完

了：36 分 30 秒以内 

・原子炉スクラムリセット後のスクラムテストスイッチによる制御

棒挿入操作完了：46 分 30 秒以内 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択

フローチャートを第 1.1－8 図に示す。 

運転時の異常な過渡変化時において，発電用原子炉の運転を緊急に停

止すべき状況にもかかわらず，全制御棒が発電用原子炉へ全挿入されな

い場合，ＥＯＰ「スクラム」（原子炉出力）に従い，中央制御室から速や

かに操作が可能である原子炉手動スクラムＰＢの操作，代替制御棒挿入

機能による制御棒緊急挿入（手動操作）及び原子炉モード・スイッチの

「停止」位置への切替え操作により，発電用原子炉を緊急停止させる。 

原子炉手動スクラムＰＢの操作，代替制御棒挿入機能による制御棒緊

急挿入（手動操作）及び原子炉モード・スイッチの「停止」位置への切

替え操作を実施しても発電用原子炉の緊急停止ができない場合は，原子

炉停止機能喪失と判断する。ＥＯＰ「反応度制御」に従い，原子炉再循

環ポンプ停止による原子炉出力の抑制操作，並びに自動減圧系及び代替

自動減圧機能の自動起動阻止操作を行うとともに，発電用原子炉を未臨

界にするため，ほう酸水注入系を速やかに起動させる。 

また，原子炉出力を抑制するため，原子炉圧力容器内の水位低下操作

を行う。 

さらに，制御棒挿入により発電用原子炉を未臨界にするため，スクラ

ム弁の開閉状態に合わせた操作により全制御棒全挿入操作を行う。 

1.1.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）によるサプレッ
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ション・プール水の除熱手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための

手順等」にて整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は，「1.15 事故時の計装

に関する手順等」にて整備する。 
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第 1.1－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／３) 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

原子炉保護系 

原
子
炉
手
動
ス
ク
ラ
ム 

原子炉手動スクラムＰＢ※１ 

原子炉モード・スイッチ「停止」※１ 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動水圧系 配管・弁 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

非常用交流電源設備 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「スクラム」（原子炉出力） 

 
代
替
制
御
棒
挿
入
機
能
に
よ
る 

制
御
棒
緊
急
挿
入 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）※２ 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動水圧系 配管・弁 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「スクラム」（原子炉出力） 

非常用交流電源設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
停
止
に
よ
る 

原
子
炉
出
力
抑
制 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリッ

プ機能）※２ 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「反応度制御」 

非常用交流電源設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

※１：発電用原子炉が自動で緊急停止しなかった場合に，原子炉手動スクラムＰＢの操作及び原子炉モード・スイッチを「停止」位置に切り替える操作に

より制御棒の緊急挿入を可能とするための設計基準事故対処設備であり，重大事故等対処設備とは位置付けない。 

※２：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(２／３) 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

原子炉保護系 

自
動
減
圧
系
等
の
起
動
阻
止
ス
イ
ッ
チ
に
よ
る 

原
子
炉
出
力
急
上
昇
防
止 

自動減圧起動阻止スイッチ 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「反応度制御」 

非常用交流電源設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（
設
計
基
準
拡
張
） 

ほ
う
酸
水
注
入 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

ほう酸水注入系 配管・弁 

差圧検出・ほう酸水注入系配管 

（原子炉圧力容器内部） 

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「反応度制御」 

非常用交流電源設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

選
択
制
御
棒
挿
入
機
構
に
よ
る 

原
子
炉
出
力
抑
制 

選択制御棒挿入機構 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動水圧系 配管・弁 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

非常用交流電源設備 自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「反応度制御」 

※１：発電用原子炉が自動で緊急停止しなかった場合に，原子炉手動スクラムＰＢの操作及び原子炉モード・スイッチを「停止」位置に切り替える操作に

より制御棒の緊急挿入を可能とするための設計基準事故対処設備であり，重大事故等対処設備とは位置付けない。 

※２：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(３／３) 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対応設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

原子炉保護系 

制
御
棒
手
動
挿
入 

スクラムテストスイッチ 

原子炉保護系電源スイッチ 

スクラムパイロット弁計装用配管・弁 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒駆動水圧系 配管・弁 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット 

制御棒手動操作・監視系 

非常用交流電源設備 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「反応度制御」 

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
低
下
操
作
に
よ
る 

原
子
炉
出
力
抑
制 

原子炉水位制御系 

復水・給水系（電動機駆動給水ポンプ） 

原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心スプレイ系 

非常用交流電源設備 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「反応度制御」 

※１：発電用原子炉が自動で緊急停止しなかった場合に，原子炉手動スクラムＰＢの操作及び原子炉モード・スイッチを「停止」位置に切り替える操作に

より制御棒の緊急挿入を可能とするための設計基準事故対処設備であり，重大事故等対処設備とは位置付けない。 

※２：自動で作動させる機能及び中央制御室の操作スイッチにより手動で作動させる機能がある。 
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第 1.1－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(１／３) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) ＥＯＰ「スクラム」（原子炉出力） 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「スクラム」（原子炉出力） 

 

原子炉手動スクラム 

判
断
基
準 

スクラム発生の有無 スクラム警報 

スクラム要素 原子炉自動スクラムに至るパラメータの変化 

プラント停止状態 
全制御棒全挿入ランプ 

制御棒手動操作・監視系 

原子炉出力 平均出力領域計装 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「スクラム」（原子炉出力） 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入

（手動） 

 

操
作 

プラント停止状態 
全制御棒全挿入ランプ 

制御棒手動操作・監視系 

原子炉出力 

平均出力領域計装 

中間領域計装 

中性子源領域計装 
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監視計器一覧(２／３) 

 

 

 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(2) ＥＯＰ「反応度制御」 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「反応度制御」 

 

原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力

抑制 

判
断
基
準 

プラント停止状態 
全制御棒全挿入ランプ 

制御棒手動操作・監視系 

操
作 

原子炉再循環ポンプ 

しゃ断器開放状態 
原子炉再循環ポンプしゃ断器表示灯 

原子炉再循環 

ポンプ運転状態 
原子炉再循環ポンプ表示灯 

原子炉出力 

平均出力領域計装 

中間領域計装 

中性子源領域計装 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「反応度制御」 

 

自動減圧系等の起動阻止スイッチによる 

原子炉出力急上昇防止 

判
断
基
準 

プラント停止状態 
全制御棒全挿入ランプ 

制御棒手動操作・監視系 

操
作 

自動減圧起動阻止， 

代替自動減圧起動阻止状態 
「ＡＤＳ／ＡＭ－ＡＤＳ起動阻止」警報 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「反応度制御」 

 

ほう酸水注入 

 操
作 

未臨界の維持又は監視 

平均出力領域計装 

中間領域計装 

中性子源領域計装 

ほう酸水注入ポンプ出口圧力 

ほう酸水貯蔵タンク液位 

原子炉浄化系運転状態 原子炉浄化系隔離弁表示灯 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「反応度制御」 

 

原子炉圧力容器内の水位低下操作によ

る原子炉出力抑制 

 

操
作 

原子炉出力 

平均出力領域計装 

中間領域計装 

中性子源領域計装 

原子炉隔離状態の有無 主蒸気隔離弁開閉表示灯 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 

原子炉給水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

補機監視機能 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン排気圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン回転速度 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 
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監視計器一覧(３／３) 

 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(2) ＥＯＰ「反応度制御」 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「反応度制御」 

 

原子炉手動スクラム 

 

判
断
基
準 

スクラム発生の有無 スクラム警報 

スクラム要素 原子炉自動スクラムに至るパラメータの変化 

プラント停止状態 
全制御棒全挿入ランプ 

制御棒手動操作・監視系 

原子炉出力 平均出力領域計装 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「反応度制御」 

 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急 

挿入（手動） 

 

操
作 

プラント停止状態 
全制御棒全挿入ランプ 

制御棒手動操作・監視系 

原子炉出力 

平均出力領域計装 

中間領域計装 

中性子源領域計装 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「反応度制御」 

 

選択制御棒挿入機構による原子炉出力 

抑制 

 

操
作 

プラント停止状態 
全制御棒全挿入ランプ 

制御棒手動操作・監視系 

原子炉出力 

平均出力領域計装 

中間領域計装 

中性子源領域計装 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「反応度制御」 

 

制御棒手動挿入 

 

操
作 

プラント停止状態 

スクラム弁開閉表示 

全制御棒全挿入ランプ 

制御棒手動操作・監視系 

原子炉出力 

平均出力領域計装 

中間領域計装 

中性子源領域計装 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

補助監視機能 制御棒駆動水圧系駆動水差圧 
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開して

いる。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあることを

示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」

を確認することとする。 

 

第1.1－1図 機能喪失原因対策分析（補足） 

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因１ 故障要因２ 故障要因３ 故障要因４

配管故障

弁故障

計器故障

自動スクラム信号
不作動

原子炉保護系盤
作動回路故障

スクラム電気系機能喪失

制御棒による
原子炉停止
機能喪失

原子炉緊急停止
失敗

スクラムパイロット弁
（電磁弁）不作動

運転時の異常な
過渡変化

スクラム機械系機能喪失
（スタック）

スクラム機械系機能喪失
（制御棒駆動水圧系
　水圧制御ユニット）

アキュムレータ
故障

スクラム排出水容器
機能喪失
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第1.1－2図 ＥＯＰ「スクラム」における発電用原子炉の緊急停止対応フロー 

 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第1.1－4図 ＥＯＰ「反応度制御」における発電用原子炉の緊急停止対応フロー 

 

  

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第1.1－5図 ＥＯＰ「Ｓ／Ｃ温度制御」における対応フロー 

 

  

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第1.1－8図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 
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1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の

状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、発電用原

子炉を冷却するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整

備される方針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉を冷却するために必要な手順等」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等

をいう。 

（１） 全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、原子炉

隔離時冷却系(RCIC)若しくは非常用復水器（BWRの場合）又はタ

ービン動補助給水ポンプ（PWRの場合）（以下「RCIC等」という。）

により発電用原子炉を冷却するため、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等を整備す

ること。 

ａ）可搬型重大事故防止設備 

ⅰ）現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボ

ンベ等）を用いた弁の操作により、RCIC等の起動及び十分な期間※

の運転継続を行う手順等（手順及び装備等）を整備すること。た

だし、下記（１）ｂ）ⅰ）の人力による措置が容易に行える場合

を除く。 

ｂ）現場操作 

ⅰ）現場での人力による弁の操作により、RCIC等の起動及び十分な 
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期間※の運転継続を行う手順等（手順及び装備等）を整備するこ

と。 

※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材

圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間

のこと。 

ｃ）監視及び制御 

ⅰ）原子炉水位（BWR及びPWR）及び蒸気発生器水位（PWRの場合）を

推定する手順等（手順、計測機器及び装備等）を整備すること。 

ⅱ）RCIC等の安全上重要な設備の作動状況を確認する手順等（手順、

計測機器及び装備等）を整備すること。 

ⅲ）原子炉水位又は蒸気発生器水位を制御する手順等（手順及び装

備等）を整備すること。 

（２） 復旧 

ａ）原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において、注水（循環

を含む。）すること及び原子炉を冷却できる設備に電源を接続するこ

とにより、起動及び十分な期間の運転継続ができること。（BWRの場

合） 

ｂ）電動補助給水ポンプに代替交流電源を接続することにより、起動

及び十分な期間の運転継続ができること。（PWRの場合） 

（３） 重大事故等の進展抑制 

ａ）重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注入系（SLCS）又は

制御棒駆動機構（CRD）等から注水する手順等を整備すること。（BWR

の場合） 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計基準事故対処

設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉

心スプレイ系による冷却機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，
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発電用原子炉を冷却する対処設備を整備する。ここでは，この対処設備を

活用した手順等について説明する。  
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1.2.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，発電用原子炉を

冷却し炉心の著しい損傷を防止するための設計基準事故対処設備として

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば，これらを重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として位置付け重大事故等の対処に用いるが，

設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するために，

設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下「機

能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対応手

段及び重大事故等対処設備を選定する（第 1.2－1 図）。 

また，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を監視

及び制御する対応手段及び重大事故等対処設備，重大事故等の進展を抑

制するための対応手段及び重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段

及び自主対策設備※1 を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやす

べてのプラント状況において使用することは困難

であるが，プラント状況によっては，事故対応に

有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，「技術的能力審査基準」（以下「審

査基準」という。）だけでなく，「設置許可基準規則」第四十五条及び「技

術基準規則」第六十条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足す

る設備が網羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との関

係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系又は

高圧炉心スプレイ系が健全であれば重大事故等対処設備として重大事故
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等の対処に用いる。 

原子炉隔離時冷却系による発電用原子炉の冷却で使用する設備は以下

のとおり。 

・原子炉隔離時冷却ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ 

・原子炉浄化系 配管 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

また，上記所内常設蓄電式直流電源設備への継続的な給電で使用する

設備は以下のとおり。 

・非常用交流電源設備 

高圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却で使用する設備は以下

のとおり。 

・高圧炉心スプレイ・ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・高圧炉心スプレイ補機冷却系 

・非常用交流電源設備 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，原子炉

隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の故障を想定する。また，サポー

ト系故障として，全交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失を想定す

る。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応
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手段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，そ

の対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重

大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第

1.2－1 表に整理する。 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 高圧原子炉代替注水系による発電用原子炉の冷却 

設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心ス

プレイ系の故障により発電用原子炉の冷却ができない場合は，中央

制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動し発電用原子

炉を冷却する手段がある。 

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動できな

い場合は，現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水

系を起動し発電用原子炉を冷却する手段がある。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対

策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整う

までの期間，高圧原子炉代替注水系の運転を継続する。 

ⅰ 高圧原子炉代替注水系の中央制御室からの操作による発電用原

子炉の冷却 

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動し発

電用原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

・高圧原子炉代替注水ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 
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・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

・原子炉浄化系 配管 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・常設代替直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

また，上記常設代替直流電源設備への継続的な給電で使用する

設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

ⅱ 高圧原子炉代替注水系の現場操作による発電用原子炉の冷却 

現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起

動し発電用原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

・高圧原子炉代替注水ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

・原子炉浄化系 配管 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

(b) 重大事故等対処設備 

高圧原子炉代替注水系の中央制御室からの操作及び現場操作によ

る発電用原子炉の冷却で使用する設備のうち，高圧原子炉代替注水

ポンプ，サプレッション・チェンバ，高圧原子炉代替注水系（蒸気
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系）配管・弁，主蒸気系配管，原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・

弁，高圧原子炉代替注水系（注水系）配管・弁，原子炉隔離時冷却

系（注水系）配管・弁，残留熱除去系配管・弁・ストレーナ，原子

炉浄化系配管，給水系配管・弁・スパージャ，原子炉圧力容器，常

設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，常設代替交流電源設備

及び可搬型代替交流電源設備は重大事故等対処設備として位置付け

る。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審

査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備である

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障した場合におい

ても，発電用原子炉を冷却することができる。 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の発電用原子炉

の冷却 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，設計基準

事故対処設備である原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系に

よる発電用原子炉の冷却ができない場合は，上記「ａ．(a) 高圧原

子炉代替注水系による発電用原子炉の冷却」の手段に加え，現場で

の人力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し発電用原

子炉を冷却する手段がある。 

この対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまで

の期間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続する。 

ⅰ 原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の冷却 

現場での人力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動

し発電用原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却ポンプ 
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・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ 

・原子炉浄化系 配管 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

また，上記原子炉隔離時冷却系を現場での人力による弁の操作

で起動したことにより発生する排水を処理する手段がある。 

排水設備による排水で使用する設備は以下のとおり。 

・水中ポンプ 

・ホース 

・仮設発電機 

・燃料補給設備 

(b) 復旧 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継

続に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備により給電して

いる場合は，所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に

代替交流電源設備，可搬型直流電源設備及び直流給電車により原子

炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保する手段がある。 

ⅰ 代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により所内

常設蓄電式直流電源設備のうちＢ－115V 系充電器，Ｂ１－115V

系充電器（ＳＡ）及び 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）に給電し，原子

炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保して発電用原

子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 
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・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ 

・原子炉浄化系 配管 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

なお，常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備へ燃

料を補給することにより，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対

策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整

うまでの期間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続することが可能

である。 

ⅱ 可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

可搬型直流電源設備により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必

要な直流電源を確保して発電用原子炉を冷却する設備は以下のと

おり。 

・原子炉隔離時冷却ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ 

・原子炉浄化系 配管 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・所内常設蓄電式直流電源設備 
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・可搬型直流電源設備 

なお，可搬型直流電源設備へ燃料を補給することにより，原子

炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷

却系の運転を継続することが可能である。 

ⅲ 直流給電車による原子炉隔離時冷却系への給電 

直流給電車により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流

電源を確保して発電用原子炉を冷却する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ 

・原子炉浄化系 配管 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・直流給電車及び可搬型代替交流電源設備 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

なお，直流給電車へ接続する可搬型代替交流電源設備へ燃料を

補給することにより，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うま

での期間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続することが可能であ

る。 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉隔離時冷却系の現場操作による発電用原子炉の冷却で使用

する設備のうち，サプレッション・チェンバ及び原子炉圧力容器は

重大事故等対処設備として位置付ける。また，原子炉隔離時冷却ポ

ンプ，原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁，主蒸気系配管，原
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子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ，原子炉浄化系

配管及び給水系配管・弁・スパージャは重大事故等対処設備（設計

基準拡張）として位置付ける。 

復旧にて使用する設備のうち，サプレッション・チェンバ，原子

炉圧力容器，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替交流電源設備，

可搬型代替交流電源設備，可搬型直流電源設備及び代替所内電気設

備は重大事故等対処設備として位置付ける。また，原子炉隔離時冷

却ポンプ，原子炉隔離時冷却系（蒸気系）配管・弁，主蒸気系配管，

原子炉隔離時冷却系（注水系）配管・弁・ストレーナ，原子炉浄化

系配管及び給水系配管・弁・スパージャは重大事故等対処設備（設

計基準拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審

査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源が喪失した場

合，又は全交流動力電源の喪失に加えて常設直流電源系統が喪失し

た場合においても，発電用原子炉を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由

を示す。 

・直流給電車 

全交流動力電源喪失時には代替交流電源設備による給電を優

先して実施しているため，高圧発電機車は配備されており，可

搬型直流電源設備としては，電路構成等により対応することが

可能である。その状態に追加して直流給電車２台（直流給電車

115V 及び直流給電車 230V）の配備が必要となり時間を要するが，

重大事故等の対処に必要となる直流電源を確保するための手段

として有効である。 

・排水設備 
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排水を行わなかった場合においても，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷

却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系の運転を

継続することができるが，排水が可能な場合は，原子炉隔離時

冷却系の運転継続時間を延長できることから，原子炉隔離時冷

却系の機能を維持する手段として有効である。 

ｃ．監視及び制御 

(a) 監視及び制御 

上記「ａ．(a) 高圧原子炉代替注水系による発電用原子炉の冷却」

及び「ｂ．(a) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の

発電用原子炉の冷却」により発電用原子炉を冷却する際は，発電用

原子炉を冷却するための原子炉圧力容器内の水位を監視する手段が

ある。 

また，原子炉圧力容器へ注水するための高圧原子炉代替注水系及

び原子炉隔離時冷却系の作動状況を確認する手段がある。 

さらに，発電用原子炉を冷却するための原子炉圧力容器内の水位

を制御する手段がある。 

監視及び制御に使用する設備（監視計器）は以下のとおり。 

高圧原子炉代替注水系（中央制御室起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，ＳＡ） 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・高圧原子炉代替注水流量 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水系（現場起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域※２，燃料域※２，ＳＡ※２） 

・原子炉水位（可搬型計測器） 

・原子炉圧力※２ 
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・原子炉圧力（ＳＡ）※２ 

・原子炉圧力（可搬型計測器） 

・高圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

・高圧原子炉代替注水系タービン入口圧力※２ 

・高圧原子炉代替注水系タービン排気圧力 

・高圧原子炉代替注水ポンプ入口圧力 

原子炉隔離時冷却系（現場起動時）の監視計器 

・原子炉水位（狭帯域，広帯域※２，燃料域※２，ＳＡ※２） 

・原子炉水位（可搬型計測器） 

・原子炉圧力※２ 

・原子炉圧力（ＳＡ）※２ 

・原子炉圧力（可搬型計測器） 

・原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧力 

・可搬型回転計 

※２：中央制御室にて監視可能であるが，現場においても監視

可能。 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

監視及び制御にて使用する設備のうち，原子炉水位（広帯域），原

子炉水位（燃料域），原子炉水位（ＳＡ），原子炉水位（可搬型計測

器），原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），原子炉圧力（可搬型計測器），

高圧原子炉代替注水流量及びサプレッション・プール水位（ＳＡ）

は重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設

備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備を用いて原子炉圧力容器内の水位及び

高圧原子炉代替注水系の作動状況を監視することにより，発電用原

子炉を冷却するために必要な監視及び制御ができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設
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備であるため,自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を

示す。 

・原子炉水位（狭帯域），高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時

冷却系の現場起動時に使用する現場監視計器 

原子炉水位（狭帯域）は，耐震性及び耐環境性はないが，監視可

能であれば原子炉圧力容器の水位を把握することが可能なことから

代替手段として有効である。 

高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系の現場起動時に使

用する現場監視計器は，中央制御室での監視はできないため重大事

故等対処設備としては位置付けていないが，現場起動時に原子炉圧

力容器内の水位の監視及び制御を行う手段として有効である。 

なお，現場監視計器のうち高圧原子炉代替注水系タービン入口圧

力については，現場及び中央制御室にて監視可能な設計であるが，

手順着手の判断基準に使用する炉心損傷防止対策，格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を直接

監視するパラメータではなく，高圧原子炉代替注水ポンプの運転状

態を補助的に監視するパラメータであることから自主対策設備とし

て位置付ける。 

ｄ．重大事故等の進展抑制時の対応手段及び設備 

(a) 重大事故等の進展抑制 

高圧原子炉代替注水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレ

イ系による原子炉圧力容器への注水により原子炉圧力容器内の水位

が維持できない場合は，重大事故等の進展を抑制するため，ほう酸

水注入系及び制御棒駆動水圧系により原子炉圧力容器へ注水する手

段がある。 

ⅰ 制御棒駆動水圧系による進展抑制 

復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動水圧系による原子炉圧

力容器への注水を実施する。 
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制御棒駆動水圧系により原子炉圧力容器へ注水する設備は以下

のとおり。 

・制御棒駆動水圧ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

・制御棒駆動水圧系 配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

ⅱ ほう酸水注入系による進展抑制 

ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系による原子炉

圧力容器へのほう酸水注入を実施する。 

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タンクに水を

補給することで，ほう酸水貯蔵タンクを使用したほう酸水注入系

による原子炉圧力容器への注水を継続する。 

また，復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テストタンク

に水を補給することで，ほう酸水注入系テストタンクを使用した

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水も可能である。 

ほう酸水注入系により原子炉圧力容器へほう酸水を注入する設

備及び注水する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入ポンプ 

・ほう酸水貯蔵タンク 

・ほう酸水注入系 テストタンク 

・ほう酸水注入系 配管・弁 

・差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部） 

・復水輸送系 

・消火系 

・補給水系 
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・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ほう酸水注入系による進展抑制で使用する設備のうち，ほう酸水

注入ポンプ，ほう酸水貯蔵タンク，ほう酸水注入系配管・弁，差圧

検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器内部），原子炉圧力容器，

常設代替交流電源設備及び代替所内電気設備は重大事故等対処設備

として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設

備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，原子炉冷却材圧力バウンダリ

高圧時における注水機能が喪失した場合においても，重大事故等の

進展を抑制することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由

を示す。 

・制御棒駆動水圧系 

発電用原子炉を冷却するための十分な注水量が確保できず，加

えて復水貯蔵タンク，制御棒駆動水圧ポンプ及び制御棒駆動水圧

系配管・弁の耐震性が確保されていないが，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時における重大事故等の進展を抑制する手段として

有効である。 

・ほう酸水注入系（原子炉圧力容器へ注水する場合） 

発電用原子炉を冷却するための十分な注水量が確保できず，加

えてほう酸水貯蔵タンク及びほう酸水注入系テストタンクへの補

給ラインの耐震性が確保されていないが，復水輸送系等からほう

酸水貯蔵タンク又はほう酸水注入系テストタンクに水を補給する
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ことができれば，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水

が可能となることから，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時にお

ける重大事故等の進展を抑制する手段として有効である。 

ｅ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備」，「ｂ．サ

ポート系故障時の対応手段及び設備」，「ｃ．監視及び制御」及び「ｄ．

重大事故等の進展抑制時の対応手段及び設備」により選定した対応手

段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操

作要領書（徴候ベース）（以下「ＥＯＰ」という。），ＡＭ設備別操作要

領書及び原子力災害対策手順書に定める（第 1.2－1 表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる

設備についても整理する（第 1.2－2 表，第 1.2－3 表）。 

 

1.2.2 重大事故等時の手順 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

ａ．中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉隔離

時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用できない場合は，

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動し，サプレ

ッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を原

子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持す

るように原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，ＳＡ）により監視す

る。また，これらの計測機器が故障又は計測範囲（把握能力）を超え

た場合，当該パラメータの値を推定する手順を整備する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については「1.15 事
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故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系によ

る原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原

子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

(b) 操作手順 

中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動手順の概要は以下の

とおり。手順の対応フローを第 1.2－2 図及び第 1.2－3 図に，概要

図を第 1.2－4 図に，タイムチャートを第 1.2－5 図示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員

に中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動の準備開始を指

示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの高圧原子炉代替注水

系起動に必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されているこ

とを状態表示にて確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの高圧原子炉代替注水

系起動の系統構成として，ＨＰＡＣ注水弁の全開操作を実施し，

当直副長に中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動の準備

完了を報告する。 

なお，高圧原子炉代替注水系の駆動蒸気を確保するため原子炉

隔離時冷却系の駆動蒸気ラインを隔離する必要がある場合は，

原子炉隔離時冷却系のタービン蒸気入口弁を全閉とする。 

④当直副長は，中央制御室運転員に中央制御室からの高圧原子炉

代替注水系起動及び原子炉圧力容器への注水開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口

弁を全開操作することにより高圧原子炉代替注水系を起動し，

原子炉圧力容器への注水を開始する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始された
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ことを高圧原子炉代替注水流量指示値の上昇及び原子炉水位指

示値の上昇により確認し当直副長に報告するとともに，原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位

高（レベル８）の間で維持する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，

作業開始を判断してから高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容

器への注水開始まで 10 分以内で可能である。 

ｂ．現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉隔離

時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用できない場合にお

いて，中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動でき

ない場合は，現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水

系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器

への注水を実施する。 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を原

子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持す

るように原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，ＳＡ）及び原子炉水

位（可搬型計測器）により監視する。また，これらの計測機器が故障

又は計測範囲（把握能力）を超えた場合，当該パラメータの値を推定

する手順を整備する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については「1.15 事

故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系によ

る原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原

子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合で，中央制御室か

らの操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない場合。 
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(b) 操作手順 

現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動手順の概要は以下

のとおり。手順の対応フローを第 1.2－2 図及び第 1.2－3 図に，概

要図を第 1.2－4 図に，タイムチャートを第 1.2－6 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に現場

手動操作による高圧原子炉代替注水系起動の準備開始を指示す

る。 

②現場運転員Ａ及びＢは，原子炉圧力容器の水位を確認するため，

廃棄物処理建物１階補助盤室（非管理区域）にて，原子炉水位

（可搬型計測器）の接続を実施し，当直副長に原子炉圧力容器

内の水位を報告する。 

③現場運転員Ａ及びＢは，高圧原子炉代替注水系の駆動蒸気圧力

が確保されていることを廃棄物処理建物１階補助盤室（非管理

区域）にて，原子炉圧力（可搬型計測器）の接続により原子炉

圧力指示値が規定値以上であることを確認し，当直副長に報告

する。 

④現場運転員Ｃ及びＤは，現場手動操作による高圧原子炉代替注

水系起動の系統構成として，ＨＰＡＣ注水弁を現場操作用のハ

ンドルにて全開操作し，当直副長に高圧原子炉代替注水系現場

起動による原子炉圧力容器への注水の準備完了を報告する。 

なお，高圧原子炉代替注水系の駆動蒸気を確保するため原子炉

隔離時冷却系の駆動蒸気ラインを隔離する必要がある場合は，

原子炉隔離時冷却系のタービン蒸気入口弁を全閉とする。 

⑤当直副長は，現場運転員に現場手動操作による高圧原子炉代替

注水系起動，原子炉圧力容器への注水開始及び原子炉圧力容器

内の水位の監視を指示する。 

⑥現場運転員Ｃ及びＤは，ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口

弁を現場操作用のハンドルにて全開操作することにより高圧原
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子炉代替注水系を起動し，原子炉圧力容器への注水を開始する。

また，原子炉建物原子炉棟地下２階Ｃ－ＲＨＲポンプ室（管理

区域）の現場監視計器により高圧原子炉代替注水系の作動状況

を確認し，当直副長に作動状況に異常がないことを報告する。 

⑦現場運転員Ａ及びＢは，原子炉圧力容器への注水が開始された

ことを原子炉水位（可搬型計測器）による原子炉水位指示値の

上昇により確認し，作動状況に異常がないことを当直副長に報

告する。 

⑧現場運転員Ｃ及びＤは，蒸気外側隔離弁を現場操作用のハンド

ルにて操作することにより原子炉水位低（レベル３）から原子

炉水位高（レベル８）の間で原子炉圧力容器内の水位を制御す

る。なお，当直副長の指示に基づき，原子炉圧力容器内の水位

を制御する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員４名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動で

の原子炉圧力容器への注水開始まで 35 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択

フローチャートを第 1.2－18 図に示す。 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用できない場合は，中央

制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動し原子炉圧力容器

へ注水する。 

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない場

合は，現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起動
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し原子炉圧力容器へ注水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期

間，高圧原子炉代替注水系の運転を継続する。 

1.2.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉圧力容器へ

の注水 

ａ．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，原子炉隔離

時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水がで

きず，中央制御室からの操作及び現場での人力による弁の操作により

高圧原子炉代替注水系を起動できない場合，又は高圧原子炉代替注水

系により原子炉圧力容器内の水位を維持できない場合は，現場での人

力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，サプレッショ

ン・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

なお，発電用原子炉を冷却するために原子炉圧力容器内の水位を原

子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持す

るように原子炉水位（狭帯域，広帯域，燃料域，ＳＡ）及び原子炉水

位（可搬型計測器）により監視する。また，これらの計測機器が故障

又は計測範囲（把握能力）を超えた場合，当該パラメータの値を推定

する手順を整備する。 

原子炉水位の監視機能が喪失した場合の手順については「1.15 事

故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

また，現場手動操作により原子炉隔離時冷却系を起動した場合は，

潤滑油冷却器の冷却水を確保するため，ＲＣＩＣ真空タンクドレン弁

等を開操作することにより，ＲＣＩＣポンプ室に排水が滞留すること

となるが，この排水を処理しなかった場合においても，原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の
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冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却系を水没させず

に継続して運転できる。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により中央制御室

からの操作による原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系での

原子炉圧力容器への注水ができない場合において，中央制御室から

の操作及び現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水

系を起動できない場合，又は高圧原子炉代替注水系により原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場

合。 

(b) 操作手順 

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動手順の概要は以下の

とおり。手順の対応フローを第 1.2－2 図及び第 1.2－3 図に，概要

図を第 1.2－7 図，第 1.2－8 図に，タイムチャートを第 1.2－9 図に

示す。 

［現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動（運転員操作）］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に現場

手動操作による原子炉隔離時冷却系の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長の依頼に基づき，緊急時対策本部に現場手

動操作による原子炉隔離時冷却系起動にて発生する排水の処理

を依頼する。 

③現場運転員Ａ及びＢは，原子炉圧力容器の水位を確認するため，

廃棄物処理建物１階補助盤室（非管理区域）にて，原子炉水位

（可搬型計測器）の接続を実施し，当直副長に原子炉圧力容器

内の水位を報告する。 

④現場運転員Ａ及びＢは，原子炉隔離時冷却系の駆動蒸気圧力が

確保されていることを廃棄物処理建物１階補助盤室（非管理区

域）にて，原子炉圧力（可搬型計測器）の接続により原子炉圧
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力指示値が規定値以上であることを確認し，当直副長に報告す

る。 

⑤現場運転員Ｃ及びＤは，原子炉隔離時冷却系タービン及びポン

プに使用している潤滑油冷却器の冷却水を確保するため，復水

器冷却水入口弁，ＲＣＩＣ真空タンクドレン弁，ＲＣＩＣ真空

タンク水位検出配管ドレン弁の全開操作を実施し，当直副長に

原子炉隔離時冷却系の冷却水確保完了を報告する。 

⑥現場運転員Ｃ及びＤは，現場手動操作による原子炉隔離時冷却

系起動の系統構成として，ＲＣＩＣ注水弁及びミニマムフロー

弁を現場操作用のハンドルにて全開操作を実施する。 

なお，原子炉隔離時冷却系の駆動蒸気を確保するため高圧原子

炉代替注水系の駆動蒸気ラインを隔離する必要がある場合は，

高圧原子炉代替注水系のＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口

弁を全閉とする。原子炉隔離時冷却系起動の系統構成完了後，

原子炉隔離時冷却系タービングランド部からの蒸気漏えいに備

え保護具（酸素呼吸器及び耐熱服）を装着し，当直副長に現場

手動操作による原子炉隔離時冷却系起動の準備完了を報告する。 

⑦当直副長は，現場運転員に現場手動操作による原子炉隔離時冷

却系起動，原子炉圧力容器への注水開始及び原子炉圧力容器内

の水位の監視を指示する。 

⑧現場運転員Ｃ及びＤは，原子炉隔離時冷却系のタービン蒸気入

口弁を現場操作用のハンドルにて徐々に開操作することにより

原子炉隔離時冷却系を起動し，原子炉隔離時冷却系タービンの

回転数を可搬型回転計にて確認しながら規定回転数に調整し，

ミニマムフロー弁を現場操作用のハンドルにて全閉操作する。

また，原子炉建物原子炉棟地下２階ＲＣＩＣポンプ室（管理区

域）の現場監視計器により原子炉隔離時冷却系の作動状況を確

認し，当直副長に作動状況に異常が無いことを報告する。 
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⑨現場運転員Ａ及びＢは，原子炉圧力容器への注水が開始された

ことを原子炉水位（可搬型計測器）による原子炉水位指示値の

上昇により確認し，作動状況に異常がないことを当直副長に報

告する。 

⑩現場運転員Ｃ及びＤは，蒸気外側隔離弁を現場操作用のハンド

ルにて操作することにより原子炉水位低（レベル３）から原子

炉水位高（レベル８）の間で原子炉圧力容器内の水位を制御す

る。なお，当直副長の指示に基づき，原子炉圧力容器内の水位

を制御する。 

［原子炉隔離時冷却系排水処理（緊急時対策要員操作）］ 

①緊急時対策本部は，緊急時対策要員に排水処理を指示する。 

②緊急時対策要員は，排水処理に必要な発電機，電源盤，水中ポ

ンプ，電源ケーブル，ホース及びホース用吐出弁（吊り具含む。）

の準備を行い，大物搬入口防護扉まで移動する。 

③緊急時対策要員は，防護扉を開放する。 

④緊急時対策要員は，防護扉手前に発電機を設置，原子炉建物原

子炉棟地下２階Ｃ－ＲＨＲポンプ室内（管理区域）に電源盤を

設置し，水中ポンプの吐出側にホースを接続しＲＨＲ室床ドレ

ンサンプタンクに水中ポンプを設置，電源ケーブル及びホース

を搬入する。 

⑤緊急時対策要員は，発電機－電源盤間及び電源盤－水中ポンプ

間の電源ケーブルを敷設し，電源盤及び水中ポンプ各端子へ電

源ケーブルを接続する。 

⑥緊急時対策要員は，原子炉建物原子炉棟地下２階Ｃ－ＲＨＲポ

ンプ室水密扉及びトーラス室扉を開放し固縛する。 

⑦緊急時対策要員は，水中ポンプに接続したホースを原子炉建物

原子炉棟地下１階トーラス室内（管理区域）まで敷設する。ま

た，吐出口にホース用吐出弁を取付け固縛する。 
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⑧緊急時対策要員は，水中ポンプを起動させるため，発電機を起

動し，水中ポンプを起動させ，トーラス室へ送水を開始する。 

⑨緊急時対策要員は，水中ポンプの運転状態を発電機の出力電流

にて確認する。 

⑩緊急時対策要員は，排水処理を開始したことを当直長に報告す

る。また，当直長は緊急時対策本部に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員４名及び緊急時対策要員４名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉隔離時冷却系起動

による原子炉圧力容器への注水開始まで１時間以内，緊急時対策要

員による排水処理開始まで１時間 45 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，保護具(酸素呼吸器

及び耐熱服)，照明及び通信連絡設備を整備する。 

ＲＣＩＣポンプ室に現場運転員が入室するのは原子炉隔離時冷却

系起動時のみとし，その後速やかに退室する手順とする。したがっ

て，原子炉隔離時冷却系タービングランド部からの蒸気漏えいに伴

う環境温度の上昇による運転員への影響はないものと考えており，

保護具（酸素呼吸器及び耐熱服）を確実に装着することにより本操

作が可能である。 

(2) 復旧 

ａ．代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続

に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備により給電している

場合は，所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代

替交流電源設備として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交

流電源設備として使用する高圧発電機車により所内常設蓄電式直流電

源設備のうちＢ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）及び

230V 系充電器（ＲＣＩＣ）に給電し，原子炉隔離時冷却系の運転継続
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に必要な直流電源を確保して原子炉圧力容器へ注水する。 

なお，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）が機能喪失し，サプレッション・プール水の温

度が原子炉隔離時冷却系の設計温度を超えると想定される場合は，原

子炉圧力容器への注水を低圧原子炉代替注水系（可搬型）に切り替え

る。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続

に必要なＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V

系蓄電池（ＲＣＩＣ）が枯渇により機能が喪失すると予測される場

合で，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機又

は可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車が使用可能

な場合。 

(b) 操作手順 

常設代替交流電源設備に関する手順及び可搬型代替交流電源設備

に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備す

る。 

(c) 操作の成立性 

常設代替交流電源設備に関する操作の成立性及び可搬型代替交流

電源設備に関する操作の成立性は「1.14 電源の確保に関する手順

等」にて整理する。 

ｂ．可搬型直流電源設備による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続

に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備により給電している

場合は，所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に可搬型

直流電源設備として使用する高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充電器（Ｓ

Ａ）及び 230V 系充電器（常用）により原子炉隔離時冷却系の運転継続

に必要な直流電源を確保して原子炉圧力容器へ注水する。 
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なお，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）が機能喪失し，サプレッション・プール水の温

度が原子炉隔離時冷却系の設計温度を超えると想定される場合は，原

子炉圧力容器への注水を低圧原子炉代替注水系（可搬型）に切り替え

る。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続

に必要なＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V

系蓄電池（ＲＣＩＣ）が枯渇により機能が喪失すると予測される場

合で，代替交流電源設備により直流電源を確保できない場合。 

(b) 操作手順 

可搬型直流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に関す

る手順等」にて整備する。 

(c) 操作の成立性 

可搬型直流電源設備に関する操作の成立性は「1.14 電源の確保

に関する手順等」にて整理する。 

ｃ．直流給電車による原子炉隔離時冷却系への給電 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続

に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備により給電している

場合は，所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に直流給

電車により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保し

て原子炉圧力容器へ注水する。 

なお，全交流動力電源の喪失により残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）が機能喪失し，サプレッション・プール水の温

度が原子炉隔離時冷却系の設計温度を超えると想定される場合は，原

子炉圧力容器への注水を低圧原子炉代替注水系（可搬型）に切り替え

る。 

(a) 手順着手の判断基準 
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全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続

に必要なＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V

系蓄電池（ＲＣＩＣ）が枯渇により機能が喪失すると予測される場

合で，代替交流電源設備及び可搬型直流電源設備により直流電源を

確保できない場合。 

(b) 操作手順 

直流給電車に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」

にて整備する。 

(c) 操作の成立性 

直流給電車に関する操作の成立性は「1.14 電源の確保に関する

手順等」にて整理する。 

(3) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択

フローチャートを第 1.2－18 図に示す。 

ａ．全交流動力電源及び常設直流電源系統が喪失した場合の対応 

全交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失により，原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができ

ない場合は，中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起

動し原子炉圧力容器へ注水する。 

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない

場合は，現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を

起動し原子炉圧力容器へ注水する。 

いずれの操作によっても高圧原子炉代替注水系を起動できない場合，

又は高圧原子炉代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を維持でき

ない場合は，現場での人力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系

を起動し原子炉圧力容器へ注水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策

及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまで
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の期間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続する。 

ｂ．全交流動力電源のみ喪失した場合の対応 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は運転継続

に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備により給電している

場合は，所内常設蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯渇する前に常設代

替交流電源設備として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交

流電源設備として使用する高圧発電機車により所内常設蓄電式直流電

源設備のうちＢ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）及び

230V 系充電器（ＲＣＩＣ）に給電し，原子炉隔離時冷却系の運転継続

に必要な直流電源を確保して原子炉圧力容器へ注水する。 

代替交流電源設備による給電ができない場合は，可搬型直流電源設

備として使用する高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）及び 230V

系充電器（常用）により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流

電源を確保して原子炉圧力容器へ注水する。 

代替交流電源設備及び可搬型直流電源設備による給電ができない場

合は，直流給電車により原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流

電源を確保して原子炉圧力容器へ注水する。 

これらの対応手段により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策

及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまで

の期間，原子炉隔離時冷却系の運転を継続する。 

1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制 

ａ．制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失時におい

て,高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力

容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合は，

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）により冷却水を確保し，

復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器
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への注水を実施する。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり，高圧炉心スプレ

イ系，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない

場合で，制御棒駆動水圧系が使用可能な場合。 

(b) 操作手順 

制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以

下のとおり。手順の対応フローを第 1.2－2 図及び第 1.2－3 図に，

概要図を第 1.2－10 図に，タイムチャートを第 1.2－11 図示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員

に制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水の準備開始

を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，制御棒駆動水圧系の起動に必要なポン

プ，監視計器の電源及び冷却水が確保されていることを状態表

示にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガ

スタービン発電機の負荷容量確認を依頼し，制御棒駆動水圧系

が使用可能か確認する。 

④当直副長は，中央制御室運転員に制御棒駆動水圧系による原子

炉圧力容器への注水開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，Ａ－制御棒駆動水圧ポンプの起動操作

を実施し，Ａ－制御棒駆動水圧ポンプが起動したことを確認す

る。 

⑥中央制御室運転員Ａは，ＣＲＤ系統流量調節弁及びＣＲＤ駆動

水圧力調節弁の全開操作を実施する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始された

ことを制御棒駆動水圧系系統流量指示値の上昇により確認し，
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当直副長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器へ

の注水開始まで 15 分以内で可能である。 

ｂ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注水 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失時におい

て，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力

容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合は，

ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系による原子炉圧力容

器へのほう酸水注入を実施する。 

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給する

ことで，ほう酸水貯蔵タンクを使用したほう酸水注入系による原子炉

圧力容器への注水を継続する。 

また，復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テストタンクに補

給することで，ほう酸水注入系テストタンクを使用したほう酸水注入

系による原子炉圧力容器への注水も可能である。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であり，高圧炉心スプ

レイ系，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子

炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できな

い場合で，ほう酸水注入系が使用可能な場合。 

(b) 操作手順 

ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注水

手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.2－2 図及び第

1.2－3 図に，概要図を第 1.2－12 図に，タイムチャートを第 1.2－

13 図に示す。 

［ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水
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注入］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にほう酸水

注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入の準備開始を指

示する。 

②中央制御室運転員Ａは，ほう酸水注入系による原子炉圧力容器

へのほう酸水注入に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源

が確保されていることを状態表示にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガ

スタービン発電機の負荷容量確認を依頼し，ほう酸水注入系が

使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，Ａ又はＢ－ほう酸水注入ポンプの起動

操作（ほう酸水注入系起動用ＣＯＳを「Ａ系統」位置（Ｂ系を

起動する場合は「Ｂ系統」位置）にすることで，Ａ（Ｂ）－Ｓ

ＬＣタンク出口弁及びＡ（Ｂ）－ＳＬＣ注入弁が全開となり，

Ａ（Ｂ）－ほう酸水注入ポンプが起動し，原子炉圧力容器への

ほう酸水注入が開始される。）を実施する。 

⑤中央制御室運転員Ａは中央制御室にて，原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入が開始されたことをほう酸水貯蔵タンク液位指示値

の低下により確認し，当直副長に報告する。 

［ほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉圧力容器への継続注水］ 

⑥当直副長は，原子炉圧力容器への継続注水が必要と判断した場

合は，現場運転員にほう酸水注入系による原子炉圧力容器への

継続注水の準備開始を指示する。※ 

※：［ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう

酸水注入］の準備と併せて実施する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，ほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉

圧力容器への継続注水の系統構成として，ホース接続（復水輸

送系～補給水系の間）し，ＭＵＷ工具類除染シンク供給弁（除
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染用），ＣＷＴ工具類除染シンク除染弁の全開操作を実施する。 

⑧現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＬＣ封水止め弁及びＳＬＣドレン弁

の全閉並びにＳＬＣタンク補給水入口元弁の全開操作実施後，

当直副長にほう酸水貯蔵タンクを使用した原子炉圧力容器への

継続注水の準備完了を報告する。 

⑨当直副長は，現場運転員にほう酸水貯蔵タンクを使用した原子

炉圧力容器への継続注水の開始を指示する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，復水輸送ポンプが運転中であり，復水

輸送ポンプ出口ヘッダ圧力指示値が規定値以上であることを確

認する。 

⑪現場操作員Ｂ及びＣは，ＳＬＣタンク補給水入口弁を調整開と

し，ほう酸水貯蔵タンクに補給する。 

［ほう酸水注入系テストタンクを使用した原子炉圧力容器への注

水］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にほう酸水

注入系テストタンクを使用した原子炉圧力容器への注水の準備

開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，ほう酸水注入系テストタンクを使用し

た原子炉圧力容器への注水に必要なポンプ及び電動弁の電源が

確保されたこと並びに監視計器の電源が確保されていることを

状態表示にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガ

スタービン発電機の負荷容量確認を依頼し，ほう酸水注入系が

使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，復水輸送ポンプが運転中であり，復水

輸送ポンプ出口ヘッダ圧力指示値が規定値以上であることを確

認する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，ほう酸水注入系テストタンクを使用し
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た原子炉圧力容器への継続注水の系統構成として，ホース接続

（復水輸送系～補給水系の間）し，ＭＵＷ工具類除染シンク供

給弁（除染用），ＣＷＴ工具類除染シンク除染弁の全開操作を実

施する。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＬＣテストタンク出口弁，ＳＬＣオ

リフィスバイパス弁の全開操作を実施し，ＳＬＣテストタンク

に水張りを行う。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＬＣテストタンク水張りが完了した

ことを確認し，ＳＬＣ封水止め弁及びＳＬＣオリフィスバイパ

ス弁の全閉操作完了後，当直副長にほう酸水注入系テストタン

クを使用した原子炉圧力容器への注水の準備完了を報告する。 

⑧当直副長は，現場運転員にほう酸水注入系テストタンクを使用

した原子炉圧力容器への注水の開始を指示する。 

⑨現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ（Ｂ）－ＳＬＣ注入弁の全開操作を

実施した後，Ａ（Ｂ）－ほう酸水注入ポンプを起動する。原子

炉建物原子炉棟３階ＳＬＣポンプ室（管理区域）にて，ほう酸

水注入ポンプ出口圧力指示値の上昇を確認後，速やかにＳＬＣ

オリフィスバイパス弁を調整開とし，ほう酸水注入系テストタ

ンクに補給する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始された

ことを原子炉水位指示値及び復水貯蔵タンク水位指示値により

確認し，当直副長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作のうち，ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力

容器へのほう酸水注入は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから原子炉圧力容器へのほう酸水注入

開始まで 10 分以内で可能である。 

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給し，
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原子炉圧力容器へ継続注水する場合は，中央制御室運転員１名及び

現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから

原子炉圧力容器への継続注水準備完了まで１時間以内で可能である。 

また，復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テストタンクに

補給し，原子炉圧力容器へ注水を行う場合は，中央制御室運転員１

名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから原子炉圧力容器への注水開始まで１時間 15 分以内で可能で

ある。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同様である。 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択

フローチャートを第 1.2－18 図に示す。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で，高圧炉心スプレイ系，

高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合は，交流電

源又は非常用高圧母線への給電が確保され原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。）により冷却水を確保できれば制御棒駆動水圧系による

原子炉圧力容器への注水を実施する。制御棒駆動水圧系及びほう酸水注

入系は発電用原子炉を冷却するには十分な注水量を確保できないが，原

子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，重大事故等の進展抑制とし

て使用する。 

なお，ほう酸水注入系により原子炉圧力容器へ注水する際の水源は，

通常時の補給にて使用する補給水系が使用できない場合は，復水輸送系

又は消火系から補給する。 

1.2.2.4 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水 
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原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，自動起動信号（原子炉水位低（レ

ベル２））による作動，又は中央制御室からの手動操作により原子炉隔離

時冷却系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力

容器への注水を実施する。 

なお，原子炉隔離時冷却系の水源はサプレッション・チェンバを優先

して用いるが，原子炉隔離時冷却系で用いることができる水源として自

主対策設備である復水貯蔵タンクもある。サプレッション・プール水枯

渇，サプレッション・チェンバ破損又はサプレッション・プール水の温

度が上昇することを考慮し，原子炉隔離時冷却系の確実な運転継続を確

保する観点から，原子炉隔離時冷却系の水源を復水貯蔵タンクに手動で

切り替える。いずれの切替えにおいても，運転中の原子炉隔離時冷却系

を停止することなく水源切替えが可能である。 

サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源切替え手順に

ついては，「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて

整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力

容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

ｂ．操作手順 

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以

下のとおり。概要図を第 1.2－14 図に，タイムチャートを第 1.2－15

図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水開始を指示す

る。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操作，又は自

動起動信号（原子炉水位低（レベル２））により原子炉隔離時冷却

系のタービン蒸気入口弁，ＲＣＩＣ注水弁及び復水器冷却水入口
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弁が全開し，原子炉隔離時冷却系が起動したことを確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたこ

とを原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量指示値の上昇及び原子炉水

位指示値の上昇により確認し当直副長に報告するとともに，原子

炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位

高（レベル８）の間で維持する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作

業開始を判断してから原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への

注水開始まで２分以内で可能である。 

(2) 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動信号（原子炉水位低（レ

ベル１Ｈ）又はドライウェル圧力高）による作動，又は中央制御室から

の手動操作により高圧炉心スプレイ系を起動し，サプレッション・チェ

ンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

なお，高圧炉心スプレイ系の水源はサプレッション・チェンバを優先

して用いるが，高圧炉心スプレイ系で用いることができる水源として自

主対策設備である復水貯蔵タンクもある。残留熱除去系（サプレッショ

ン・プール水冷却系）が機能喪失している場合，サプレッション・プー

ル水の温度が上昇することを考慮し，高圧炉心スプレイ系の確実な運転

継続を確保する観点から，高圧炉心スプレイ系の水源を復水貯蔵タンク

に手動で切り替える。 

いずれの切替えにおいても，運転中の高圧炉心スプレイ系を停止する

ことなく水源切替えが可能である。 

サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源切替え手順に

ついては，「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて

整備する。 

ａ．手順着手の判断基準 



1.2－42 

復水・給水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注

水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以

上に維持できない場合。 

 

ｂ．操作手順 

高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以

下のとおり。概要図を第 1.2－16 図に，タイムチャートを第 1.2－17

図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に

高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水開始を指示す

る。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操作，又は自

動起動信号（原子炉水位低（レベル１Ｈ）又はドライウェル圧力

高）により高圧炉心スプレイ・ポンプが起動し，ＨＰＣＳ注水弁

が全開となったことを確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたこ

とを高圧炉心スプレイポンプ出口流量指示値の上昇及び原子炉水

位指示値の上昇により確認し当直副長に報告するとともに，原子

炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位

高（レベル８）の間で維持する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作

業開始を判断してから高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への

注水開始まで２分以内で可能である。 

1.2.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順に

ついては，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための手順等」にて整備する。 
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サプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源切替え手順につ

いては，「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備

する。 

非常用交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替交流電源

設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備として

使用する高圧発電機車，常設代替直流電源設備として使用するＳＡ用115V

系蓄電池又は可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車，Ｂ１－

115V系充電器（ＳＡ）及び230V系充電器（常用）による高圧原子炉代替注

水系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ・ポンプ，ほう酸水注入ポ

ンプ，制御棒駆動水圧ポンプ，電動弁及び中央制御室監視計器類への電源

供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，

可搬型代替交流電源設備及び可搬型直流電源設備として使用する高圧発電

機車及び非常用交流電源設備への燃料補給手順については，「1.14 電源の

確保に関する手順等」にて整備する。 

原子炉水位の監視又は推定に係る計装設備に関する手順については，

「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 
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第1.2－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／６) 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

・ストレーナ  

原子炉浄化系 配管  

給水系 配管・弁・スパージャ 

非常用交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 

所内常設蓄電式直流電源設備※１ 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

高圧炉心スプレイ・ポンプ 

高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ 

・スパージャ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系 

非常用交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

  



 

1.2－45 

対応手段，対処設備，手順書一覧（２／６） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

高圧炉心スプレイ系 

原子炉隔離時冷却系 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
の
中
央
制
御
室 

か
ら
の
操
作
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッション・チェンバ 

高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

原子炉圧力容器 

常設代替直流電源設備※１ 

可搬型直流電源設備※１ 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＡＣによる原子炉注水」 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
の
現
場
操
作
に 

よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッション・チェンバ 

高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＡＣによる原子炉注水」 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

  



 

1.2－46 

対応手段，対処設備，手順書一覧(３／６) 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

常設直流電源系統 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
現
場
操
作 

に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

・ストレーナ 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＣＩＣによる原子炉注水」 

 

原子力災害対策手順書 

「原子炉隔離時冷却系排水 

処理」 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

水中ポンプ 

ホース 

仮設発電機 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

全交流動力電源 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

・ストレーナ 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 

所内常設蓄電式直流電源設備※１ 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

・ストレーナ 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 

所内常設蓄電式直流電源設備※１ 

可搬型直流電源設備※１ 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 



 

1.2－47 

対応手段，対処設備，手順書一覧（４／６） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

直
流
給
電
車
に
よ
る 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

サプレッション・チェンバ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

・ストレーナ 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

原子炉圧力容器 

直流給電車及び可搬型代替交流電源設備※１ 

所内常設蓄電式直流電源設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

  



 

1.2－48 

対応手段，対処設備，手順書一覧(５／６) 

（監視及び制御） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

監
視
及
び
制
御 

－ 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系 

（
中
央
制
御
室
起
動
時
）
の
監
視
計
器 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＡＣによる原子炉注水」 

原子炉水位（狭帯域） 

自
主
対
策
設
備 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
現
場
起
動
時
） 

の
監
視
計
器 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（可搬型計測器） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力（可搬型計測器） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＡＣによる原子炉注水」 

原子炉水位（狭帯域） 

高圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

高圧原子炉代替注水系タービン入口圧力 

高圧原子炉代替注水系タービン排気圧力 

高圧原子炉代替注水ポンプ入口圧力 

自
主
対
策
設
備 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
現
場
起
動
時
）
の
監
視
計
器 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（可搬型計測器） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力（可搬型計測器） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＣＩＣによる原子炉注水」 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧力 

可搬型回転計 
自
主
対
策
設
備 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

  



 

1.2－49 

対応手段，対処設備，手順書一覧(６／６) 

（重大事故等の進展抑制時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
の
進
展
抑
制 

－ 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る 

進
展
抑
制 

制御棒駆動水圧ポンプ 

復水貯蔵タンク 

制御棒駆動水圧系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

常設代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＲＤによる原子炉注水」 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る 

進
展
抑
制
（
ほ
う
酸
水
注
入
） 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

ほう酸水注入系 配管・弁 

差圧検出・ほう酸水注入系配管 

（原子炉圧力容器内部） 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＬＣによる原子炉注水」 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る 

進
展
抑
制
（
注
水
） 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

ほう酸水注入系 テストタンク 

ほう酸水注入系 配管・弁 

差圧検出・ほう酸水注入系配管 

（原子炉圧力容器内部） 

復水輸送系 

消火系 

補給水系 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＬＣによる原子炉注水」 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

  



 

1.2－50 

第1.2－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

監視計器一覧(１／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

ａ．中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＡＣによる原子炉注水」 
判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 高圧原子炉代替注水流量 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

  



 

1.2－51 

監視計器一覧(２／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水 

ｂ．現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＡＣによる原子炉注水」 判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（可搬型計測器） 

原子炉水位（狭帯域） 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（可搬型計測器） 

原子炉水位（狭帯域） 

補機監視機能 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力（可搬型計測器） 

高圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

高圧原子炉代替注水系タービン入口圧力 

高圧原子炉代替注水系タービン排気圧力 

高圧原子炉代替注水ポンプ入口圧力 

  



 

1.2－52 

監視計器一覧(３／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の原子炉圧力容器への注水 

ａ．現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＣＩＣによる原子炉注水」 

 

原子力災害対策手順書 

「原子炉隔離時冷却系排水処理」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（可搬型計測器） 

原子炉水位（狭帯域） 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（可搬型計測器） 

原子炉水位（狭帯域） 

補機監視機能 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力（可搬型計測器） 

原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧力 

可搬型回転計 

  



 

1.2－53 

監視計器一覧(４／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制 

ａ．制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

事故時操作要領書(徴候ベース) 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＲＤによる原子炉注水」 

判
断
基
準 

 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

補機監視機能 原子炉補機冷却系常用流量 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 制御棒駆動水圧系系統流量 

補機監視機能 制御棒駆動水圧系充てん水ヘッダ圧力 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 
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監視計器一覧(５／７) 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.3 重大事故等の進展抑制時の対応手順 

(1) 重大事故等の進展抑制 

ｂ．ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注水 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＬＣによる原子炉注水」 

判
断
基
準 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

水源の確保 

復水貯蔵タンク水位 

ろ過水タンク水位 

純水タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 ほう酸水貯蔵タンク液位 

補機監視機能 
ほう酸水注入ポンプ出口圧力 

復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 
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監視計器一覧(６／７) 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.4 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

補機監視機能 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン排気圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン回転速度 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 
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監視計器一覧(７／７) 

対応手順 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.2.2.4 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(2) 高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

判
断
基
準 

電源 ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

補機監視機能 高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 
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第1.2－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.2】 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原

子炉を冷却するための手順等 

原子炉隔離時冷却系弁 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

所内常設蓄電式直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

 

230V 系（ＲＣＩＣ） 

高圧原子炉代替注水系弁 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

 

ＳＡ用 115V 系 

ほう酸水注入ポンプ・弁 

常設代替交流電源設備 

 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

中央制御室監視計器類 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

計装Ｃ／Ｃ Ｃ系 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開して

いる。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあることを

示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」

を確認することとする。 

  

第1.2－1図 機能喪失原因対策分析（補足） 
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第1.2－2図 ＥＯＰ 原子炉制御「水位確保」における対応フロー 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

第1.2－3図 ＥＯＰ 不測事態「水位回復」における対応フロー 
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 (1) フロントライン系故障時の対応手順の選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) サポート系故障時の対応手順の選択 

 

 

 

 

  

第1.2－18図 重大事故等時の対応手段選択 フローチャート（１／２） 
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(3) 重大事故等の進展抑制時の対応手順の選択 

 

 

第1.2－18図 重大事故等時の対応手段選択 フローチャート（２／２） 



1.3－1 

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.3.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 代替減圧 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

(b) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

(c) 逃がし安全弁が作動可能な環境条件 

(d) 復旧 

(e) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｃ．原子炉格納容器破損を防止するための対応手段及び設備 

(a) 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱

の防止 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｄ．インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手段及び設備 

(a) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｅ．手順等 

1.3.2 重大事故等時の手順 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 代替減圧 

ａ．手動操作による減圧 



1.3－2 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

ａ．可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 

ｂ．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開放 

ｃ．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全弁（自

動減圧機能付き）開放 

ｄ．逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁（自動減圧

機能なし）開放 

(2) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

ａ．逃がし安全弁窒素ガス供給系による逃がし安全弁駆動源確保 

(3) 逃がし安全弁窒素ガス供給系による背圧対策 

(4) 復旧 

ａ．代替直流電源設備による復旧 

ｂ．代替交流電源設備による復旧 

(5) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.3.2.3 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱を

防止する手順 

1.3.2.4 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手順 

(1) ＥＯＰ「二次格納施設制御」 

1.3.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

 

  



1.3－3 

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の

状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損

を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な

手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示され

ていること。 

【解釈】 

1 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時において、減圧用の弁（逃がし安全弁（BWR

の場合）又は、主蒸気逃がし弁及び加圧器逃がし弁（PWRの場合））

を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、

手順等が整備されていること。 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子

炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう可搬型コンプレッ

サー又は窒素ボンベを整備すること。 

ｃ）減圧用の弁が作動可能な環境条件を明確にすること。 

（２）復旧 

ａ）常設直流電源喪失時においても、減圧用の弁を作動させ原子炉冷

却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、代替電源による復旧

手順等が整備されていること。 

（３）蒸気発生器伝熱管破損（SGTR） 
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ａ）SGTR発生時において、破損した蒸気発生器を隔離すること。隔離

できない場合、加圧器逃がし弁を作動させること等により原子炉冷

却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等が整備されて

いること。（PWRの場合） 

（４）インターフェイスシステムLOCA（ISLOCA） 

ａ）ISLOCA発生時において、原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷箇所

を隔離すること。隔離できない場合、原子炉を減圧し、原子炉冷却

材の漏えいを抑制するために、逃がし安全弁（BWRの場合）又は主蒸

気逃がし弁及び加圧器逃がし弁（PWRの場合）を作動させること等に

より原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行えるよう、手順等

が整備されていること。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計基準事故対処

設備が有する発電用原子炉の減圧機能は，逃がし安全弁（自動減圧機能付

き）による自動減圧機能（以下「自動減圧系」という。）である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する対処設

備を整備しており，ここでは，これらの対処設備を活用した手順等につい

て説明する。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，原子炉冷却材圧力バウン

ダリの損傷箇所を隔離することで原子炉冷却材の漏えいを抑制する。なお，

損傷箇所の隔離ができない場合は，逃がし安全弁による減圧で原子炉冷却

材の漏えいを抑制することとしており，これらの手順等について説明する。 
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1.3.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリが高

圧の状態にある場合は，発電用原子炉の減圧が必要である。発電用原子

炉の減圧をするための設計基準事故対処設備として，自動減圧系を設置

している。 

この設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するた

めに，設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以

下「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる

対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第 1.3－1 図）。 

また，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容

器の破損の防止及びインターフェイスシステムＬＯＣＡの対応手段と重

大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段

と自主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやす

べてのプラント状況において使用することは困難

であるが，プラント状況によっては，事故対応に

有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，「技術的能力審査基準」（以下「審

査基準」という。）だけでなく，「設置許可基準規則」第四十六条及び「技

術基準規則」第六十一条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足

する設備が網羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との

関係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，自動減

圧系の故障を想定する。また，サポート系故障として，全交流動力電源

喪失又は直流電源（常設直流電源若しくは常設直流電源系統）喪失を想
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定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応

手段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，そ

の対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重

大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第

1.3－1 表に整理する。 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 代替減圧 

設計基準事故対処設備である自動減圧系の故障により発電用原子

炉の減圧ができない場合は，減圧の自動化又は中央制御室からの手

動操作により発電用原子炉を減圧する手段がある。 

ⅰ 減圧の自動化 

原子炉水位低（レベル１）到達 10 分後及び低圧炉心スプレイ・

ポンプ又は残留熱除去ポンプ運転（低圧注水モード）の場合に，

代替自動減圧機能により発電用原子炉を自動で減圧する。 

なお，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた

めの手順等」におけるＥＯＰ「反応度制御」対応操作中は，発電

用原子炉の自動減圧による原子炉圧力容器への冷水注水量の増加

に伴う原子炉出力の急上昇を防止するため，以下に記す「自動減

圧起動阻止スイッチ」及び「代替自動減圧起動阻止スイッチ」に

より自動減圧系及び代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）

による自動減圧を阻止する。 

代替自動減圧機能による減圧の自動化で使用する設備は以下の

とおり。 

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

・自動減圧起動阻止スイッチ 

・代替自動減圧起動阻止スイッチ 
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・逃がし安全弁（自動減圧機能付き※２Ｂ,Ｍの２個） 

・主蒸気系 配管・クエンチャ 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

・非常用交流電源設備 

※２：12 個の逃がし安全弁はすべて逃がし弁機能を有している。

そのうち６個が自動減圧機能を有している。 

ⅱ 手動操作による減圧 

中央制御室からの手動操作により逃がし弁機能用電磁弁を作動

させ，アキュムレータに蓄圧された窒素ガスを逃がし安全弁に供

給することにより逃がし安全弁を開放し，発電用原子炉を減圧す

る。 

また，主蒸気隔離弁が全開状態であり，かつ常用電源が健全で，

復水器の真空状態が維持できていれば，中央制御室からの手動操

作によりタービン・バイパス弁を開操作し，発電用原子炉を減圧

する。 

逃がし安全弁の手動操作による減圧で使用する設備は以下のと

おり。 

・逃がし安全弁 

・主蒸気系 配管・クエンチャ 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

また，上記所内常設蓄電式直流電源設備への継続的な給電で使

用する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

タービン・バイパス弁の手動操作による減圧で使用する設備は
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以下のとおり。 

・タービン・バイパス弁 

・タービン制御系 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

代替減圧で使用する設備のうち，代替自動減圧ロジック（代替自

動減圧機能），逃がし安全弁，主蒸気系配管・クエンチャ，逃がし安

全弁逃がし弁機能用アキュムレータ，自動減圧起動阻止スイッチ，

代替自動減圧起動阻止スイッチ，所内常設蓄電式直流電源設備，常

設代替直流電源設備，可搬型直流電源設備，常設代替交流電源設備

及び可搬型代替交流電源設備は，重大事故等対処設備として位置付

ける。 

また，非常用交流電源設備は重大事故等対処設備（設計基準拡張）

として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審

査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備である

自動減圧系が故障した場合においても，発電用原子炉を減圧するこ

とができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由

を示す。 

・タービン・バイパス弁，タービン制御系 

炉心損傷前において，主蒸気隔離弁が全開状態であり，かつ常用

電源が健全で，復水器の真空状態が維持できていれば，逃がし安全

弁の代替手段として有効である。 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の作動に必要な直流電
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源が喪失し，発電用原子炉の減圧ができない場合は，可搬型直流電

源設備，主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）又は主蒸気逃が

し安全弁用蓄電池（原子炉建物）により逃がし安全弁の機能を回復

させて発電用原子炉を減圧する手段がある。 

また，逃がし安全弁の作動に必要な直流電源が確保できない場合

においても，逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備により逃がし安全

弁を作動させ発電用原子炉を減圧する手段がある。 

ⅰ 可搬型直流電源設備による逃がし安全弁機能回復 

可搬型直流電源設備により逃がし安全弁の作動に必要な直流電

源を確保し，逃がし安全弁の機能を回復させて発電用原子炉を減

圧する。なお，可搬型直流電源設備による直流電源の供給準備が

整うまでの期間は，常設代替直流電源設備にて逃がし安全弁の作

動に必要な直流電源を確保し，逃がし安全弁の機能を回復させて

発電用原子炉を減圧する。 

可搬型直流電源設備による逃がし安全弁機能回復で使用する設

備は以下のとおり。 

・可搬型直流電源設備 

・ＳＲＶ用電源切替盤 

・常設代替直流電源設備 

・逃がし安全弁 

・主蒸気系 配管・クエンチャ 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

ⅱ 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁

機能回復 

逃がし安全弁の作動回路に，主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補

助盤室）を接続し，逃がし安全弁の機能を回復させて発電用原子

炉を減圧する。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁
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機能回復で使用する設備は以下のとおり。 

・主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

・逃がし安全弁 

・主蒸気系 配管・クエンチャ 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

ⅲ 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全

弁機能回復 

逃がし安全弁の作動回路に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子

炉建物）を原子炉建物原子炉棟にて接続し，逃がし安全弁（自動

減圧機能付き）の機能を回復させて発電用原子炉を減圧する。 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による減圧で使用

する設備は以下のとおり。 

・主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物） 

・逃がし安全弁（自動減圧機能付きＢ，Ｍの２個） 

・主蒸気系 配管・クエンチャ 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

ⅳ 逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による減圧 

逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備により逃がし安全弁（自動

減圧機能なし）の電磁弁排気ポートへ窒素ガスを供給し，逃がし

安全弁（自動減圧機能なし）を開放して発電用原子炉を減圧する。 

逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による減圧に使用する設備

は以下のとおり。 

・逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備 

・逃がし安全弁（自動減圧機能なし※３Ａ，Ｊの２個） 

・主蒸気系 配管・クエンチャ 

※３：12 個の逃がし安全弁はすべて逃がし弁機能を有している。

そのうち自動減圧機能を有していない２個の逃がし安全弁

を逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備に用いる。 
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(b) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

逃がし安全弁の作動に必要な逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュ

ムレータ及び逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータの供給圧

力が喪失した場合は，逃がし安全弁窒素ガス供給系により逃がし安

全弁の駆動源を確保し，逃がし安全弁の機能を回復させて発電用原

子炉を減圧する手段がある。 

ⅰ 逃がし安全弁窒素ガス供給系による窒素ガス確保 

逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスの供給源が窒素ガス制御

系から逃がし安全弁窒素ガス供給系に自動で切り替わることで窒

素ガスを確保し，発電用原子炉を減圧する。また，逃がし安全弁

の駆動源が逃がし安全弁窒素ガス供給系から供給されている期間

において，逃がし安全弁の作動に伴い窒素ガスの圧力が低下した

場合は，待機側の逃がし安全弁用窒素ガスボンベに切り替えるこ

とで窒素ガスを確保し，発電用原子炉を減圧する。 

逃がし安全弁窒素ガス供給系による窒素ガス確保で使用する設

備は以下のとおり。 

・逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

・逃がし安全弁窒素ガス供給系 配管・弁 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

また，上記所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替直流電源

設備への継続的な給電で使用する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

(c) 逃がし安全弁が作動可能な環境条件 

想定される重大事故等時の環境条件においても確実に逃がし安全
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弁を作動させることができるように，逃がし安全弁の作動に必要な

窒素ガス供給圧力を調整可能な設計としている。 

ⅰ 逃がし安全弁の背圧対策 

想定される重大事故等時の環境条件を考慮して，原子炉格納容

器内の圧力が設計圧力の２倍の状態（853kPa[gage]）となった場

合においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，

供給圧力を調整する。 

逃がし安全弁の背圧対策として，窒素ガスの供給圧力を調整す

るために使用する設備は以下のとおり。 

・逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

・逃がし安全弁窒素ガス供給系 配管・弁 

(d) 復旧 

全交流動力電源喪失又は常設直流電源喪失により逃がし安全弁の

減圧機能が喪失した場合は，代替電源により逃がし安全弁の機能を

復旧させて発電用原子炉を減圧する手段がある。 

ⅰ 代替直流電源設備による復旧 

代替直流電源設備（可搬型直流電源設備又は直流給電車）によ

り逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保して逃がし安全弁

の機能を復旧する。 

代替直流電源設備による復旧で使用する設備は以下のとおり。 

・可搬型直流電源設備 

・直流給電車 

ⅱ 代替交流電源設備による復旧 

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備により充電

器を受電し，逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保して逃

がし安全弁の機能を復旧する。 

代替交流電源設備による復旧で使用する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 
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・代替所内電気設備 

・可搬型代替交流電源設備 

(e) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

常設直流電源系統喪失時の減圧で使用する設備のうち，可搬型直

流電源設備，ＳＲＶ用電源切替盤，常設代替直流電源設備，逃がし

安全弁，主蒸気系配管・クエンチャ，逃がし安全弁逃がし弁機能用

アキュムレータ及び主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）は重

大事故等対処設備として位置付ける。 

逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧で使用する設

備のうち，逃がし安全弁用窒素ガスボンベ，逃がし安全弁窒素ガス

供給系配管・弁，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ，常

設代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，可搬型代替交

流電源設備，常設代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備は重大

事故等対処設備として位置付ける。 

逃がし安全弁が作動可能な環境条件で使用する設備のうち，逃が

し安全弁用窒素ガスボンベ及び逃がし安全弁窒素ガス供給系配管・

弁は重大事故等対処設備として位置付ける。 

復旧で使用する設備のうち，可搬型直流電源設備，常設代替交流

電源設備，代替所内電気設備及び可搬型代替交流電源設備は重大事

故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審

査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源喪失又は直流

電源喪失が発生した場合においても，発電用原子炉を減圧すること

ができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由

を示す。 
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・主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物） 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池の補助盤室からの電源供給が不可

能となった場合において，事象の進展によってはアクセス困難と

なる可能性があるが，代替電源として有効である。 

・逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備 

中央制御室から逃がし安全弁の遠隔操作が不可能となった場合

には，他の窒素ガス供給設備と独立した系統である逃がし安全弁

窒素ガス代替供給設備を使用することができ，使用する際の現場

作業（系統側への短管接続作業）に時間を要するものの，逃がし

安全弁を作動させる手段として有効である。 

・直流給電車 

全交流動力電源喪失時には代替交流電源設備による給電を優先

して実施しているため，高圧発電機車は配備されており，可搬型

直流電源設備としては，電路構成等により対応することが可能で

ある。その状態に追加して直流給電車２台（直流給電車115V及び

直流給電車230V）の配備が必要となり時間を要するが，重大事故

等の対処に必要となる直流電源を確保するための手段として有効

である。 

ｃ．原子炉格納容器破損を防止するための対応手段及び設備 

(a) 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の

防止 

炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態である場

合において，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による原子

炉格納容器の破損を防止するため，逃がし安全弁の手動操作により

発電用原子炉を減圧する手段がある。 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の防止で使用する設備

は以下のとおり。 

・逃がし安全弁 
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・主蒸気系 配管・クエンチャ 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

・可搬型直流電源設備 

また，上記所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替直流電源設

備への継続的な給電で使用する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉格納容器の破損の防止で使用する設備のうち，逃がし安全

弁，主蒸気系配管・クエンチャ，逃がし安全弁逃がし弁機能用アキ

ュムレータ，常設代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，

可搬型代替交流電源設備，常設代替直流電源設備及び可搬型直流電

源設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

以上の重大事故等対処設備により，炉心損傷時に原子炉冷却材圧

力バウンダリが高圧の状態である場合においても，発電用原子炉を

減圧することで，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による

原子炉格納容器の破損を防止することができる。 

ｄ．インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手段及び設備 

(a) インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時に，漏えい箇所の隔離

操作を実施するものの隔離できない場合，原子炉冷却材が原子炉格

納容器外へ漏えいする。原子炉格納容器外への漏えいを抑制するた

め，逃がし安全弁及びタービン・バイパス弁により発電用原子炉を

減圧するとともに，弁の隔離操作により原子炉冷却材の漏えい箇所

を隔離する手段がある。 

また，原子炉冷却材が原子炉格納容器外へ漏えいし原子炉建物原



1.3－16 

子炉棟内の圧力が上昇した場合において，原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネルが開放することで，原子炉建物原子炉棟内の圧力

及び温度の上昇を抑制し，環境を改善する手段がある。 

なお，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは開放設定圧力

に到達した時点で自動的に開放する設備であり，運転員による開放

操作は必要としない。 

原子炉冷却材の漏えい箇所の隔離に使用する設備は，系統に原子

炉圧力が負荷される状態での電動弁の開閉試験を実施する場合に，

系統の低圧設計部分が過圧される可能性がある系統の隔離弁を選定

している。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時における発電用原子炉

の減圧で使用する設備は以下のとおり。 

・逃がし安全弁 

・主蒸気系 配管・クエンチャ 

・逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

・タービン・バイパス弁 

・タービン制御系 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時における原子炉冷却材

の漏えい箇所の隔離で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系注水弁 

・低圧炉心スプレイ系注水弁 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時における原子炉建物原

子炉棟内の圧力及び温度の上昇抑制並びに環境改善で使用する設備

は以下のとおり。 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時における発電用原子炉

の減圧で使用する設備のうち，逃がし安全弁，主蒸気系配管・クエ
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ンチャ及び逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータを重大事故

等対処設備として位置付ける。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時における原子炉冷却材

の漏えい箇所の隔離で使用する残留熱除去系注水弁及び低圧炉心ス

プレイ系注水弁は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置

付ける。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時における原子炉建物原

子炉棟内の圧力及び温度の上昇抑制並びに環境改善で使用する原子

炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは重大事故等対処設備として

位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設

備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，インターフェイスシステムＬ

ＯＣＡが発生した場合においても，発電用原子炉を減圧することで，

原子炉冷却材の原子炉格納容器外への漏えいを抑制することができ

る。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由

を示す。 

・タービン・バイパス弁，タービン制御系 

主蒸気隔離弁が全開状態であり，かつ常用電源が健全で，復水

器の真空状態が維持できていれば，発電用原子炉を減圧する手段

として有効である。 

ｅ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備」，「ｂ．サ

ポート系故障時の対応手段及び設備」，「ｃ．原子炉格納容器破損を防

止するための対応手段及び設備」及び「ｄ．インターフェイスシステ

ムＬＯＣＡ発生時の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係
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る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操

作要領書（徴候ベース）（以下「ＥＯＰ」という。），事故時操作要領書

（シビアアクシデント）（以下「ＳＯＰ」という。），ＡＭ設備別操作要

領書及び原子力災害対策手順書に定める。（第 1.3－1 表） 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる

設備についても整理する。（第 1.3－2 表，第 1.3－3 表） 
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1.3.2 重大事故等時の手順 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 代替減圧 

ａ．手動操作による減圧 

発電用原子炉の冷温停止への移行又は低圧で原子炉注水が可能な系

統を使用した注水への移行を目的として，逃がし安全弁又はタービ

ン・バイパス弁を使用した中央制御室からの手動操作による発電用原

子炉の減圧を行う。 

また，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納

容器の破損防止を目的として，逃がし安全弁を使用した中央制御室か

らの手動操作による発電用原子炉の減圧を行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

ⅰ 発電用原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場合 

・復水器が使用可能であり，タービン・バイパス弁の開操作が

可能な場合 

・復水器が使用不可能であるが，逃がし安全弁の開操作が可能

な場合 

ⅱ 急速減圧の場合 

［低圧注水手段がある場合］ 

・低圧で原子炉注水が可能な系統又は低圧代替注水系のうち１

系統以上の起動※１により原子炉圧力容器への注水手段が確

保され，逃がし安全弁の開操作が可能な場合 

・逃がし安全弁が使用できない場合は，復水器が使用可能で，

タービン・バイパス弁の開操作が可能な場合 

［注水手段がない場合］ 

・原子炉圧力容器内の水位が規定水位（燃料棒有効長底部より

燃料棒有効長の 20％上の位置）に到達した場合 
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ⅲ 炉心損傷後の減圧の場合 

［低圧注水手段がある場合］ 

・高圧注水系は使用できないが，低圧注水系統１系統※２以上が

使用可能である場合で，逃がし安全弁の開操作が可能な場合 

［注水手段がない場合］ 

・原子炉圧力容器への注水手段が確保できず，原子炉圧力容器

内の水位が規定水位（燃料棒有効長底部より燃料棒有効長の

20％上の位置）に到達した場合で，逃がし安全弁の開操作が

可能な場合 

※１：「低圧で原子炉注水が可能な系統又は低圧代替注水系のう 

ち１系統以上の起動」とは，原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時での注水が可能な系統である高圧炉心スプレイ系，

低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード）及

び復水・給水系のうち１系統以上起動すること，また，そ

れができない場合は低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸

送系，消火系及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）のうち

１系統以上起動することをいう。 

※２：「低圧注水系統１系統」とは，低圧炉心スプレイ系，残留熱

除去系（低圧注水モード），低圧原子炉代替注水系（常設），

復水輸送系，消火系又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）

のいずれか１系統をいう。 

(b) 操作手順 

逃がし安全弁又はタービン・バイパス弁を使用した手動操作によ

る減圧手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.3－2

図，第 1.3－3 図，第 1.3－4 図及び第 1.3－5 図に示す。 

［タービン・バイパス弁による減圧］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員

にタービン・バイパス弁を手動で開操作し，発電用原子炉を減
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圧するよう指示する。 

②ａ判断基準ⅰ：発電用原子炉を冷温停止に移行するために減圧

する場合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉冷却材温度変化率が55℃/hを超

えないようにタービン・バイパス弁を手動で開閉操作し，発電

用原子炉を減圧する。 

②ｂ判断基準ⅱ：急速減圧の場合 

中央制御室運転員Ａは，タービン・バイパス弁を手動で開操作

し，発電用原子炉の急速減圧を行う。 

［逃がし安全弁による減圧］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員

に逃がし安全弁を手動で開操作し，発電用原子炉を減圧するよ

う指示する。 

②ａ判断基準ⅰ：発電用原子炉を冷温停止に移行するために減圧

する場合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉冷却材温度変化率が55℃/hを超

えないように逃がし安全弁を手動で開閉操作し，発電用原子炉

を減圧する。 

②ｂ判断基準ⅱ：急速減圧の場合 

中央制御室運転員Ａは，逃がし安全弁（自動減圧機能付き）６

個を手動で開操作し，発電用原子炉の急速減圧を行う。 

逃がし安全弁（自動減圧機能付き）を６個開放できない場合は，

自動減圧機能を有する逃がし安全弁とそれ以外の逃がし安全弁

を合わせて６個開放する。 

②ｃ判断基準ⅲ：炉心損傷後の減圧の場合 

中央制御室運転員Ａは，逃がし安全弁（自動減圧機能付き）２

個を手動で開操作し，発電用原子炉を減圧する。 

逃がし安全弁（自動減圧機能付き）２個を手動で開放できない
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場合は，逃がし安全弁（逃がし弁機能）を手動で開操作し，発

電用原子炉を減圧する。 

③中央制御室運転員Ａは，サプレッション・プール水の温度上昇

防止のため，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モ

ード）によるサプレッション・プール水の除熱を行う。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから手動操作による減圧を開始するまでの想定

時間は下記のとおり。 

・タービン・バイパス弁による減圧：10 分以内 

・逃がし安全弁による減圧：10 分以内 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択

フローチャートを第 1.3－22 図に示す。 

自動減圧系機能喪失により逃がし安全弁が作動しない場合，低圧で原

子炉注水が可能な系統又は低圧代替注水系による原子炉圧力容器への注

水準備が完了し，復水器が使用可能であればタービン・バイパス弁によ

り発電用原子炉を減圧する。復水器が使用不可能であれば逃がし安全弁

により発電用原子炉を減圧する。また，原子炉水位低（レベル１）到達

10 分後並びに低圧炉心スプレイ・ポンプ運転又は原子炉水位低（レベル

１）到達 10 分後並びに残留熱除去ポンプ運転（低圧注水モード）の場合

は代替自動減圧機能が自動で作動し発電用原子炉を減圧する。 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

ａ．可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場

合，可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V

系充電器により逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保し，逃が
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し安全弁を開放して，発電用原子炉を減圧する。なお，可搬型直流電

源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V 系充電器による

直流電源の供給準備が整うまでの期間は，常設代替直流電源設備とし

て使用するＳＡ用 115V 系蓄電池にて逃がし安全弁の作動に必要な直

流電源を確保し，逃がし安全弁を開放して発電用原子炉を減圧する。 

発電用原子炉の減圧状況の確認については，補助盤室の計器にて確

認が可能である。 

(a) 手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁を中央制御室から遠隔

操作できない状態又は全交流動力電源喪失時に，原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧する際に直流電源の切替が必要な状態において，

以下の条件がすべて成立した場合。 

・炉心損傷前の発電用原子炉の減圧は，低圧で原子炉注水が可能

な系統又は低圧代替注水系のうち１系統以上の起動※１により

原子炉圧力容器への注水手段が確保されている場合。炉心損傷

後の発電用原子炉の減圧は，高圧注水系が使用できない場合で，

低圧注水系統１系統※２以上が使用可能である場合，又は原子炉

圧力容器内の水位が規定水位（燃料棒有効長底部より燃料棒有

効長の 20％上の位置）に到達した場合。 

・逃がし安全弁作動用の窒素ガスが確保されている場合。 

・逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を常設代替直流電源設備

から給電可能な場合。 

※１：「低圧で原子炉注水が可能な系統又は低圧代替注水系のうち 

１系統以上の起動」とは，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時での注水が可能な系統である高圧炉心スプレイ系，低圧炉

心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード）及び復水・

給水系のうち１系統以上起動すること，また，それができな

い場合は低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送系，消火系
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及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）のうち１系統以上起動

することをいう。 

※２：「低圧注水系統１系統」とは，低圧炉心スプレイ系，残留熱除

去系（低圧注水モード），低圧原子炉代替注水系（常設），復

水輸送系，消火系又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）のい

ずれか１系統をいう。 

(b) 操作手順 

可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放手順の概要は以下の

とおり。手順の対応フローを第 1.3－3 図及び第 1.3－6 図に，概要

図を第 1.3－7 図に，タイムチャートを第 1.3－8 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に可搬型直

流電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V 系充

電器による逃がし安全弁開放の準備開始を指示する。 

[可搬型直流電源設備による復旧] 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に可

搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用115V

系充電器による直流電源の復旧を依頼する。なお，可搬型直流

電源設備に関する操作は「1.14 電源の確保に関する手順等」

にて整理する。 

[常設代替直流電源設備による復旧] 

③当直副長は，可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車

及びＳＡ用 115V 系充電器による直流電源の復旧が完了するま

での間，逃がし安全弁により発電用原子炉を減圧するため，運

転員に常設代替直流電源設備として使用するＳＡ用 115V 系蓄

電池による逃がし安全弁開放の準備開始を指示する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，補助盤室の原子炉プロセス計測盤に，

原子炉圧力（可搬型計測器）を接続し，原子炉圧力容器内の圧

力を確認する。 
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⑤現場運転員Ｂ及びＣは，補助盤室のＳＲＶ用電源切替盤で，逃

がし安全弁の制御回路電源を所内常設蓄電式直流電源設備とし

て使用するＢ－115V 系蓄電池から常設代替直流電源設備とし

て使用するＳＡ用 115V 系蓄電池への切替えを実施し，当直副長

に常設代替直流電源設備として使用するＳＡ用 115V 系蓄電池

による逃がし安全弁開放の準備完了を報告する。 

⑥当直副長は，中央制御室運転員に常設代替直流電源設備として

使用するＳＡ用 115V 系蓄電池による逃がし安全弁の開放を指

示する。 

⑦当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合は現場運

転員に，発電用原子炉の減圧状況の確認を指示する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，逃がし安全弁を手動で開操作し，発電

用原子炉の減圧を開始する。 

⑨現場運転員Ｂ及びＣは，発電用原子炉の減圧が開始されたこと

を補助盤室の原子炉プロセス計測盤に接続した原子炉圧力（可

搬型計測器）指示値の低下により確認し，当直副長に報告する

とともに，原子炉圧力容器内の圧力が逃がし安全弁による減圧

完了圧力となるまで継続監視する。 

⑩現場運転員Ｂ及びＣは，原子炉圧力容器内の圧力が逃がし安全

弁による減圧完了圧力となったことを確認し，当直副長へ発電

用原子炉の減圧が完了したことを報告する。 

なお，可搬型直流電源設備から電源供給が開始されると，負荷へ

の給電がＳＡ用 115V 系蓄電池からＳＡ用 115V 系充電器による給電

へ操作無く自動で切り替わることから，可搬型直流電源設備からの

受電操作については不要である。 

(c) 操作の成立性 

[常設代替直流電源設備による復旧] 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて作業
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を実施した場合，作業開始を判断してから常設代替直流電源設備に

よる逃がし安全弁開放まで 40 分以内で可能である。 

[可搬型直流電源設備による復旧] 

可搬型直流電源設備に関する操作の成立性は「1.14 電源の確保

に関する手順等」にて整理する。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，

使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同

程度である。 

ｂ．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開放 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場

合，補助盤室にて逃がし安全弁の作動回路に主蒸気逃がし安全弁用蓄

電池を接続し，逃がし安全弁を開放して発電用原子炉を減圧する。 

発電用原子炉の減圧状況の確認については，補助盤室の計器にて確

認が可能である。 

(a) 手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁を中央制御室から遠隔

操作できない状態において，常設代替直流電源設備が使用できない

場合で，以下の条件がすべて成立した場合。 

・炉心損傷前の発電用原子炉の減圧は，低圧で原子炉注水が可能

な系統又は低圧代替注水系のうち１系統以上の起動※１により

原子炉圧力容器への注水手段が確保されている場合。炉心損傷

後の発電用原子炉の減圧は，高圧注水系が使用できない場合で，

低圧注水系統１系統※２以上が使用可能である場合，又は原子炉

圧力容器内の水位が規定水位（燃料棒有効長底部より燃料棒有

効長の 20％上の位置）に到達した場合。 

・逃がし安全弁作動用窒素ガスが確保されている場合。 

※１：「低圧で原子炉注水が可能な系統又は低圧代替注水系のうち 
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１系統以上の起動」とは，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時での注水が可能な系統である高圧炉心スプレイ系，低圧炉

心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード）及び復水・

給水系のうち１系統以上起動すること，また，それができな

い場合は低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送系，消火系

及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）のうち１系統以上起動

することをいう。 

※２：「低圧注水系統１系統」とは，低圧炉心スプレイ系，残留熱除

去系（低圧注水モード），低圧原子炉代替注水系（常設），復

水輸送系，消火系又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）のい

ずれか１系統をいう。 

(b) 操作手順 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開

放手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.3－3 図及び

第 1.3－6 図に，概要図を第 1.3－9 図に，タイムチャートを第 1.3

－10 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，

緊急時対策本部に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）に

よる逃がし安全弁開放の準備を依頼し，運転員に主蒸気逃がし

安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開放の準備開

始を指示する。 

②緊急時対策本部は，当直長からの依頼に基づき，緊急時対策要

員に補助盤室にて逃がし安全弁用蓄電池を接続することによる

原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧の準備作業を指示する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，補助盤室の原子炉プロセス計測盤に，

原子炉圧力（可搬型計測器）を接続し，原子炉圧力容器内の圧

力を確認する。 

④緊急時対策要員は，Ａ，Ｂ－自動減圧継電器盤の逃がし安全弁
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作動回路に，主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）及び仮

設ケーブルを接続し，当直副長に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池

（補助盤室）による逃がし安全弁開放の準備完了を報告する。 

⑤当直副長は，中央制御室運転員に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池

（補助盤室）による逃がし安全弁の開放を指示する。 

⑥当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合は現場運

転員に，発電用原子炉の減圧状況の確認を指示する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，手動により逃がし安全弁を開放し，発

電用原子炉の減圧を開始する。 

⑧現場運転員Ｂ及びＣは，発電用原子炉の減圧が開始されたこと

を補助盤室の原子炉プロセス計測盤に接続した原子炉圧力（可

搬型計測器）指示値の低下により確認し，当直副長に報告する

とともに，原子炉圧力容器内の圧力が逃がし安全弁による減圧

完了圧力となるまで継続監視する。 

⑨現場運転員Ｂ及びＣは，原子炉圧力容器内の圧力が逃がし安全

弁による減圧完了圧力となったことを確認し，当直副長に発電

用原子炉の減圧が完了したことを報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時

対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから主

蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開まで

１時間 20 分以内で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，

使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同

程度である。 

ｃ．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全弁（自

動減圧機能付き）開放 
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常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場

合，ＡＤＳ仮設電源接続中継端子箱にて逃がし安全弁（自動減圧機能

付き）の作動回路に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）を接

続し，逃がし安全弁を開放して発電用原子炉を減圧する。 

発電用原子炉の減圧状況の確認については，補助盤室の計器にて確

認が可能である。 

(a) 手順着手の判断基準 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁を中央制御室から遠隔

操作できない状態において，主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤

室）が使用できない場合で，以下の条件がすべて成立した場合。 

・炉心損傷前の発電用原子炉の減圧は，低圧で原子炉注水が可能

な系統又は低圧代替注水系のうち１系統以上の起動※１により

原子炉圧力容器への注水手段が確保されている場合。炉心損傷

後の発電用原子炉の減圧は，高圧注水系が使用できない場合で，

低圧注水系統１系統※２以上が使用可能である場合，又は原子炉

圧力容器内の水位が規定水位（燃料棒有効長底部より燃料棒有

効長の 20％上の位置）に到達した場合。 

・逃がし安全弁（自動減圧機能付き）作動用窒素ガスが確保され

ている場合。 

※１：「低圧で原子炉注水が可能な系統又は低圧代替注水系のうち 

１系統以上の起動」とは，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時での注水が可能な系統である高圧炉心スプレイ系，低圧炉

心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード）及び復水・

給水系のうち１系統以上起動すること，また，それができな

い場合は低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送系，消火系

及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）のうち１系統以上起動

することをいう。 

※２：「低圧注水系統１系統」とは，低圧炉心スプレイ系，残留熱除
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去系（低圧注水モード），低圧原子炉代替注水系（常設），復

水輸送系，消火系又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）のい

ずれか１系統をいう。 

(b) 操作手順 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全弁

（自動減圧機能付き）開放手順は以下のとおり。手順の対応フロー

を第 1.3－3 図及び第 1.3－6 図に，概要図を第 1.3－11 図に，タイ

ムチャートを第 1.3－12 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，

緊急時対策本部に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）

による逃がし安全弁開放の準備を依頼し，運転員に主蒸気逃が

し安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全弁開放の準

備開始を指示する。 

②緊急時対策本部は，当直長からの依頼に基づき，緊急時対策要

員に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし

安全弁開放（自動減圧機能付き）を指示する。 

③現場運転員Ａ及びＢは，補助盤室の原子炉プロセス計測盤に，

原子炉圧力（可搬型計測器）を接続し，原子炉圧力容器内の圧

力を確認する。 

④緊急時対策要員は，原子炉建物原子炉棟２階東側ペネトレーシ

ョン室外（Ｂ系の場合は，西側ペネトレーション室）にて，主

蒸気逃がし安全弁用蓄電池をＡＤＳ仮設電源接続中継端子箱に

接続する。 

⑤当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合は現場運

転員に，発電用原子炉の減圧状況の確認を指示する。 

⑥緊急時対策要員は，原子炉建物原子炉棟２階通路にて，主蒸気

逃がし安全弁用蓄電池の負荷の投入操作により，逃がし安全弁

（自動減圧機能付き）を開放し，発電用原子炉の減圧を開始す
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る。 

⑦現場運転員Ａ及びＢは，発電用原子炉の減圧が開始されたこと

を補助盤室の原子炉プロセス計測盤に接続した原子炉圧力（可

搬型計測器）指示値の低下により確認し，当直副長に報告する

とともに，原子炉圧力容器内の圧力が逃がし安全弁による減圧

完了圧力となるまで継続監視する。 

⑧現場運転員Ａ及びＢは，原子炉圧力容器内の圧力が逃がし安全

弁による減圧完了圧力となったことを確認し，当直副長へ発電

用原子炉の減圧が完了したことを報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員２名及び緊急時対策要員２名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから主蒸気逃がし安全弁用蓄

電池（原子炉建物）による逃がし安全弁（自動減圧機能付き）開放

まで１時間 30 分以内で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業ができるよう，使

用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程

度である。 

ｄ．逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁（自動減圧

機能なし）開放 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場

合，逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備より逃がし安全弁（自動減圧

機能なしＡ及びＪ）の電磁弁排気ポートへ窒素ガスを供給し，逃がし

安全弁（自動減圧機能なしＡ及びＪ）を開放して発電用原子炉を減圧

する。 

発電用原子炉の減圧状況の確認については補助盤室の計器にて確認

が可能である。 

(a) 手順着手の判断基準 
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常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁を中央制御室から遠隔

操作できない状態において，以下の条件がすべて成立した場合。 

・低圧で原子炉注水が可能な系統又は低圧代替注水系のうち１系

統以上の起動※１により原子炉圧力容器への注水手段が確保さ

れている場合。 

・逃がし安全弁（自動減圧機能なし）作動用の窒素ガスが確保さ

れている場合。 

※１：「低圧で原子炉注水が可能な系統又は低圧代替注水系のうち 

１系統以上の起動」とは，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時での注水が可能な系統である高圧炉心スプレイ系，低圧炉

心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水モード）及び復水・

給水系のうち１系統以上起動すること，また，それができな

い場合は低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送系，消火系

及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）のうち１系統以上起動

することをいう。 

(b) 操作手順 

逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁（自動減

圧機能なし）開放手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを

第 1.3－3 図に，概要図を第 1.3－13 図に，タイムチャートを第 1.3

－14 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，

緊急時対策本部に逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃

がし安全弁（自動減圧機能なし）開放の準備を依頼し，運転員

に逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁（自

動減圧機能なし）開放の準備開始を指示する。 

②緊急時対策本部は，当直長からの依頼に基づき，緊急時対策要

員に逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁

（自動減圧機能なし）開放を指示する。 
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③現場運転員Ａ及びＢは，補助盤室の原子炉プロセス計測盤に，

原子炉圧力（可搬型計測器）を接続し，原子炉圧力容器内の圧

力を確認する。 

④緊急時対策要員は，原子炉建物付属棟２階Ｂ－非常用電気室に

て，逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備の配管へ短管を取付け

る。 

⑤当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力を確認する場合は現場運

転員に，発電用原子炉の減圧状況の確認を指示する。 

⑥緊急時対策要員は，ＳＲＶＤＳ窒素ガス代替供給弁を開操作し，

発電用原子炉の減圧を開始する。 

⑦現場運転員Ａ及びＢは，発電用原子炉の減圧が開始されたこと

を補助盤室の原子炉プロセス計測盤に接続した原子炉圧力（可

搬型計測器）指示値の低下により確認し，当直副長に報告する

とともに，原子炉圧力容器内の圧力が逃がし安全弁による減圧

完了圧力となるまで継続監視する。 

⑧現場運転員Ａ及びＢは，原子炉圧力容器内の圧力が逃がし安全

弁による減圧完了圧力となったことを確認し，当直副長に発電

用原子炉の減圧が完了したことを報告する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員２名及び緊急時対策要員２名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから逃がし安全弁窒素ガス代

替供給設備による逃がし安全弁（自動減圧機能なし）開放まで１時

間 10 分以内で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

(2) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

ａ．逃がし安全弁窒素ガス供給系による逃がし安全弁駆動源確保 

窒素ガス制御系からの窒素ガスの供給が喪失し，逃がし安全弁の作
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動に必要な窒素ガスの供給圧力が低下した場合，供給源が逃がし安全

弁用窒素ガス供給系に自動で切り替わることで逃がし安全弁の駆動源

を確保する。 

また，逃がし安全弁用窒素ガスボンベから供給している期間におい

て，逃がし安全弁用窒素ガスボンベ出口圧力が低下した場合，逃がし

安全弁用窒素ガスボンベ（待機側）へ切り替える。 

(a) 手順着手の判断基準 

［窒素ガス制御系から逃がし安全弁窒素ガス供給系への切替え］ 

ＡＤＳアキュムレータ入口圧力低警報が発生した場合。 

［逃がし安全弁用窒素ガスボンベの切替え］ 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベから逃がし安全弁作動用の窒素

ガスを供給している期間において，Ｎ２ガスボンベ圧力低警報が発

生した場合。 

(b) 操作手順 

逃がし安全弁窒素ガス供給系による逃がし安全弁駆動源確保手順

の概要は以下のとおり。概要図を第 1.3－15 図に，タイムチャート

を第 1.3－16 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に逃がし安

全弁窒素ガス供給系による逃がし安全弁駆動源確保の開始を指

示する。 

②中央制御室運転員Ａは，Ｎ２ガスボンベ出口弁が全開したこと

を確認する。併せて，ＡＤＳアキュムレータ入口圧力低警報が

消灯したことを確認し，当直副長へ報告する。 

③当直副長は，逃がし安全弁用窒素ガスボンベから逃がし安全弁

作動用の窒素ガスを供給している期間において，Ｎ２ガスボン

ベ圧力低警報が発生した場合，現場運転員に逃がし安全弁用窒

素ガスボンベ（待機側）への切替えを指示する。 

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に新
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たに逃がし安全弁用窒素ガスボンベの確保を依頼する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－ＡＤＳ窒素ガスボンベ（１Ａ－11

～15）出口弁（待機側）及びＡ－ＡＤＳ窒素ガスボンベ供給元

弁（待機側）を全開し，逃がし安全弁用窒素ガスボンベを使用

側から待機側へ切り替える。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，逃がし安全弁用窒素ガスボンベ切り替

え後，当直副長に逃がし安全弁用窒素ガスボンベによる逃がし

安全弁駆動源確保が完了したことを報告する。 

(c) 操作の成立性 

作業開始を判断してから逃がし安全弁窒素ガス供給系による逃が

し安全弁駆動源確保完了までの必要な要員及び想定時間は以下のと

おり。 

・窒素ガス制御系から逃がし安全弁窒素ガス供給系への切替え 

中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，５分以内で可

能である。 

・逃がし安全弁用窒素ガスボンベ（待機側）への切替えによる逃

がし安全弁駆動源確保 

中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて作業を実施した場

合は 25 分以内で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

(3) 逃がし安全弁窒素ガス供給系による背圧対策 

想定される重大事故等の環境条件を考慮して，原子炉格納容器内の圧

力 853kPa[gage]において確実に逃がし安全弁を作動させることができ

るように，逃がし安全弁窒素ガス供給系の供給圧力を調整する。 

ａ．手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉格納容器内の圧力が

427kPa[gage]に到達した場合。 
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※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器内

のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量率の 10

倍を超えた場合又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）

が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認

した場合。 

ｂ．操作手順 

逃がし安全弁の窒素ガス供給圧力調整手順の概要は以下のとおり。

手順の対応フローを第 1.3－5 図に，概要図を第 1.3－17 図に，タイム

チャートを第 1.3－18 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，

緊急時対策本部に逃がし安全弁窒素ガス供給系による背圧対策を

依頼し，運転員に逃がし安全弁窒素ガス供給系による逃がし安全

弁（自動減圧機能なし）開放の準備開始を指示する。 

②緊急時対策本部は当直長からの依頼に基づき，緊急時対策要員に

逃がし安全弁窒素ガス供給系の窒素ガス供給圧力調整を指示する。 

③中央制御室運転員Ａは，Ａ，Ｂ－Ｎ２ガスボンベ出口弁ＣＳを「全

開」位置にする。 

④緊急時対策要員は，Ａ，Ｂ－窒素ガス供給装置出口減圧弁により

窒素ガス供給圧力調整を実施し，当直副長に現場作業が完了した

ことを報告する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから逃がし安全弁窒素ガス供

給系の圧力調整完了まで１時間 10 分以内で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

(4) 復旧 

ａ．代替直流電源設備による復旧 
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常設直流電源喪失により逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合，

可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V 系

充電器又は可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備として使用す

る直流給電車により逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保して

逃がし安全弁の機能を復旧する。 

(a) 手順着手の判断基準 

常設直流電源喪失により，Ａ－115Ｖ系直流盤及びＢ－115Ｖ系直

流盤の電圧喪失を確認した場合において，可搬型直流電源設備とし

て使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V 系充電器又は可搬型直流

電源設備に関連する自主対策設備として使用する直流給電車いずれ

かの設備からの給電が可能な場合。 

(b) 操作手順 

代替直流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する

手順等」にて整備する。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔操作が可能であり，通常

の運転操作により対応する。 

(c) 操作の成立性 

代替直流電源設備に関する操作の成立性は「1.14 電源の確保に

関する手順等」にて整理する。 

また，逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧操作は，中央制御

室運転員１名にて作業を実施した場合，可搬型直流電源設備として

使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V 系充電器又は可搬型直流電

源設備に関連する自主対策設備として使用する直流給電車いずれか

の設備による直流電源の復旧が完了してから逃がし安全弁の開放ま

で 10 分以内で可能である。 

ｂ．代替交流電源設備による復旧 

全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源が喪失し，逃がし安全弁

の減圧機能が喪失した場合，代替交流電源設備により充電器を受電し，
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逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保して逃がし安全弁の機能

を復旧する。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源が喪失し，Ａ－115Ｖ系

直流盤及びＢ－115Ｖ系直流盤の電圧喪失を確認した場合において，

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機又は可搬

型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車いずれかの設備か

らの給電が可能な場合。 

(b) 操作手順 

代替交流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する

手順等」にて整備する。 

逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔操作が可能であり，通常

の運転操作により対応する。 

(c) 操作の成立性 

代替交流電源設備に関する操作の成立性は「1.14 電源の確保に

関する手順等」にて整理する。 

また，逃がし安全弁による原子炉減圧操作は，中央制御室運転員

１名にて作業を実施した場合，常設代替交流電源設備として使用す

るガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備として使用する

高圧発電機車による直流電源の復旧が完了してから逃がし安全弁の

開放まで 10 分以内で可能である。 

(5) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択

フローチャートを第 1.3－22 図に示す。 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁が作動しない場合，可搬型

直流電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V 系充電器（給

電準備が完了するまでの間は常設代替直流電源設備として使用するＳＡ

用 115V 系蓄電池を使用），主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室），若
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しくは主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）により直流電源を確

保して逃がし安全弁を作動させるか，又は逃がし安全弁窒素ガス代替供

給設備により逃がし安全弁を作動させて発電用原子炉を減圧する。 

常設直流電源喪失により逃がし安全弁が作動しない場合，可搬型直流

電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V 系充電器又は可

搬型直流電源設備に関連する自主対策設備として使用する直流給電車に

より直流電源を確保して逃がし安全弁の機能を復旧する。 

全交流動力電源喪失が原因で常設直流電源が喪失した場合，常設代替

交流電源設備として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交流電

源設備として使用する高圧発電機車により充電器を充電し，直流電源を

確保して逃がし安全弁の機能を復旧する。 

逃がし安全弁作動用窒素ガスの喪失により逃がし安全弁が動作しない

場合，逃がし安全弁窒素ガス供給系により窒素ガスを確保し，逃がし安

全弁を作動させて発電用原子炉を減圧する。 

なお，逃がし安全弁の背圧対策として，想定される重大事故等の環境

条件においても確実に逃がし安全弁を作動させることができるよう，炉

心損傷及び原子炉格納容器内の圧力が 427kPa[gage]に到達した場合，窒

素ガスの供給圧力を調整する。 

1.3.2.3 炉心損傷時における高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱を

防止する手順 

炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合におい

て，高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器の破

損を防止するため，逃がし安全弁を使用した中央制御室からの手動操作に

よる発電用原子炉の減圧を行う。 

原子炉格納容器の破損を防止するための手動操作による発電用原子炉の

減圧手順については，「1.3.2.1(1)ａ．手動操作による減圧」にて整備する。 

1.3.2.4 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手順 

(1) ＥＯＰ「二次格納施設制御」 



1.3－40 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ機能が喪失し，原子炉格納容器外へ原子炉冷却材の漏えいが生じ

る。したがって，原子炉格納容器外への漏えいを停止するための破断箇

所の隔離，保有水を確保するための原子炉圧力容器への注水が必要とな

る。 

破断箇所の特定又は隔離ができない場合は，逃がし安全弁又はタービ

ン・バイパス弁により発電用原子炉を減圧することで，原子炉建物原子

炉棟への原子炉冷却材漏えいを抑制する。また，原子炉停止時冷却モー

ドによる原子炉除熱を実施することで現場作業環境を改善し，破断箇所

の隔離を行う。 

ａ．手順着手の判断基準 

非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の出口圧力上昇，原子炉

建物原子炉棟内の温度上昇若しくはエリア放射線モニタの指示値上昇

等漏えいが予測されるパラメータの変化，又は漏えい関連警報の発生

により，インターフェイスシステムＬＯＣＡの発生を判断した場合。 

ｂ．操作手順 

ＥＯＰ「二次格納施設制御」における操作手順の概要は以下のとお

り。 

手順の対応フローを第 1.3－19 図及び第 1.3－20 図に，タイムチャ

ートを第 1.3－21 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，インターフェイスシ

ステムＬＯＣＡの発生を判断し，運転員に原子炉スクラム操作と

破断箇所の特定及び隔離を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，原子炉自動スクラムの作動を確認し，作

動していない場合は手動スクラムを実施する。また，発生した警

報及びパラメータの変化から，破断箇所の特定及び中央制御室か

らの遠隔操作による隔離を実施する。 

③当直副長は，破断箇所の特定及び中央制御室からの遠隔操作によ
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る隔離を実施できない場合は，中央制御室運転員に，低圧で原子

炉注水が可能な系統又は低圧代替注水系のうち１系統以上の起動

操作を指示する。 

④中央制御室運転員Ａは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状

態で，低圧で原子炉注水が可能な系統又は低圧代替注水系のうち

１系統以上の起動確認又は起動操作を実施する。 

⑤当直副長は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態で，低圧

で原子炉注水が可能な系統又は低圧代替注水系のうち１系統以上

の起動後，運転員に発電用原子炉の減圧操作，原子炉水位低下操

作，残留熱除去系（健全側）によるサプレッション・プール水冷

却モードの起動操作及び放射線量抑制操作，温度抑制操作，漏え

い（溢水）抑制操作の開始を指示する。 

⑥ａ逃がし安全弁が使用可能の場合 

中央制御室運転員Ａは，逃がし安全弁により発電用原子炉の急速

減圧を行い，減圧完了圧力まで減圧することで，原子炉建物原子

炉棟への原子炉冷却材漏えい量を抑制する。 

⑥ｂ逃がし安全弁が使用不可能で，復水器が使用可能な場合 

中央制御室運転員Ａは，タービン・バイパス弁により発電用原子

炉の急速減圧を行い，大気圧まで減圧することで，原子炉建物原

子炉棟への原子炉冷却材漏えい量を抑制する。 

⑦中央制御室運転員Ａは逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧を

実施した場合，残留熱除去系（健全側）によるサプレッション・

プール水冷却モードの起動操作を実施する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状

態で，低圧で原子炉注水が可能な系統又は低圧代替注水系のうち

１系統以上により，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル２）以上で低めに維持し，当直副長に報告する。 

⑨中央制御室運転員Ａは，残留熱除去系（健全側）原子炉停止時冷
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却モード起動前の確認として，格納容器隔離信号が発生している

場合は，格納容器隔離信号の除外操作を実施し，原子炉圧力容器

内の圧力が原子炉停止時冷却モードインターロック解除の設定圧

力以下であること及び原子炉圧力容器内の水位の安定を確認後，

残留熱除去系（健全側）をサプレッション・プール水冷却モード

から残留熱除去系（健全側）原子炉停止時冷却モードへ切替え，

原子炉除熱並びに原子炉建物原子炉棟内環境改善（放射線量抑制

操作，温度抑制操作，漏えい（溢水）抑制）を実施する。 

⑩当直副長は，現場運転員に漏えい箇所の隔離を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，中央制御室からの遠隔操作による破断箇

所の隔離ができない場合は，蒸気漏えいに備え保護具（酸素呼吸

器及び耐熱服）を装着し，原子炉建物原子炉棟（管理区域）にて，

現場手動操作による漏えい箇所の隔離を実施し，原子炉冷却材圧

力バウンダリからの漏えいを停止する。 

⑫当直副長は，中央制御室運転員に原子炉圧力容器内の水位を原子

炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持

するように指示する。 

⑬中央制御室運転員Ａは，各種監視パラメータの変化から破断箇所

の隔離が成功していることを確認し，原子炉冷却材圧力バウンダ

リが低圧の状態で，低圧で原子炉注水が可能な系統又は低圧代替

注水系により，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作のうち，中央制御室からの隔離操作は，中央制御室運転

員１名にて作業を実施した場合，インターフェイスシステムＬＯＣＡ

発生から破断箇所の隔離完了まで 20 分以内で可能である。 

中央制御室からの隔離操作を実施できない場合の現場での隔離操作

は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場
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合，インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生から破断箇所の隔離完了

まで 10 時間以内で可能である。 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，保護具（酸素呼吸

器及び耐熱服），照明及び通信連絡設備を整備する。 

［中央制御室からの遠隔隔離操作の成立性］ 

インターフェイスシステムＬＯＣＡが発生する可能性のある操作は，

定期試験として実施する非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系電

動弁作動試験における原子炉注水弁の手動開閉操作である。 

上記試験を行う際は，系統圧力を監視し上昇傾向にならないことを

確認しながら操作し，系統圧力が上昇傾向になった場合は速やかに原

子炉注水弁の閉操作を実施することとしている。しかし，隔離弁の隔

離失敗等により系統圧力が異常に上昇し，低圧設計部分の過圧を示す

警報及び漏えい関連警報が発生した場合は，同試験を実施していた非

常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系でインターフェイスシステム

ＬＯＣＡが発生していると判断することで漏えい箇所及び隔離すべき

遠隔操作弁の特定が容易となり，中央制御室からの遠隔隔離操作を速

やかに行うことが可能である。 

［現場隔離操作の成立性］ 

隔離操作場所及び隔離操作場所へのアクセスルートの環境を考慮し

ても，現場での隔離操作は可能である。 

［溢水の影響］ 

隔離操作場所及び隔離操作場所へのアクセスルートは，インターフ

ェイスシステムＬＯＣＡにより漏えいが発生する機器よりも上層階に

位置し，溢水の影響を受けない。 

［インターフェイスシステムＬＯＣＡの検知について］ 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，原子炉格納容器内外

のパラメータ等によりインターフェイスシステムＬＯＣＡと判断する。 

非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系ポンプ設置室は，原子炉
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建物原子炉棟内において各部屋が分離されているため，温度検知器，

漏えい警報，監視カメラ及び火災感知器により，漏えい場所（エリア）

を特定するための参考情報の入手並びに原子炉建物原子炉棟内の状況

確認が可能である。 

1.3.2.5 その他の手順項目について考慮する手順 

非常用交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替交流電源

設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替交流電源設備として

使用する高圧発電機車，常設代替直流電源設備として使用するＳＡ用 115V

系蓄電池又は可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車及びＳＡ用

115V 系充電器による逃がし安全弁，電動弁及び監視計器類への電源供給手

順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，可搬

型代替交流電源設備及び可搬型直流電源設備として使用する高圧発電機車

及び非常用交流電源設備への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保

に関する手順等」にて整備する。 

操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順については，「1.15 事

故時の計装に関する手順等」にて整備する。 
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第1.3－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／４) 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

自動減圧系 

減
圧
の
自
動
化 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

逃がし安全弁（自動減圧機能付きＢ,Ｍの２個） 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

自動減圧起動阻止スイッチ 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

－※１，※２ 

非常用交流電源設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

手
動
操
作
に
よ
る
減
圧 

（
逃
が
し
安
全
弁
） 

逃がし安全弁 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

所内常設蓄電式直流電源設備※３ 

常設代替直流電源設備※３ 

可搬型直流電源設備※３ 

常設代替交流電源設備※３ 

可搬型代替交流電源設備※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「減圧冷却」等 

 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－1」 

 

手
動
操
作
に
よ
る
減
圧 

（
タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁
） 

タービン・バイパス弁 

タービン制御系 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「減圧冷却」等 

 

※１：代替自動減圧機能は運転員による操作不要の減圧機能である。 

※２：自動減圧系の起動阻止スイッチの手順については，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※４：原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放する設備であり，運転員による操作は不要である。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(２／４) 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

常設直流電源系統 
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る

逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復 

可搬型直流電源設備※３ 

常設代替直流電源設備※３ 

ＳＲＶ用電源切替盤 

逃がし安全弁 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

「電源復旧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＲＶ駆動源確保（ＳＲＶ電

源切替）」 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用 

蓄
電
池
（
補
助
盤
室
）
に
よ
る 

逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

逃がし安全弁 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

「電源復旧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＲＶ駆動源確保（ＳＲＶ用

蓄電池）」 

 

原子力災害対策手順書 

「蓄電池設備による主蒸気逃

がし安全弁開放操作（補助盤

室）」 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用 

蓄
電
池
（
原
子
炉
建
物
） 

に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物） 

逃がし安全弁（自動減圧機能付きＢ，Ｍの２個） 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

「電源復旧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「ＳＲＶ駆動源確保（ＳＲＶ用

蓄電池）」 

 

原子力災害対策手順書 

「蓄電池設備による主蒸気逃

がし安全弁開放操作（原子炉建

物）」 

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
代
替
供
給
設

備
に
よ
る
減
圧 

逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備 

逃がし安全弁（自動減圧機能なしＡ，Ｊの２個） 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「ＳＲＶＤＳによるＳＲＶ開

放」 

 

原子力災害対策手順書 

「逃がし安全弁窒素ガス代替

供給設備による主蒸気逃がし

安全弁開放」 

－ 

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス 

供
給
系
に
よ
る 

窒
素
ガ
ス
確
保 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

逃がし安全弁窒素ガス供給系 配管・弁 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

常設代替交流電源設備※３ 

所内常設蓄電式直流電源設備※３ 

可搬型代替交流電源設備※３ 

常設代替直流電源設備※３ 

可搬型直流電源設備※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＲＶ駆動源確保（窒素ガス

ボンベ）」 

 

※１：代替自動減圧機能は運転員による操作不要の減圧機能である。 

※２：自動減圧系の起動阻止スイッチの手順については，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※４：原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放する設備であり，運転員による操作は不要である。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(３／４) 

（サポート系故障時） 

※１：代替自動減圧機能は運転員による操作不要の減圧機能である。 

※２：自動減圧系の起動阻止スイッチの手順については，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※４：原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放する設備であり，運転員による操作は不要である。 

 

  

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

－ 

逃
が
し
安
全
弁
の 

背
圧
対
策 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

逃がし安全弁窒素ガス供給系 配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－1」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＲＶ背圧対策」 

 

原子力災害対策手順書 

「窒素ガスボンベによる主蒸

気逃がし安全弁背圧対策」 

常設直流電源 

全交流動力電源 

代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
復
旧 

可搬型直流電源設備※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

－※３ 

直流給電車※３ 

自
主
対
策
設
備 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
復
旧 

常設代替交流電源設備※３ 

代替所内電気設備※３ 

可搬型代替交流電源設備※３ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(４／４) 

（原子炉格納容器の破損防止，インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時） 

※１：代替自動減圧機能は運転員による操作不要の減圧機能である。 

※２：自動減圧系の起動阻止スイッチの手順については，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※４：原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放する設備であり，運転員による操作は不要である。 

  

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
防
止 

－ 

高
圧
溶
融
物
放
出
／
格
納
容
器
雰
囲
気

直
接
加
熱
の
防
止 

逃がし安全弁 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

所内常設蓄電式直流電源設備※３ 

常設代替直流電源設備※３ 

可搬型直流電源設備※３ 

常設代替交流電源設備※３ 

可搬型代替交流電源設備※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－1」 

 

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム 

Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時 

－ 

発
電
用
原
子
炉
の
減
圧 

逃がし安全弁 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「二次格納施設制御」等 

 

タービン・バイパス弁 

タービン制御系 
自
主
対
策
設
備 

原
子
炉
冷
却
材
の
漏
え
い
箇
所
の
隔
離 

残留熱除去系注水弁 

低圧炉心スプレイ系注水弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
の
圧
力
上
昇
抑

制
及
び
環
境
改
善 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル※４ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 
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第1.3－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(１／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 代替減圧 

ａ．手動操作による減圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「減圧冷却」 

判
断
基
準 

注水手段の確保 

（運転状態） 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

補機監視機能 復水器真空度 

操
作 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

補機監視機能 復水器真空度 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 代替減圧 

ａ．手動操作による減圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「急速減圧」 

判
断
基
準 

注水手段の確保 

（運転状態） 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

補機監視機能 復水器真空度 

操
作 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

補機監視機能 復水器真空度 
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監視計器一覧(２／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 代替減圧 

ａ．手動操作による減圧 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「注水－1」 

判
断
基
準 

注水手段の確保 

（運転状態） 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

原子炉圧力容器内の水位 
原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

操
作 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 
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監視計器一覧(３／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

ａ．可搬型直流電源設備による逃がし安全弁開放 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「急速減圧」 

「電源復旧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＲＶ駆動源確保（ＳＲＶ電源切替）」 

判
断
基
準 

駆動源の確保 

Ａ－Ｎ２ガスボンベ圧力 

Ｂ－Ｎ２ガスボンベ圧力 

Ａ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｂ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

注水手段の確保 

（運転状態） 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ―残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

操
作 

原子炉圧力容器内の圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力（可搬型計測器） 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

ｂ．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室）による逃がし安全弁開放 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「急速減圧」 

「電源復旧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＲＶ駆動源確保（ＳＲＶ蓄電池）」 

 

原子力災害対策手順書 

「蓄電池設備による主蒸気逃がし安全弁開

放操作（補助盤室）」 
判
断
基
準 

駆動源の確保 

Ａ－Ｎ２ガスボンベ圧力 

Ｂ－Ｎ２ガスボンベ圧力 

Ａ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｂ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

注水手段の確保 

（運転状態） 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ―残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

操
作 

原子炉圧力容器内の圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力（可搬型計測器） 
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監視計器一覧(４／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

ｃ．主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物）による逃がし安全弁（自動減圧機能付き）開放 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「急速減圧」 

「電源復旧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＲＶ駆動源確保（ＳＲＶ蓄電池）」 

 

原子力災害対策手順書 

「蓄電池設備による主蒸気逃がし安全弁開

放操作（原子炉建物）」 
判

断

基

準 

駆動源の確保 

Ａ－Ｎ２ガスボンベ圧力 

Ｂ－Ｎ２ガスボンベ圧力 

Ａ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｂ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

注水手段の確保 

（運転状態） 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

復水移送ポンプ出口ヘッダ圧力 

Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

操

作 
原子炉圧力容器内の圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力（可搬型計測器） 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

ｄ．逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備による逃がし安全弁（自動減圧機能なし）開放 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「急速減圧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「ＳＲＶＤＳによるＳＲＶ開放」 

 

原子力災害対策手順書 

「逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備によ

る逃がし安全弁開放」 

判

断

基

準 

駆動源の確保 窒素ガス代替供給系窒素ガスボンベ圧力 

注水手段の確保 

（運転状態） 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

操

作 

原子炉圧力容器内の圧力 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力（可搬型計測器） 

補機監視機能 
窒素ガス代替供給系窒素ガスボンベ圧力 

窒素ガス代替供給系窒素ガス供給圧力 
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監視計器一覧(５／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(2) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

ａ．逃がし安全弁窒素ガス供給系による逃がし安全弁駆動源確保 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「急速減圧」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＲＶ駆動源確保（窒素ガスボンベ）」 

 

原子力災害対策手順書 

「主蒸気逃がし安全弁用窒素ガスボンベ取

替」 

判

断

基

準 

補機監視機能 

Ａ－ＡＤＳアキュムレータ入口圧力低警報 

Ｂ－ＡＤＳアキュムレータ入口圧力低警報 

Ａ－Ｎ２ガスボンベ圧力低警報 

Ｂ－Ｎ２ガスボンベ圧力低警報 

駆動源の確保 

Ａ－Ｎ２ガスボンベ圧力 

Ｂ－Ｎ２ガスボンベ圧力 

Ａ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｂ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

操

作 
補機監視機能 

Ａ－Ｎ２ガスボンベ圧力 

Ｂ－Ｎ２ガスボンベ圧力 

Ａ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｂ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

1.3.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(3) 逃がし安全弁窒素ガス供給系による背圧対策 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＲＶ背圧対策」 

 

原子力災害対策手順書 

「窒素ガスボンベによる主蒸気逃がし安全

弁背圧対策」 

判

断

基

準 

原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力（ＳＡ） 

操

作 
補機監視機能 

Ａ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｂ－ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 
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監視計器一覧(６／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.4 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手順 

(1) ＥＯＰ「二次格納施設制御」 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「二次格納施設制御」 

判

断

基

準 

原子炉格納容器バイパスの監視 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去系 配管周囲温度 

原子炉隔離時冷却系配管周囲温度 

原子炉建物エリア放射線モニタ 

補機監視機能 ドライウェル床サンプ水位 

漏えい関連警報 

ＲＣＩＣポンプ室（西側）床漏洩警報 

トーラス室東側床漏洩警報 

トーラス室西側床漏洩警報 

Ａ－ＲＨＲ熱交換器室床漏洩警報 

Ｂ－ＲＨＲ熱交換器室床漏洩警報 

原子炉建物大物搬入口前エリア床漏洩警報 

Ａ－ＲＨＲポンプ室床漏洩警報 

Ｂ－ＲＨＲポンプ室床漏洩警報 

Ｃ－ＲＨＲポンプ室床漏洩警報 

ＬＰＣＳポンプ室床漏洩警報 

ＲＣＩＣ蒸気管圧力低警報 

ＲＣＩＣ蒸気管漏洩警報 

操

作 

原子炉格納容器バイパスの監視 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

残留熱除去系配管周囲温度 

原子炉隔離時冷却系配管周囲温度 

原子炉建物エリア放射線モニタ 

原子炉棟排気高レンジモニタ 

換気系モニタ 

燃料取替階放射線モニタ 

原子炉圧力容器への注水量 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 
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監視計器一覧(７／７) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.3.2.4 インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時の対応手順 

(1) ＥＯＰ「二次格納施設制御」 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「二次格納施設制御」 

操

作 

 

補機監視機能 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

最終ヒートシンクの確認 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ａ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ⅰ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

Ⅰ－原子炉補機海水ポンプ出口圧力 

Ⅱ－原子炉補機海水ポンプ出口圧力 

補機監視機能 復水器真空度 

漏えい関連警報 

主蒸気管周囲温度警報 

ＲＨＲ配管周囲温度警報 

ＣＵＷ配管周囲温度警報 

ＲＣＩＣ配管周囲温度警報 

ＲＣＩＣポンプ室（西側）床漏洩警報 

トーラス室東側床漏洩警報 

トーラス室西側床漏洩警報 

Ａ－ＲＨＲ熱交換器室床漏洩警報 

Ｂ－ＲＨＲ熱交換器室床漏洩警報 

原子炉建物大物搬入口前エリア床漏洩警報 

Ａ－ＲＨＲポンプ室床漏洩警報 

Ｂ－ＲＨＲポンプ室床漏洩警報 

Ｃ－ＲＨＲポンプ室床漏洩警報 

ＬＰＣＳポンプ室床漏洩警報 

Ｒ／Ｂ機器ドレンサンプタンク水位警報 

Ｒ／Ｂ床ドレンサンプタンク水位警報 

ＬＰＣＳポンプ室床ドレンサンプタンク水位警報 

ＲＨＲポンプ室床ドレンサンプタンク水位警報 

ＨＰＣＳポンプ室床ドレンサンプタンク水位警報 

ＲＨＲフラッシング用サンプタンク水位警報 

主蒸気圧力低警報（運転モード） 

ＣＵＷ系統差流量高警報 

ＣＵＷフィルタ入口圧力高警報 

ＲＣＩＣ蒸気管圧力低警報 

ＲＣＩＣ蒸気管漏洩警報 

ＲＣＩＣポンプ入口圧力高警報 

ＲＨＲポンプ出口圧力高警報 

ＲＨＲ ＲＰＶ内注水管差圧低警報 

ＬＰＣＳポンプ出口圧力高警報 

ＬＰＣＳ ＲＰＶ内注水管差圧低警報 

火災報知器警報 

原子炉棟内ダストモニタ警報 
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第1.3－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.3】 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

手順等 

逃がし安全弁 

所内常設蓄電式直流電源設備 

常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

 

Ａ－115Ｖ系 

Ｂ－115Ｖ系 

ＳＡ用115Ｖ系 

中央制御室監視計器類 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

計装Ｃ／Ｃ Ｃ系 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 

 



1.3－57 

 

 

 

  

  

第
1
.
3－

1
図

 
機

能
喪

失
原
因
対

策
分
析

(１
／

２
)
 



1.3－58 

 

  

  

第
1.

3－
1
図
 
機

能
喪

失
原
因
対

策
分
析

(２
／

２
)
 



1.3－59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開して

いる。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあることを

示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」

を確認することとする。 

  

第1.3－1図 機能喪失原因対策分析（補足） 

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因１ 故障要因２ 故障要因３ 故障要因４ 故障要因５ 故障要因６ 故障要因７ 故障要因８ 故障要因９

ＳＲＶ本体故障

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

窒素ガスボンベ枯渇

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

窒素ガスボンベ枯渇

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

窒素ガスボンベ枯渇

ＳＲＶ本体故障

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

窒素ガスボンベ枯渇

窒素ガス供給
機能喪失

窒素ガス制御系
機能喪失

窒素ガス制御系
機能喪失窒素ガス供給

機能喪失

ＡＤＳ機能用
駆動源喪失

（計装用窒素）

Ａ系ＡＤＳ
機能喪失

窒素ガス供給
機能喪失

窒素ガス制御系
機能喪失

Ａ－115V系蓄電池
機能喪失

Ａ－115V系
充電器盤からの

通常給電機能喪失

交流電源喪失

交流電源喪失
非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

逃がし弁機能喪失

逃がし安全弁（ＡＤＳ機
能付き）による
減圧機能喪失

交流電源喪失

Ｂ－115V系
直流母線への
直流電源給電
機能喪失

ＡＤＳ機能喪失

逃がし弁作動回路
不作動

非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

逃がし弁電磁弁
故障

Ａ系ＡＤＳ回路
不作動

Ａ系ＡＤＳ電磁弁
故障

駆動源喪失
(直流電源)

ＳＲＶ逃がし弁機能用
駆動源喪失

（計装用窒素）

非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

直流母線機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

交流電源喪失

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

ＡＤＳ機能用
アキュムレータ故障

ＡＤＳ機能用
窒素ガス供給配管

故障

Ａ－115V系
直流母線機能喪失

Ａ－115V系
直流母線への
直流電源給電
機能喪失

ＡＤＳ機能用
アキュムレータ故障

ＡＤＳ機能用
窒素ガス供給配管

故障

Ｂ－115V系
直流母線機能喪失

Ｂ－115V系蓄電池
機能喪失

Ｂ－115V系
充電器盤からの

通常給電機能喪失

駆動源喪失
(Ａ－115V系
直流電源)

Ｂ系ＡＤＳ
機能喪失

ＡＤＳ機能用
駆動源喪失

（計装用窒素）

B系ＡＤＳ回路
不作動

B系ＡＤＳ電磁弁
故障

駆動源喪失
(Ｂ－115V系
直流電源)

直流母線への
直流電源給電
機能喪失

蓄電池
機能喪失

充電器盤からの
通常給電機能喪失

ＳＲＶ逃がし弁機能用
アキュムレータ故障

ＳＲＶ逃がし弁機能用
窒素ガス供給配管

故障

窒素ガス供給
機能喪失

窒素ガス制御系
機能喪失

ＳＲＶ逃がし弁機能用
駆動源喪失

（計装用窒素）

逃がし弁機能喪失

逃がし安全弁（ＡＤＳ機
能なし）による
減圧機能喪失

逃がし安全弁による
原子炉減圧
機能喪失

逃がし弁作動回路
不作動

逃がし弁電磁弁
故障

駆動源喪失
(直流電源)

非常用ＤＥＧ
Ａ系　故障

非常用ＤＥＧ
Ｂ系　故障

非常用ＤＥＧ
故障

非常用ＤＥＧ
故障

ＳＲＶ逃がし弁機能用
アキュムレータ故障

ＳＲＶ逃がし弁機能用
窒素ガス供給配管

故障

直流母線機能喪失

直流母線への
直流電源給電
機能喪失

蓄電池
機能喪失

充電器盤からの
通常給電機能喪失



1.3－60 

 

 

 

 

 

 

 

  

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

 

第
1.

3－
2
図
 
Ｅ

Ｏ
Ｐ

 
「
減
圧

冷
却
」

に
お

け
る
対

応
フ

ロ
ー

 



1.3－61 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

 

第
1
.
3－

3
図
 
Ｅ

Ｏ
Ｐ

 
「
急
速

減
圧
」

に
お

け
る
対

応
フ

ロ
ー

 



1.3－62 

 

 

 

  

第1.3－4図 ＥＯＰ 「ＡＭ初期対応」における対応フロー 
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第1.3－20図 ＥＯＰ 「二次格納施設制御」におけるインターフェイスシステム 

ＬＯＣＡ発生時の対応フロー 
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第1.3－22図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート(１／２) 

（1）フロントライン系故障時の対応手段の選択 
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(2)サポート系故障時の対応手段の選択（１／４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(2)サポート系故障時の対応手段の選択（２／４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)サポート系故障時の対応手段の選択（３／４）  (2)サポート系故障時の対応手段の選択（４／４） 

 

 

 

 

 

第1.3－22図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート(２／２) 
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1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.4.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．発電用原子炉運転中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 低圧代替注水 

ⅱ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 復旧 

ⅱ 重大事故等対処設備 

(c) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手段及び設

備 

ⅰ 低圧代替注水 

ⅱ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｂ．発電用原子炉停止中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 低圧代替注水 

ⅱ 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

ⅲ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 復旧 

ⅱ 重大事故等対処設備 

ｃ．手順等 
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1.4.2 重大事故等時の手順 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

(b) 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

(c) 消火系による原子炉圧力容器への注水 

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

（淡水／海水） 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容器へ

の注水 

(b) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

(b) 復水輸送系による残存溶融炉心の冷却 

(c) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡

水／海水） 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.4.2.2 発電用原子炉停止中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

ｂ．原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 
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(a) 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の発電用原

子炉からの除熱 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.4.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水 

(2) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの

除熱 

(3) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

1.4.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 
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1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の

状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損

を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な手順等が適切に

整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

【解釈】 

１ 「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉を冷却する

ために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却 

ａ）可搬型重大事故防止設備の運搬、接続及び操作に関する手順等を

整備すること。 

（２）復旧 

ａ）設計基準事故対処設備に代替電源を接続することにより起動及び

十分な期間の運転継続ができること。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，設計基準事故対処

設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，残留熱除去系（低圧注水モード）

及び低圧炉心スプレイ系による冷却機能である。 

また，発電用原子炉停止中において，設計基準事故対処設備が有する発

電用原子炉の冷却機能は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）によ

る崩壊熱除去機能である。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却する対処設備を整備す

る。ここでは，この対処設備を活用した手順等について説明する。  
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1.4.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，発電用原子炉を

冷却し炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設

計基準事故対処設備として残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉

心スプレイ系を設置している。 

発電用原子炉停止中において，発電用原子炉内の崩壊熱を除去するた

めの設計基準事故対処設備として残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば，これらを重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として位置付け重大事故等の対処に用いるが，

設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するために，

設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下「機

能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対応手

段及び重大事故等対処設備を選定する（第 1.4－1 図）。 

また，炉心の著しい損傷，溶融が発生し，溶融炉心が原子炉圧力容器

内に残存した場合において，原子炉格納容器の破損を防止するための対

応手段及び重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段

及び自主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやす

べてのプラント状況において使用することは困

難であるが，プラント状況によっては，事故対応

に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，「技術的能力審査基準」（以下「審

査基準」という。）だけでなく，「設置許可基準規則」第四十七条及び「技

術基準規則」第六十二条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足

する設備が網羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との
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関係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である残留熱除去系（低圧注水

モード）若しくは低圧炉心スプレイ系又は残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）が健全であれば重大事故等の対処に用いる。 

残留熱除去系（低圧注水モード）による発電用原子炉の冷却で使用す

る設備は以下のとおり。 

・残留熱除去ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

・非常用交流電源設備 

なお，残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておら

ず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの

除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去ポンプ 

・原子炉圧力容器 

・残留熱除去系熱交換器 

・残留熱除去系 配管・弁・ジェットポンプ 

・原子炉再循環系 配管 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

・非常用交流電源設備 

低圧炉心スプレイ系による発電用原子炉の冷却で使用する設備は以下

のとおり。 

・低圧炉心スプレイ・ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 
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・原子炉圧力容器 

・低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

・非常用交流電源設備 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，残留熱

除去系（低圧注水モード）及び残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

並びに低圧炉心スプレイ系の故障を想定する。また，サポート系故障と

して，全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）の故障を想定する。 

さらに，炉心溶融後，溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合を

想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応

手段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，そ

の対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重

大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第

1.4－1 表に整理する。 

ａ．発電用原子炉運転中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 低圧代替注水 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（低圧注水モード）

及び低圧炉心スプレイ系の故障により発電用原子炉の冷却ができ

ない場合は，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水

系（可搬型），復水輸送系及び消火系により発電用原子炉を冷却す

る手段がある。 

(ⅰ) 低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却 

低圧原子炉代替注水系（常設）による発電用原子炉の冷却で

使用する設備は以下のとおり。 
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・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・低圧原子炉代替注水槽 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

・残留熱除去系 配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

(ⅱ) 復水輸送系による発電用原子炉の冷却 

復水輸送系による発電用原子炉の冷却で使用する設備は以下

のとおり。 

・復水輸送ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

・復水輸送系 配管・弁 

・残留熱除去系 配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・非常用交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

(ⅲ) 消火系による発電用原子炉の冷却 

消火系による発電用原子炉の冷却で使用する設備は以下のと

おり。 

・補助消火ポンプ 

・消火ポンプ 

・補助消火水槽 

・ろ過水タンク 

・消火系 配管・弁 

・復水輸送系 配管・弁 
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・残留熱除去系 配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・非常用交流電源設備 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

(ⅳ) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉の冷却

で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（西１） 

・輪谷貯水槽（西２） 

・ホース・接続口 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

・残留熱除去系 配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

なお，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による発電用原子炉

の冷却は輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の淡水だ

けでなく，海水も利用できる。 

ⅱ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備のうち，低圧原子炉代替注水ポン

プ，低圧原子炉代替注水槽，低圧原子炉代替注水系配管・弁，残

留熱除去系配管・弁，原子炉圧力容器，大量送水車，ホース・接

続口，常設代替交流電源設備，代替所内電気設備，燃料補給設備

は，いずれも重大事故等対処設備として位置付ける。輪谷貯水槽
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（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は「1.13 重大事故等の収束に

必要となる水の供給手順等」【解釈】1b）項を満足するための代替

淡水源（措置）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，

審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備であ

る残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系が故

障した場合においても，発電用原子炉を冷却することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な

設備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その

理由を示す。 

・復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク，復水輸送系配管・弁 

耐震性は確保されていないが，使用可能であれば発電用原子

炉を冷却する手段として有効である。 

・補助消火ポンプ，消火ポンプ，補助消火水槽，ろ過水タンク，

消火系配管・弁 

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処するために

消火系による消火が必要な火災が発生していない場合におい

て，発電用原子炉を冷却する手段として有効である。 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 復旧 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。）の故障により，設計基準事故対処設備である残留熱除去

系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系による発電用原子

炉の冷却ができない場合は，「(a)ⅰ 低圧代替注水」の手段に加

え，常設代替交流電源設備を用いて緊急用メタクラ（以下「緊急

用Ｍ／Ｃ」という。）を受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内

電気設備である非常用高圧母線Ｃ系（以下「Ｍ／Ｃ Ｃ系」とい
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う。）及びＤ系（以下「Ｍ／Ｃ Ｄ系」という。）へ電源を供給し，

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）又は原子炉補機代

替冷却系により冷却水を確保することで残留熱除去系（低圧注水

モード）又は低圧炉心スプレイ系を復旧し，発電用原子炉を冷却

する手段がある。 

常設代替交流電源設備及び原子炉補機代替冷却系へ燃料を補給

し，電源の供給を継続することにより，残留熱除去系（低圧注水

モード）又は低圧炉心スプレイ系を十分な期間，運転継続するこ

とが可能である。 

また，発電用原子炉停止後は発電用原子炉からの除熱を長期的

に行うため，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に移行す

る。残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）については，「ｂ.(b)

ⅰ 復旧」にて整理する。 

(ⅰ) 代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の

復旧 

代替交流電源設備による残留熱除去系（低圧注水モード）の

復旧で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

・原子炉補機代替冷却系 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

なお，残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待

しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含

むこととする。 
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(ⅱ) 代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復旧 

代替交流電源設備による低圧炉心スプレイ系の復旧で使用す

る設備は以下のとおり。 

・低圧炉心スプレイ・ポンプ 

・サプレッション・チェンバ 

・低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ 

・原子炉圧力容器 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

・原子炉補機代替冷却系 

・代替所内電気設備 

・常設代替交流電源設備 

ⅱ 重大事故等対処設備 

復旧で使用する設備のうち，サプレッション・チェンバ，原子

炉圧力容器，原子炉補機代替冷却系，代替所内電気設備及び常設

代替交流電源設備は重大事故等対処設備として位置付ける。また，

残留熱除去ポンプ，低圧炉心スプレイ・ポンプ，残留熱除去系配

管・弁・ストレーナ，低圧炉心スプレイ系配管・弁・ストレーナ・

スパージャ及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）は

重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，

審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源喪失又は原

子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）が故障した場合にお

いても，発電用原子炉を冷却することができる。 

(c) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手段及び設備 

ⅰ 低圧代替注水 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，原子炉圧力

容器内に溶融炉心が残存する場合は，低圧原子炉代替注水系（常



1.4－13 

設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），復水輸送系及び消火系に

より残存した溶融炉心を冷却する手段がある。 

(ⅰ) 低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却で

使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水ポンプ 

・低圧原子炉代替注水槽 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

・残留熱除去系 配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

(ⅱ) 復水輸送系による残存溶融炉心の冷却 

復水輸送系による残存溶融炉心の冷却で使用する設備は以下

のとおり。 

・復水輸送ポンプ 

・復水貯蔵タンク 

・復水輸送系 配管・弁 

・残留熱除去系 配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・非常用交流電源設備 

(ⅲ) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

消火系による残存溶融炉心の冷却で使用する設備は以下のと

おり。 

・補助消火ポンプ 
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・消火ポンプ 

・補助消火水槽 

・ろ過水タンク 

・消火系 配管・弁 

・復水輸送系 配管・弁 

・残留熱除去系 配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・非常用交流電源設備 

(ⅳ) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却

で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（西１） 

・輪谷貯水槽（西２） 

・ホース・接続口 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

・残留熱除去系 配管・弁 

・原子炉圧力容器 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

なお，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心

の冷却は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の淡水

だけでなく，海水も利用できる。 
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ⅱ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備のうち，低圧原子炉代替注水ポン

プ，低圧原子炉代替注水槽，低圧原子炉代替注水系配管・弁，残

留熱除去系配管・弁，原子炉圧力容器，常設代替交流電源設備，

代替所内電気設備，燃料補給設備，大量送水車，ホース・接続口

は重大事故等対処設備として位置付ける。輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）は「1.13 重大事故等の収束に必要となる

水の供給手順等」【解釈】1b）項を満足するための代替淡水源（措

置）として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される

設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，溶融炉心が原子炉圧力容器

内に残存する場合においても，残存した溶融炉心を冷却すること

ができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な

設備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その

理由を示す。 

・復水輸送ポンプ，復水貯蔵タンク，復水輸送系配管・弁 

耐震性は確保されていないが，使用可能であれば残存した溶

融炉心を冷却する手順として有効である。 

・補助消火ポンプ，消火ポンプ，補助消火水槽，ろ過水タンク，

消火系配管・弁 

耐震性は確保されていないが，重大事故等へ対処するために

消火系による消火が必要な火災が発生していない場合におい

て，残存した溶融炉心を冷却する手段として有効である。 
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ｂ．発電用原子炉停止中の対応手段及び設備 

(a) フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 低圧代替注水 

発電用原子炉停止中において，設計基準事故対処設備である残

留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)の故障により発電用原子炉

からの除熱ができない場合は，低圧原子炉代替注水系（常設），低

圧原子炉代替注水系（可搬型），復水輸送系及び消火系により発電

用原子炉を冷却する手段がある。 

これらの対応手段で使用する設備は，「ａ.(a)ⅰ 低圧代替注水」

で選定した設備と同様である。 

ⅱ 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

非常用電源が使用可能な場合において，残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱ができない場

合に，原子炉浄化系により発電用原子炉からの除熱を行う手段が

ある。 

(ⅰ) 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱で使用する設備

は以下のとおり。 

・原子炉浄化補助ポンプ 

・原子炉圧力容器 

・原子炉浄化系非再生熱交換器 

・原子炉再循環系 配管・弁 

・原子炉浄化系 配管・弁 

・給水系 配管・弁・スパージャ 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

・非常用交流電源設備 

ⅲ 重大事故等対処設備と自主対策設備 

低圧代替注水で使用する設備において，重大事故等対処設備と
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しての位置付けは，「ａ.(a)ⅰ 低圧代替注水」で選定した設備と

同様である。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される

設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，発電用原子炉停止中におい

て，設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）が故障した場合においても，発電用原子炉を冷却する

ことができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な

設備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その

理由を示す。 

・原子炉浄化系，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

原子炉運転停止直後の発電用原子炉からの除熱を行うための

十分な熱交換量が確保できず，耐震性は確保されていないが，

原子炉浄化系非再生熱交換器への原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。）の通水が可能であれば，残留熱除去系（原子

炉停止時冷却モード）の崩壊熱除去機能が喪失した場合におい

て，発電用原子炉からの除熱を行う手段として有効である。 

(b) サポート系故障時の対応手段及び設備 

ⅰ 復旧 

発電用原子炉停止中において，全交流動力電源喪失又は原子炉

補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の故障により，設計基準

事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に

よる発電用原子炉からの除熱ができない場合は「(a)ⅰ 低圧代替

注水」の手段に加え，常設代替交流電源設備を用いて緊急用Ｍ／

Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ

／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系へ電源を供給し，原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷
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却水を確保することで残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

を復旧し，発電用原子炉からの除熱を行う手段がある。 

常設代替交流電源設備及び原子炉補機代替冷却系へ燃料を補給

し，電源の供給を継続することにより，残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード）を十分な期間，運転継続することが可能である。 

(ⅰ) 代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）の復旧 

代替交流電源設備による残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）の復旧で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去ポンプ 

・原子炉圧力容器 

・残留熱除去系熱交換器 

・残留熱除去系 配管・弁・ジェットポンプ 

・原子炉再循環系 配管 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

・原子炉補機代替冷却系 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

ⅱ 重大事故等対処設備 

復旧で使用する設備のうち，原子炉圧力容器，原子炉補機代替

冷却系，常設代替交流電源設備及び代替所内電気設備は重大事故

等対処設備として位置付け，残留熱除去ポンプ，残留熱除去系熱

交換器，残留熱除去系配管・弁・ジェットポンプ，原子炉再循環

系配管及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）は重大

事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，

審査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，全交流動力電源喪失又は原
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子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）が故障した場合にお

いても，発電用原子炉からの除熱を行うことができる。 

ｃ．手順等 

上記「ａ．発電用原子炉運転中の対応手段及び設備」及び「ｂ．発

電用原子炉停止中の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係

る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操

作要領書（徴候ベース）（以下「ＥＯＰ」という。），ＡＭ設備別操作要

領書，原子力災害対策手順書及び事故時操作要領書（シビアアクシデ

ント）（以下「ＳＯＰ」という。）に定める。（第 1.4－1 表） 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び事故時に給電が必

要となる設備についても整理する。（第 1.4－2 表，第 1.4－3 表） 

  



1.4－20 

1.4.2 重大事故等時の手順 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

復水・給水系，高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

ができず，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系

が故障により使用できない場合は，低圧原子炉代替注水系（常設）及

び低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手

段を同時並行で準備する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合は，低圧原子炉代替注水

系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），復水輸送系及び消火系

の手段のうち低圧で原子炉圧力容器への注水可能な系統１系統以上を

起動し，注水のための系統構成が完了した時点で，その手段による原

子炉圧力容器への注水を開始する。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，低圧原子炉代

替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），復水輸送系及び

消火系の手段のうち低圧で原子炉圧力容器への注水可能な系統１系統

以上を起動し，注水のための系統構成が完了した時点で，逃がし安全

弁による発電用原子炉の減圧を実施し，原子炉圧力容器への注水を開

始する。原子炉圧力容器への注水に使用する手段は，準備が完了した

手段のうち，低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送系，消火系，低

圧原子炉代替注水系（可搬型）の順で選択する。 

なお，原子炉圧力容器内の水位が不明になる等，発電用原子炉を満

水にする必要がある場合は，上記注水手段及び代替注水手段のうち使

用できる手段にて原子炉圧力容器へ注水する。 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系によ
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る原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低

圧原子炉代替注水系（常設）及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）

が確保されている場合。 

ⅱ 操作手順 

低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水

手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.4－2 図及び

第 1.4－4 図に，概要図を第 1.4－7 図に，タイムチャートを第 1.4

－8 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に低圧原

子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水準備

開始を指示する。また，原子炉冷却材喪失事象が確認された

場合は，Ａ，Ｂ－原子炉再循環ポンプ入口弁，Ａ，Ｂ－原子

炉再循環ポンプ出口弁，Ａ，Ｂ－ＣＵＷ入口元弁，ＲＰＶド

レン側流量調節バイパス弁の全閉操作を指示する。 

②ａＳＡ電源切替盤を使用する場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，低圧原子炉代

替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水に必要なＡ

－ＲＨＲ注水弁の電源切替え操作を実施する。また，中央制

御室運転員Ａは，原子炉冷却材喪失事象が確認された場合は，

Ａ，Ｂ－原子炉再循環ポンプ入口弁，Ａ，Ｂ－原子炉再循環

ポンプ出口弁，Ａ，Ｂ－ＣＵＷ入口元弁，ＲＰＶドレン側流

量調節バイパス弁を全閉とする。 

②ｂ非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合 

中央制御室運転員Ａは，不要な負荷の操作スイッチを「停止 

引ロック」又は「停止」とする。 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃの不要な負荷の切り離しを行 
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う。不要な負荷の切り離し後，中央制御室運転員Ａは，非常 

用コントロールセンタ切替盤の切替え操作を行い，低圧原子

炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水に必要

なＡ－ＲＨＲ注水弁の電源切替えを実施する。また，中央制

御室運転員Ａは，原子炉冷却材喪失事象が確認された場合は，

Ａ，Ｂ－原子炉再循環ポンプ入口弁，Ａ，Ｂ－原子炉再循環

ポンプ出口弁，Ａ，Ｂ－ＣＵＷ入口元弁，ＲＰＶドレン側流

量調節バイパス弁を全閉とする。 

③中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水系（常設）によ

る原子炉圧力容器への注水に必要な電動弁の電源が確保され

たこと並びにポンプ及び監視計器の電源が確保されているこ

とを状態表示にて確認する。 

④当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

ガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼し，低圧原子炉代

替注水系（常設）が使用可能か確認する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，中央制御室にてＡ－ＲＨＲ注水弁の

全開操作を実施する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて低圧原子炉代替注水

ポンプ（１台）の起動操作を実施し，低圧原子炉代替注水ポ

ンプ出口圧力指示値が規定値以上であることを確認する。 

⑦当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が低圧原子炉代替注水

ポンプの出口圧力以下であることを確認後，運転員に低圧原

子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水開始

を指示する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，ＦＬＳＲ注水隔離弁の開操作を実施

する。 

⑨中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始され

たことを代替注水流量（常設）指示値の上昇及び原子炉水位
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指示値の上昇により確認し，当直副長に報告するとともに原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子

炉水位高（レベル８）の間で維持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注

水が不要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合

は，Ａ－ＲＨＲ注水弁を全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル

第１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ

弁の全開操作を実施後，ＦＬＳＲ注水隔離弁を調整開とし

てＤ／Ｗスプレイを実施する。 

⑩当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

低圧原子炉代替注水槽の補給を依頼する。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水

系（常設）による原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員

数及び想定時間は以下のとおり。 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した 

場合，20分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した 

場合，35分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容

器へのスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開

始まで 10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 
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(b) 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系及び低

圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水がで

きず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上

に維持できない場合において，復水輸送系及び注入配管が使用可

能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確

保されている場合。 

ⅱ 操作手順 

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以下の

とおり。手順の対応フローを第 1.4－2 図及び第 1.4－4 図に，概

要図を第 1.4－9 図に，タイムチャートを第 1.4－10 図及び第 1.4

－11 図に示す。(各注入配管使用の場合について，手順⑤⑦⑧以

外は同様。) 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に復水輸

送系による原子炉圧力容器への注水準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，復水輸送系による原子炉圧力容器へ

の注水に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保さ

れていることを状態表示にて確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防止対策とし

てＣＷＴ Ｔ／Ｂ供給遮断弁の全閉操作を実施する。 

④中央制御室運転員Ａは，復水輸送ポンプの起動操作を実施し，

復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力指示値が規定値以上であるこ

とを確認する。 

⑤ａ残留熱除去系(Ａ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を行う。 

⑤ｂ残留熱除去系(Ｂ)注入配管使用の場合 
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中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を行う。 

⑤ｃ残留熱除去系(Ｃ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，Ｃ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を行う。 

⑥当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が復水輸送ポンプの出

口圧力以下であることを確認後，運転員に復水輸送系による

原子炉圧力容器への注水開始を指示する。 

⑦ａ残留熱除去系(Ａ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水弁を開

操作し原子炉圧力容器への注水を開始する。 

⑦ｂ残留熱除去系(Ｂ)注入配管使用の場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁を開操

作し原子炉圧力容器への注水を開始する。 

⑦ｃ残留熱除去系(Ｃ)注入配管使用の場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁を開操

作し原子炉圧力容器への注水を開始する。 

⑧ａ残留熱除去系(Ａ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉への注水が開始されたことを

ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値

の上昇により確認し当直副長に報告するとともに原子炉圧力

容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高

（レベル８）の間で維持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注

水が不要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合

は，Ａ－ＲＨＲ注水弁を全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル

第１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ

弁又はＡ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実施

後，Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水弁を調整開としてＤ／Ｗ

スプレイ又はＳ／Ｃスプレイを実施する。 
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⑧ｂ残留熱除去系(Ｂ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉への注水が開始されたことを

原子炉水位指示値の上昇により確認し当直副長に報告すると

ともに原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）

から原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注

水が不要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合

は，Ｂ－ＲＨＲ注水弁を全閉後，Ｂ－ＲＨＲドライウェル

第１スプレイ弁及びＢ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ

弁又はＢ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実施

後，Ｂ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁を調整開としてＤ／Ｗス

プレイ又はＳ／Ｃスプレイを実施する。 

⑧ｃ残留熱除去系(Ｃ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉への注水が開始されたことを

原子炉水位指示値の上昇により確認し当直副長に報告すると

ともに原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）

から原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。 

ⅲ 操作の成立性 

残留熱除去系（Ａ）の注入配管を使用した復水輸送系による原

子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉

圧力容器への注水開始まで 20 分以内で可能である。 

残留熱除去系（Ｂ）又は残留熱除去系（Ｃ）の注入配管を使用

した復水輸送系による原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御

室運転員１名，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから復水輸送系による原子炉圧力容器への注水開始

まで 30 分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容
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器へのスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開

始まで 30 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

(c) 消火系による原子炉圧力容器への注水 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系及び低

圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送系による原子炉圧力容器へ

の注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベ

ル３）以上に維持できない場合において，消火系及び注入配管が

使用可能な場合※１。ただし，重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽又はろ過

水タンク）が確保されている場合。 

ⅱ 操作手順 

消火系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以下のとお

り。 

手順の対応フローを第 1.4－2 図及び第 1.4－4 図に，概要図を

第 1.4－12 図に，タイムチャートを第 1.4－13 図及び第 1.4－14

図に示す（補助消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水する

場合及び消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水する場合に

ついて，手順④，⑦以外は同様。また，各注水配管使用の場合に

ついて，手順⑥，⑧，⑨以外は同様。）。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に消火系

による原子炉圧力容器への注水準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，消火系による原子炉圧力容器への注

水に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されて

いることを状態表示にて確認する。 
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③中央制御室運転員Ａは，復水輸送系バイパス流防止対策とし

てＣＷＴ Ｔ／Ｂ供給遮断弁の全閉操作を実施する。 

④ａ補助消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水する場合 

中央制御室運転員Ａは，補助消火ポンプを起動する。 

④ｂ消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水する場合 

中央制御室運転員Ａは，消火ポンプの起動操作を実施し，消

火ポンプ出口圧力指示値が規定値以上であることを確認す

る。 

⑤中央制御室運転員ＡはＣＷＴ系・消火系連絡止め弁（消火系）

の全開操作，ＣＷＴ系・消火系連絡止め弁の全開操作を実施

する。 

⑥ａ残留熱除去系(Ａ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を実施

する。 

⑥ｂ残留熱除去系(Ｂ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を実施

する。 

⑥ｃ残留熱除去系(Ｃ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，Ｃ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を実施

する。 

⑦ａ補助消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水する場合 

当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が規定圧力以下となっ

たことを確認後，運転員に消火系による原子炉圧力容器への

注水の開始を指示する。 

⑦ｂ消火ポンプを使用して原子炉圧力容器に注水する場合 

当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が規定圧力以下となっ

たことを確認後，運転員に消火系による原子炉圧力容器への

注水の開始を指示する。 



1.4－29 

⑧ａ残留熱除去系(Ａ)注入配管使用の場合 

中央制御室運転員ＡはＡ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水弁の全開

操作を実施する。 

⑧ｂ残留熱除去系(Ｂ)注入配管使用の場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁の全開

操作を実施する。 

⑧ｃ残留熱除去系(Ｃ)注入配管使用の場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁の全開

操作を実施する。 

⑨ａ残留熱除去系（Ａ）注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始され

たことをＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量の上昇及び原子炉水位指示

値の上昇により確認し，当直副長に報告するとともに原子炉

圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水

位高（レベル８）の間で維持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注

水が不要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合

は，Ａ－ＲＨＲ注水弁を全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル

第１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ

弁又はＡ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実施

後，Ａ－ＲＨＲ ＲＰＶ代替注水弁を調整開としてＤ／Ｗ

スプレイ又はＳ／Ｃスプレイを実施する。 

⑨ｂ残留熱除去系（Ｂ）注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始され

たことを原子炉水位指示値の上昇により確認し，当直副長に

報告するとともに原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低

（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注
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水が不要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合

は，Ｂ－ＲＨＲ注水弁を全閉後，Ｂ－ＲＨＲドライウェル

第１スプレイ弁及びＢ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ

弁又はＢ－ＲＨＲトーラススプレイ弁の全開操作を実施

後，Ｂ－ＲＨＲ注水配管洗浄元弁を調整開としてＤ／Ｗス

プレイ又はＳ／Ｃスプレイを実施する。 

⑨ｃ残留熱除去系（Ｃ）注入配管使用の場合 

中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始され

たことを原子炉水位指示値の上昇により確認し，当直副長に

報告するとともに原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位

高（レベル８）の間で維持する。 

ⅲ 操作の成立性 

残留熱除去系(Ａ)の注入配管を使用した消火系による原子炉圧

力容器への注水操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し

た場合，作業開始を判断してから消火系による原子炉圧力容器へ

の注水開始まで 25 分以内で可能である。 

残留熱除去系（Ｂ）又は残留熱除去系(Ｃ)の注入配管を使用し

た消火系による原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転

員１名，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してから消火系による原子炉圧力容器への注水開始まで 30 分

以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容

器へのスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開

始まで 30 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

（淡水／海水） 
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ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系によ

る原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を

原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低

圧原子炉代替注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西１）又

は輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。 

ⅱ 操作手順 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.4－2 図及

び第 1.4－4 図に，概要図を第 1.4－15 図及び第 1.4－18 図に，タ

イムチャートを第 1.4－16 図，第 1.4－17 図及び第 1.4－19 図に

示す（低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南），低圧原子炉

代替注水系（可搬型）接続口（西）及び低圧原子炉代替注水系（可

搬型）接続口（建物内）を使用した原子炉圧力容器への注水手順

は，交流動力電源が確保されている場合は手順⑥⑨，全交流動力

電源が喪失している場合は手順⑤⑧以外は同様）。 

［交流動力電源が確保されている場合］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に残留熱

除去系Ａ系配管又は残留熱除去系Ｂ系配管を使用した低圧原

子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水の

準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

低圧原子炉代替注水系配管・弁の接続口への低圧原子炉代替

注水系（可搬型）の接続を依頼する。 

③ａＳＡ電源切替盤を使用する場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，低圧原子炉代

替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水に必要な
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Ａ－ＲＨＲ注水弁又はＢ－ＲＨＲ注水弁の電源切替え操作を

実施する 

③ｂ非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合 

中央制御室運転員Ａは，不要な負荷の操作スイッチを「停止 

引ロック」又は「停止」とする。 

 現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃの不要な負荷の切り離しを行  

う。不要な負荷の切り離し後，中央制御室運転員Ａは，非常

用コントロールセンタ切替盤の切替え操作を行い，低圧原子

炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水に必

要なＡ－ＲＨＲ注水弁又はＢ－ＲＨＲ注水弁の電源切替えを

実施する。 

④中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水に必要な電動弁の電源が確保さ

れたこと並びにポンプ及び監視計器の電源が確保されている

ことを状態表示にて確認する。 

⑤当直副長は，運転員に低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への注水の系統構成を指示する。 

⑥ａ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）を使用した

原子炉圧力容器への注水の場合 

中央制御室運転員ＡはＡ－ＲＨＲ注水弁の全開操作及びＦＬ

ＳＲ注水隔離弁の全開操作を実施する。 

⑥ｂ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用した

原子炉圧力容器への注水の場合 

中央制御室運転員ＡはＢ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を実施す

る。 

⑥ｃ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用

した原子炉圧力容器への注水の場合（故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合） 
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中央制御室運転員ＡはＢ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を実施す

る。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器へ注

水するための原子炉建物原子炉棟内の系統構成が完了したこ

とを報告する。 

⑧緊急時対策本部は，当直長に低圧原子炉代替注水系（可搬型）

として使用する大量送水車による送水開始を報告するととも

に緊急時対策要員に低圧原子炉代替注水系（可搬型）として

使用する大量送水車の起動を指示する。 

⑨ａ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）を使用した

原子炉圧力容器への注水の場合 

緊急時対策要員は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として

使用する大量送水車を起動した後，ＦＬＳＲ可搬式設備 Ａ

－注水ライン流量調整弁の全開操作を実施し，低圧原子炉代

替注水系（可搬型）として使用する大量送水車により送水を

開始したことを当直長に報告する。また，当直長は緊急時対

策本部に報告する。 

⑨ｂ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用した

原子炉圧力容器への注水の場合 

緊急時対策要員は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として

使用する大量送水車を起動した後，ＦＬＳＲ可搬式設備 Ｂ

－注水ライン流量調整弁の全開操作を実施し，低圧原子炉代

替注水系（可搬型）として使用する大量送水車により送水を

開始したことを当直長に報告する。また，当直長は緊急時対

策本部に報告する。 

⑨ｃ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用

した原子炉圧力容器への注水の場合（故意による大型航空機
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の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合） 

緊急時対策要員は，ＦＬＳＲ可搬式設備 Ｂ－注水ライン止

め弁の全閉操作を実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬型）

として使用する大量送水車を起動した後，可搬型バルブの全

開操作を実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使

用する大量送水車により送水を開始したことを当直長に報告

する。また，当直長は緊急時対策本部に報告する。 

⑩当直副長は，中央制御室運転員Ａに低圧原子炉代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水の確認を指示する。 

⑪中央制御室運転員Ａは原子炉圧力容器への注水が開始された

ことを低圧原子炉代替注水流量指示値の上昇及び原子炉水位

指示値の上昇により確認し，当直副長に報告するとともに原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子

炉水位高（レベル８）の間で維持する。 

※原子炉圧力容器への注水と原子炉格納容器内へのスプレイ

を実施する場合は，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格

納容器内へのスプレイに必要な系統構成を行い，原子炉圧

力容器への注水と原子炉格納容器内へのスプレイを実施す

る。 

⑫当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が開始された

ことを緊急時対策本部に報告する。 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に残留熱

除去系Ａ系配管又は残留熱除去系Ｂ系配管を使用した低圧原

子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水準

備開始を指示する。 
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②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

低圧原子炉代替注水系配管・弁の接続口への低圧原子炉代替

注水系（可搬型）の接続を依頼する。 

③中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水に必要な監視計器の電源が確保

されていることを状態表示にて確認する。 

④当直副長は，運転員に低圧原子炉代替注水系（可搬型）によ

る原子炉圧力容器への注水の系統構成を指示する。 

⑤ａ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）を使用した

原子炉圧力容器への注水の場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－ＲＨＲ注水弁及びＦＬＳＲ注水

隔離弁の全開操作を実施する。 

⑤ｂ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用した

原子炉圧力容器への注水の場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を実施

する。 

⑤ｃ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用

した原子炉圧力容器への注水の場合（故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合） 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－ＲＨＲ注水弁の全開操作を実施

する。 

⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

注水するための原子炉建物原子炉棟内の系統構成が完了した

ことを報告する。 

⑦緊急時対策本部は，当直長に低圧原子炉代替注水系（可搬型）

として使用する大量送水車による送水開始を報告するととも

に緊急時対策要員に低圧原子炉代替注水系（可搬型）として
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使用する大量送水車の起動を指示する。 

⑧ａ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）を使用した

原子炉圧力容器への注水の場合 

緊急時対策要員は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として

使用する大量送水車を起動した後，ＦＬＳＲ可搬式設備 Ａ

－注水ライン流量調整弁の全開操作を実施し，低圧原子炉代

替注水系（可搬型）として使用する大量送水車により送水を

開始したことを当直長に報告する。また，当直長は緊急時対

策本部に報告する。 

⑧ｂ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用した

原子炉圧力容器への注水の場合 

緊急時対策要員は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として

使用する大量送水車を起動した後，ＦＬＳＲ可搬式設備 Ｂ

－注水ライン流量調整弁の全開操作を実施し，低圧原子炉代

替注水系（可搬型）として使用する大量送水車により送水を

開始したことを当直長に報告する。また，当直長は緊急時対

策本部に報告する。 

⑧ｃ低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用

した原子炉圧力容器への注水の場合（故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合） 

緊急時対策要員は，ＦＬＳＲ可搬式設備 Ｂ－注水ライン止

め弁の全閉操作を実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬型）

として使用する大量送水車を起動した後，可搬型バルブの全

開操作を実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使

用する大量送水車により送水を開始したことを当直長に報告

する。また，当直長は緊急時対策本部に報告する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員Ａに低圧原子炉代替注水系（可

搬型）による原子炉圧力容器への注水確認を指示する。 
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⑩中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始され

たことを低圧原子炉代替注水流量指示値の上昇及び原子炉水

位指示値の上昇により確認し，当直副長に報告する。また，

緊急時対策要員は中央制御室運転員の指示に基づき原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位

高（レベル８）の間で維持する。 

※原子炉圧力容器への注水と原子炉格納容器内へのスプレイ

を実施する場合は，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格

納容器内へのスプレイに必要な系統構成を行い，原子炉圧

力容器への注水と原子炉格納容器内へのスプレイを実施す

る。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子炉代替注

水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が開始された

ことを緊急時対策本部に報告する。 

ⅲ 操作の成立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水操作のうち，運転員が実施する原子炉建物原子炉棟内での各注

入配管の系統構成を，交流電源が確保されている場合は中央制御

室運転員１名及び現場運転員２名，全交流動力電源が喪失してい

る場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実

施した場合の想定時間は以下のとおり。 

［交流動力電源が確保されている場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南），低圧原子炉代替

注水系（可搬型）接続口（西）又は低圧原子炉代替注水系（可

搬型）接続口（建物内）を使用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25 分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：40分以内 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 
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低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）使用の場合：50 

分以内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）使用又は低圧原

子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）使用（故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）

の場合：40 分以内 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器

への注水操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での大量送

水車による送水操作に必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

［低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉

代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合］ 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 10 分以内 

［低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する

場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる

影響がある場合）］ 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水操作は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低

圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作

業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原

子炉圧力容器への注水開始まで２時間 10 分以内で可能である。ま

た，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水開始まで３時間 10 分以内で可能

である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容

器へのスプレイを実施する場合の想定時間は以下のとおり。 

［交流動力電源が確保されている場合：10分以内］ 
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［全交流動力電源が喪失している場合：40分以内］ 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信設備等を整備する。低圧原子炉代替注水系（可搬型）とし

て使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具で

あり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施

可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いる

ことで暗闇における作業性についても確保している。室温は通常

運転時と同程度である。 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選

択フローチャートを第 1.4－33 図に示す。 

外部電源，代替交流電源設備等により交流動力電源が確保できた場

合，低圧原子炉代替注水槽が使用可能であれば低圧原子炉代替注水系

（常設）により原子炉圧力容器へ注水する。低圧原子炉代替注水槽が

使用できない場合，復水輸送系，消火系又は低圧原子炉代替注水系（可

搬型）により原子炉圧力容器へ注水する。 

交流動力電源が確保できない場合，現場での手動操作により系統構

成を実施し，低圧原子炉代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器

へ注水する。 

なお，消火系による原子炉圧力容器への注水は，発電所構内で重大

事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生してい

ないこと及び補助消火水槽又はろ過水タンクの使用可能が確認できた

場合に実施する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水を

実施する際の注入配管の選択は，注水流量が多いものを優先して使用

する。優先順位は以下のとおり。 

優先①：残留熱除去系(Ａ)注入配管（注水流量が多い） 



1.4－40 

優先②：残留熱除去系(Ｂ)注入配管 

また，復水輸送系又は消火系による原子炉圧力容器への注水を実施

する際の注入配管の選択は，中央制御室からの操作が可能であるもの

を優先して使用する。 

優先①：残留熱除去系(Ａ)注入配管（中央制御室からの操作が可能） 

優先②：残留熱除去系(Ｂ)注入配管 

優先③：残留熱除去系(Ｃ)注入配管 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容器へ

の注水 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）の故障により，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉

心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができない場合は，常

設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留

熱除去系（低圧注水モード）の電源を復旧し，原子炉補機冷却系（原

子炉補機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を

確保することで，残留熱除去系（低圧注水モード）にて原子炉圧力

容器へ注水する。 

なお，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機

に関する手順等は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備す

る。 

また，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）又は原子炉

補機代替冷却系に関する手順については，「1.5 最終ヒートシンク

へ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機を用

いて緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電
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気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残

留熱除去系（低圧注水モード）が使用可能な状態※１に復旧された

場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッ

ション・チェンバ）が確保されている状態。 

ⅱ 操作手順 

Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力

容器への注水手順の概要は以下のとおり（Ｂ及びＣ－残留熱除去

系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水手順も同様）。

概要図を第 1.4－20図に，タイムチャートを第 1.4－21図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転

員にＡ－残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力

容器への注水準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）

の起動に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保さ

れていること，並びに補機冷却水が確保されていることを状

態表示にて確認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

ガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼し，Ａ－残留熱除

去系（低圧注水モード）が使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去ポンプの起動操作を

実施し，Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力指示値が規定値以上

であることを確認後，当直副長にＡ－残留熱除去系（低圧注

水モード）による原子炉圧力容器への注水準備完了を報告す

る。 

⑤当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が残留熱除去ポンプの

出口圧力以下であることを確認後，中央制御室運転員にＡ－

残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への
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注水開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，Ａ－ＲＨＲ注水弁を全開として原子

炉圧力容器への注水を開始する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始され

たことをＡ－残留熱除去ポンプ出口流量指示値の上昇及び原

子炉水位指示値の上昇により確認し，当直副長に報告すると

ともに原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）

から原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注

水が不要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合

は，Ａ－ＲＨＲ注水弁を全閉後，Ａ－ＲＨＲドライウェル

第１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ

弁又はＡ－ＲＨＲトーラススプレイ弁を全開してＤ／Ｗス

プレイ又はＳ／Ｃスプレイを実施する。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから残留熱除去系（低圧注水モード）による

原子炉圧力容器への注水開始まで 10 分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容

器へのスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開

始まで 10 分以内で可能である。 

(b) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）の故障により残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができない場合は，常設

代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により低圧炉

心スプレイ系の電源を復旧し，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保すること
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で，低圧炉心スプレイ系にて原子炉圧力容器への注水を実施する。 

なお，常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機

に関する手順等については「1.14 電源の確保に関する手順等」に

て整備する。 

また，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）又は原子炉

補機代替冷却系に関する手順については，「1.5 最終ヒートシンク

へ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機を用

いて緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電

気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残

留熱除去系（低圧注水モード）が復旧できず，低圧炉心スプレイ

系が使用可能な状態に※１復旧された場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッ

ション・チェンバ）が確保されている状態。 

ⅱ 操作手順 

低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水手順

の概要は以下のとおり。 

手順の対応フローを第 1.4－2 図及び第 1.4－4 図に，概要図を

第 1.4－22 図に，タイムチャートを第 1.4－23 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転

員に低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水の準

備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，低圧炉心スプレイ系の起動に必要な

ポンプ，電動弁及び監視計器の電源が確保されていること並

びに補機冷却水が確保されていることを状態表示にて確認す

る。 
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③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

ガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼し，低圧炉心スプ

レイ系が使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，低圧炉心スプレイ・ポンプの起動操

作を実施し，低圧炉心スプレイポンプ出口圧力指示値が規定

値以上であることを確認後，当直副長に低圧炉心スプレイ系

による原子炉圧力容器への注水準備完了を報告する。 

⑤当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が低圧炉心スプレイ・

ポンプの出口圧力以下であることを確認後，中央制御室運転

員に，低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水の

開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，ＬＰＣＳ注水弁を全開として原子炉

圧力容器への注水を開始する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始され

たことを低圧炉心スプレイポンプ出口流量指示値の上昇及び

原子炉水位指示値の上昇により確認し，当直副長に報告する

とともに原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）

から原子炉水位高（レベル８）の間で維持する。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容

器への注水開始まで 10 分以内で可能である。 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選

択フローチャートを第 1.4－33 図に示す。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により交

流動力電源が確保できた場合，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。）の運転が可能であれば残留熱除去系（低圧注水モード）によ
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り原子炉圧力容器へ注水する。また，残留熱除去系（低圧注水モード）

が復旧できず，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の運転

が可能であれば，低圧炉心スプレイ系により原子炉圧力容器へ注水す

る。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の運転ができない場

合，原子炉補機代替冷却系を設置し，残留熱除去系（低圧注水モード）

により原子炉圧力容器へ注水するが，原子炉補機代替冷却系の設置に

時間を要することから，低圧原子炉代替注水系（常設）等による原子

炉圧力容器への注水を並行して実施する。 

発電用原子炉停止後は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

による発電用原子炉からの除熱を実施する。 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

炉心の著しい損傷，溶融が発生した場合において，溶融炉心が原子炉

圧力容器を破損し原子炉格納容器下部へ落下した場合，ペデスタル代替

注水系により原子炉格納容器下部へ注水することで落下した溶融炉心を

冷却するが，原子炉圧力容器内に溶融炉心が残存した場合は，低圧代替

注水により原子炉圧力容器へ注水することで残存した溶融炉心を冷却し，

原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱を抑制する。 

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子

炉圧力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水

系（常設）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子

炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペ

デスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上

昇又は喪失により確認する。 



1.4－46 

ⅱ 操作手順 

低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却につ

いては，「(1)ａ.(a)低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉

圧力容器への注水」の操作手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを第 1.4－6 図に示す。また，概要図は

第 1.4－7 図，タイムチャートは第 1.4－8 図と同様である。 

ⅲ 操作の成立性  

上記の操作のうち作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水

系（常設）による原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員

数及び想定時間は以下のとおり。 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施し 

た場合，20分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施し 

た場合，35分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

(b) 復水輸送系による残存溶融炉心の冷却 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子

炉圧力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水

系（常設）が使用できず，復水輸送系による原子炉圧力容器への

注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子

炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペ

デスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上

昇又は喪失により確認する。 
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ⅱ 操作手順 

復水輸送系による残存溶融炉心の冷却については，「(1)ａ.(b)

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水」の操作手順のうち残

留熱除去系(Ａ)注入配管を使用した手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを第 1.4－6 図に示す。また，概要図は

第 1.4－9 図，タイムチャートは第 1.4－10 図と同様である。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉圧力容器への注

水開始まで 20 分以内で可能である。 

(c) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子

炉圧力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水

系（常設）及び復水輸送系が使用できず，消火系による原子炉圧

力容器への注水が可能な場合。ただし，重大事故等へ対処するた

めに消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子

炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペ

デスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上

昇又は喪失により確認する。 

ⅱ 操作手順 

消火系による残存溶融炉心の冷却については，「(1)ａ.(c)消火

系による原子炉圧力容器への注水」の操作手順のうち，残留熱除

去系(Ａ)注入配管を使用した手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを第 1.4－6 図に示す。また，概要図は

第 1.4－12 図，タイムチャートは第 1.4－13 図と同様である。 
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ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから消火系による原子炉圧力容器への注水開

始まで 25 分以内で可能である。 

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡

水／海水） 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子

炉圧力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原子

炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，ペ

デスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の上

昇又は喪失により確認する。 

ⅱ 操作手順 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却に

ついては，「(1)ａ.(d)低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原

子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」の操作手順（交流電源が確

保されている場合）の手順と同様である。 

なお，手順の対応フローを第 1.4－6 図に示す。また，概要図は

第 1.4－15 図，タイムチャートは第 1.4－16 図及び第 1.4－17 図

と同様である。 

ⅲ 操作の成立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却操

作のうち，運転員が実施する各注入配管の系統構成を中央制御室

運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合の想定時

間は以下のとおり。 

［低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南），低圧原子炉代替 
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注水系（可搬型）接続口（西）又は低圧原子炉代替注水系（可 

搬型）接続口（建物内）を使用の場合］ 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25 分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：40分以内 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の

冷却操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での低圧原子炉

代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却操作に必要な要

員数及び想定時間は以下のとおり。 

［低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉

代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用の場合］ 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 10 分以内 

［低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用の場

合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響がある場合）］ 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却操

作は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原

子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開

始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶

融炉心の冷却開始まで２時間 10 分以内で可能である。また，低圧

原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，

作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

残存溶融炉心の冷却開始まで３時間 10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。低圧原子炉代替注水系（可搬型）と

して使用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具

であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実

施可能である。 
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また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いる

ことで，暗闇における作業性についても確保している。室温は通

常運転時と同程度である。 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選

択フローチャートを第 1.4－33 図に示す。 

代替交流電源設備等により交流電源が確保できた場合，低圧原子炉

代替注水槽が使用可能であれば低圧原子炉代替注水系（常設）により

原子炉圧力容器へ注水し，残存した溶融炉心を冷却する。低圧原子炉

代替注水槽が使用できない場合，復水輸送系，消火系又は低圧原子炉

代替注水系（可搬型）により原子炉圧力容器へ注水し，残存した溶融

炉心を冷却する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手

段については，低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器

への注水手段と同時並行で準備する。 

また，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬

型），復水輸送系，消火系の手段のうち原子炉圧力容器への注水可能な

系統１系統以上を起動し，注水のための系統構成が完了した時点で，

その手段による原子炉圧力容器への注水を開始する。 

なお，消火系による原子炉圧力容器への注水は，発電所構内で重大

事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生してい

ないこと及び補助消火水槽又はろ過水タンクの使用可能が確認できた

場合に実施する。 

低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水を実施す

る際の注入配管の選択は，注水流量が多いものを優先して使用する。

優先順位は以下のとおり。 

優先①：残留熱除去系(Ａ)注入配管（注水流量が多い） 

優先②：残留熱除去系(Ｂ)注入配管 
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1.4.2.2 発電用原子炉停止中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水   

発電用原子炉停止中に原子炉圧力容器へ注水する機能が喪失した場

合の対応手順については，「1.4.2.1(1)a.(a)低圧原子炉代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水」，「1.4.2.1(1)a.(b)復水輸送系に

よる原子炉圧力容器への注水」，「1.4.2.1(1)a.(c)消火系による原子炉

圧力容器への注水」，「1.4.2.1(1)a.(d)低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」の対応手順と同様であ

る。 

なお，手順の対応フローを第 1.4－5 図に示す。 

ｂ．原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

(a) 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による崩壊熱除去機能

が喪失した場合，非常用電源が使用可能であれば原子炉浄化補助ポ

ンプを起動して原子炉除熱を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉除熱が

できない場合において，原子炉浄化系が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，電源及び冷却水が確保されており，原

子炉水位指示値が原子炉水位低（レベル３）から原子炉水

位高（レベル８）の間で維持され，かつ原子炉圧力指示値

が規定値以下の状態。 

ⅱ 操作手順 

原子炉浄化系による原子炉除熱手順の概要は以下のとおり。概

要図を第 1.4－24 図に，タイムチャートを第 1.4－25 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に原子炉

浄化系による発電用原子炉からの除熱の準備開始を指示する。 
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②中央制御室運転員Ａは，原子炉浄化系による発電用原子炉か

らの除熱に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電源並びに

補機冷却水が確保されていること，原子炉水位指示値が原子

炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で

維持されていること，原子炉圧力指示値が規定値以下である

ことを状態表示にて確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，原子炉浄化系による発電用原子炉か

らの除熱の系統構成として，再生熱交管側入口弁の全閉，補

助熱交入口弁，フィルタバイパス弁，循環ポンプバイパス弁

の全開，ＣＵＷ非再生熱交出口温度調節弁，系統流量調節弁

の調整開操作を実施する。また，格納容器隔離を復旧後，Ｃ

ＵＷ入口内側隔離弁，ＣＵＷ入口外側隔離弁，補助ポンプ入

口弁の全開操作を実施する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，ＣＵＷ脱塩装置バイパス弁の全開操

作を実施する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，原子炉浄化系による発電用原子炉か

らの除熱の準備が完了したことを当直副長に報告する。 

⑥当直副長は，中央制御室運転員に原子炉浄化系による発電用

原子炉からの除熱開始を指示する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，原子炉浄化補助ポンプの起動操作を

実施し，出口圧力が上昇したことを出口圧力計にて確認後，

補助ポンプ出口弁の全開操作を実施する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，フィルタ入口圧力調節弁及びフィル

タ入口圧力調節弁バイパス弁を調整開操作し，発電用原子炉

からの除熱を開始する。 

⑨中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉からの除熱が開始され

たことを系統流量指示値の上昇及びＲＰＶ底部ドレン温度指

示値の上昇が緩和したことを確認し，当直副長に報告する。 



1.4－53 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉浄化系による

発電用原子炉からの除熱開始まで 70 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信設備等を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選

択フローチャートを第 1.4－33 図に示す。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による崩壊熱除去機能が

喪失した場合，非常用電源が使用可能であれば原子炉浄化系により原

子炉除熱する。 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の発電用原

子炉からの除熱 

全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）の故障により，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に

よる発電用原子炉からの除熱ができない場合は，常設代替交流電源

設備として使用するガスタービン発電機により残留熱除去系（原子

炉停止時冷却モード）の電源を復旧し，原子炉補機冷却系（原子炉

補機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保

することで，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）にて発電用

原子炉からの除熱を実施する。 

なお，常設代替交流電源設備に関する手順等は「1.14 電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

また，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）及び原子炉

補機代替冷却系に関する手順は，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸
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送するための手順等」にて整備する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機を用

いて緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電

気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が使用可能な状態※１に復

旧された場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び補機冷却水が確保されており，

原子炉水位指示値が原子炉水位低（レベル３）から原子炉水

位高（レベル８）の間で維持され，かつ原子炉圧力指示値が

規定値以下の状態。 

ⅱ 操作手順 

Ａ－残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の発

電用原子炉からの除熱手順の概要は以下のとおり。（Ｂ－残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱

手順も同様）概要図を第 1.4－26 図に，タイムチャートを第 1.4

－27 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断に基づき，運転員にＡ－残留熱

除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉から

の除熱準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）の起動に必要なポンプ，電動弁及び監視計器の電

源並びに補機冷却水が確保されていること，原子炉水位指示

値が原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）

の間で維持されていること，原子炉圧力指示値が原子炉停止

時冷却モードインターロック解除の設定値以下であることを

状態表示にて確認する。 

 



1.4－55 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

ガスタービン発電機の負荷容量確認を依頼し，Ａ－残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）が使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）による発電用原子炉からの除熱の系統構成として，

Ａ－ＲＨＲ封水ポンプ停止操作，Ａ－ポンプトーラス水入口

弁，Ａ－ミニマムフロー弁，Ａ－熱交入口弁の全閉，Ａ－熱

交バイパス弁の全開操作を実施する。また，格納容器隔離を

復旧後，炉水入口内側隔離弁，炉水入口外側隔離弁，Ａ－ポ

ンプ炉水入口弁の全開操作を実施する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－ＲＨＲ封水ポンプ及びＡ－ミニ

マムフロー弁の電源「切」操作を実施する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）運転の準備完了を当直副長に報告する。 

⑦当直副長は，中央制御室運転員にＡ－残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱開始を指

示する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，Ａ－残留熱除去ポンプの起動操作を

実施し，Ａ－残留熱除去ポンプの出口圧力が上昇したことを

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力にて確認後，Ａ－ポンプ炉水

戻り弁を調整開する。 

⑨中央制御室運転員Ａは，Ａ－熱交入口弁を開操作，Ａ－熱交

バイパス弁を閉操作し，発電用原子炉からの除熱を開始する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉からの除熱が開始され

たことをＡ－残留熱除去ポンプ出口流量指示値の上昇及びＡ

－残留熱除去系熱交換器入口温度指示値の低下により確認し，

当直副長に報告する。 
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ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除去系（原子

炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱開始まで 35

分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信設備等を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

ｂ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選

択フローチャートを第 1.4－33 図に示す。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により交

流動力電源が確保できた場合，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。）の運転が可能であれば残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）により発電用原子炉からの除熱を実施する。原子炉補機冷却系（原

子炉補機海水系を含む。）の運転ができない場合，原子炉補機代替冷却

系を設置し，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）により発電用

原子炉からの除熱を実施するが，原子炉補機代替冷却系の設置に時間

を要することから，低圧原子炉代替注水系（常設）等による原子炉圧

力容器への注水を並行して実施する。 

1.4.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水 

残留熱除去系（低圧注水モード）が健全な場合は，自動起動（原子炉

水位低（レベル１）又はドライウェル圧力高）による作動，又は中央制

御室からの手動操作により残留熱除去系（低圧注水モード）を起動し，

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施

する。 

ａ．手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による
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原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

ｂ．操作手順 

Ａ－残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注

水手順の概要は以下のとおり（Ｂ－残留熱除去系（低圧注水モード）

又はＣ－残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への

注水手順も同様）。概要図を第 1.4－28 図に，タイムチャートを第 1.4

－29 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に

残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水

の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操作，又は自

動起動信号（原子炉水位低（レベル１）又はドライウェル圧力高）

によりＡ－残留熱除去ポンプが起動し，残留熱除去ポンプ出口圧

力指示値が規定値以上となったことを確認後，当直副長に残留熱

除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水準備完

了を報告する。 

③当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が規定圧力以下となったこ

とを確認後，中央制御室運転員に残留熱除去系（低圧注水モード）

による原子炉圧力容器への注水開始を指示する。 

④中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動操作，又は自動起

動信号（原子炉水位低（レベル１）及び注水弁差圧低，又はドラ

イウェル圧力高及び注水弁差圧低）によりＡ－ＲＨＲ注水弁が全

開となったことを確認する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたこ

とを残留熱除去ポンプ出口流量指示値の上昇及び原子炉水位指示

値の上昇により確認し，当直副長に報告するとともに原子炉圧力

容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レ
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ベル８）の間で維持する。 

※原子炉圧力容器内の水位が維持され原子炉圧力容器への注水が

不要となる間，原子炉格納容器内にスプレイする場合は，Ａ－

ＲＨＲ注水弁，Ａ－熱交バイパス弁を全閉後，Ａ－ＲＨＲドラ

イウェル第１スプレイ弁及びＡ－ＲＨＲドライウェル第２スプ

レイ弁又はＡ－ＲＨＲトーラススプレイ弁を全開してＤ／Ｗス

プレイ又はＳ／Ｃスプレイを実施する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉

圧力容器への注水開始まで２分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで 10

分以内で可能である。 

(2) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの

除熱 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）が健全な場合は，中央制御

室からの手動操作により残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）を起

動し，発電用原子炉からの除熱を実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

原子炉水位指示値が原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レ

ベル８）の間で維持され，かつ原子炉圧力指示値が規定値以下の場合。 

ｂ．操作手順 

Ａ－残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉

からの除熱手順の概要は以下のとおり（Ｂ－残留熱除去系（原子炉停

止時冷却モード）による原子炉除熱手順も同様）。概要図を第 1.4－30

図に示す。タイムチャートは第 1.4－27 図と同様である。 
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①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に残留熱除去

系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱準

備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，原子炉水位指示値が原子炉水位低（レベ

ル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持されていること，

原子炉圧力指示値が原子炉停止時冷却モードインターロック解除

の設定値以下であることを状態表示にて確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

による発電用原子炉からの除熱の系統構成として，Ａ－ＲＨＲ封

水ポンプ停止操作，Ａ－ポンプトーラス水入口弁，Ａ－ミニマム

フロー弁，Ａ－熱交入口弁の全閉，Ａ－熱交バイパス弁，炉水入

口内側隔離弁，炉水入口外側隔離弁，Ａ－ポンプ炉水入口弁の全

開操作を実施する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－ＲＨＲ封水ポンプ及びＡ－ミニマム

フロー弁の電源「切」操作を実施する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

運転の準備完了を当直副長に報告する。 

⑥当直副長は，中央制御室運転員に残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）による発電用原子炉からの除熱開始を指示する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，残留熱除去ポンプの起動操作を実施し，

残留熱除去ポンプ出口圧力指示値が上昇したことを確認後，Ａ－

ポンプ炉水戻り弁を調整開する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，Ａ－熱交入口弁を開操作，Ａ－熱交バイ

パス弁を閉操作し，発電用原子炉からの除熱を開始する。 

⑨中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉からの除熱が開始されたこ

とを残留熱除去ポンプ出口流量指示値の上昇及び残留熱除去系熱

交換器入口温度指示値の低下により確認し，当直副長に報告する。 
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ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて操作

を実施した場合，作業開始を判断してから残留熱除去系（原子炉停止

時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱開始まで 35 分以内で可

能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信設備等を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

(3) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

低圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動（原子炉水位低（レベ

ル１）又はドライウェル圧力高）による作動，又は中央制御室からの手

動操作により低圧炉心スプレイ系を起動し，サプレッション・チェンバ

を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による

原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

ｂ．操作手順 

低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水手順の概要は以

下のとおり。 

手順の対応フローを第 1.4－2図及び第 1.4－4図に，概要図を第 1.4

－31 図に，タイムチャートを第 1.4－32 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に

低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水の準備開始を

指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操作，又は自

動起動信号（原子炉水位低（レベル１）又はドライウェル圧力高）

により低圧炉心スプレイ・ポンプが起動し，低圧炉心スプレイポ

ンプ出口圧力指示値が規定値以上となったことを確認後，当直副
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長に低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水の準備完

了を報告する。 

③当直副長は，原子炉圧力容器内の圧力が規定圧力以下となったこ

とを確認後，中央制御室運転員に，低圧炉心スプレイ系による原

子炉圧力容器への注水開始を指示する。 

④中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動操作，又は自動起

動信号（原子炉水位低（レベル１）及び注水弁差圧低，又はドラ

イウェル圧力及び注水弁差圧低）によりＬＰＣＳ注水弁が全開と

なったことを確認する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始されたこ

とを低圧炉心スプレイポンプ出口流量指示値の上昇及び原子炉水

位指示値の上昇により確認し，当直副長に報告するとともに原子

炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位

高（レベル８）の間で維持する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への

注水開始まで２分以内で可能である。 

1.4.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）及び原子炉補機代替冷却

系による補機冷却水確保手順については，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を

輸送するための手順等」にて整備する。 

低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ

の水の補給手順，水源から接続口までの大量送水車による送水手順及び外

部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・チェン

バ）への水源切替え手順については，「1.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給手順等」にて整備する。 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備として使用するガスタービ
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ン発電機又は可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車による

低圧原子炉代替注水ポンプ，復水輸送ポンプ，消火ポンプ，残留熱除去ポ

ンプ，低圧炉心スプレイ・ポンプ，電動弁及び中央制御室監視計器類への

電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発

電機，可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車及び大量送水

車への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて

整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順については「1.15 事故

時の計装に関する手順等」にて整備する。 
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第1.4－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧(１／９) 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ※５ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

低圧炉心スプレイ・ポンプ 

低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ 

・スパージャ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
） 

に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ジェットポンプ 

原子炉再循環系 配管 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「減圧冷却」等 

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 

 

  



1.4－64 

対応手段，対処設備，手順書一覧(２／９) 

（原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（低圧注水モー

ド）低圧炉心スプレイ系 低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽※１ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 
  

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲポンプによる原子

炉注水」 

復
水
輸
送
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

復水輸送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる原子炉注水」 

消
火
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消火

ポンプによる原子炉注水」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 

 

  



1.4－65 

対応手段，対処設備，手順書一覧(３／９) 

（原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（低圧注水モー

ド）低圧炉心スプレイ系 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

大量送水車 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

燃料補給設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大量送水車による原子炉注

水」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水」 

輪谷貯水槽（西１）※１，※４ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※４ 

 

自
主
対
策
設
備 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 

 

  



1.4－66 

対応手段，対処設備，手順書一覧(４／９) 

（原子炉運転中のサポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。） 

 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
の
復
旧 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 

原子炉補機代替冷却系※３ 

代替所内電気設備※２ 

常設代替交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる原子炉注水」 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
復
旧 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 

原子炉補機代替冷却系※３ 

代替所内電気設備※２ 

常設代替交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＬＰＣＳによる原子炉注水」 

低圧炉心スプレイ・ポンプ 

低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ 

・スパージャ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 

 

 

 

 

 

  



1.4－67 

対応手段，対処設備，手順書一覧(５／９) 

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

溶
融
炉
心
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
残
存
す
る
場
合 

－ 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る 

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽※１ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－４」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲポンプによる原子

炉注水」 

復
水
輸
送
系
に
よ
る 

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却 

復水輸送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－４」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる原子炉注水」 

消
火
系
に
よ
る 

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却 

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－４」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消火

ポンプによる原子炉注水」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 

 

 

  



1.4－68 

対応手段，対処設備，手順書一覧(６／９) 

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

溶
融
炉
心
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
残
存
す
る
場
合 

－ 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る 

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却 

大量送水車 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

燃料補給設備※２ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－４」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大量送水車による原子炉注

水」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水」 

輪谷貯水槽（西１）※１，※４ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※４ 

 

自
主
対
策
設
備 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 

 

  



1.4－69 

対応手段，対処設備，手順書一覧(７／９) 

（原子炉停止中のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード） 低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽※１ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲポンプによる原子

炉注水」 

復
水
輸
送
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

復水輸送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる原子炉注水」 

消
火
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消火

ポンプによる原子炉注水」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(８／９) 

（原子炉停止中のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード） 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

大量送水車 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

燃料補給設備※２ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大量送水車による原子炉注

水」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水」 

輪谷貯水槽（西１）※１，※４ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※４ 

 

自
主
対
策
設
備 

原
子
炉
浄
化
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱 

原子炉浄化補助ポンプ 

原子炉圧力容器 

原子炉浄化系非再生熱交換器 

原子炉再循環系 配管・弁 

原子炉浄化系 配管・弁 

給水系 配管・弁・スパージャ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 

非常用交流電源設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＵＷによる原子炉除熱」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧(９／９) 

（原子炉停止中のサポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。） 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
残
留
熱
除
去
系 

（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
の
復
旧 

原子炉圧力容器 

原子炉補機代替冷却系※３ 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる原子炉除熱」 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ジェットポンプ 

原子炉再循環系 配管 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 
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第1.4－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(１／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲポンプによる原子炉注水」 判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 代替注水流量（常設） 

補機監視機能 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(b) 復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別要領書 

「ＣＷＴによる原子炉注水」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧  

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

補機監視機能 復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 
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監視計器一覧(２／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(c) 消火系による原子炉圧力容器への注水 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる

原子炉注水」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧  

水源の確保 

Ａ－補助消火水槽水位 

Ｂ－補助消火水槽水位 

ろ過水タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

補機監視機能 
Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

水源の確保 

Ａ－補助消火水槽水位 

Ｂ－補助消火水槽水位 

ろ過水タンク水位 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水） 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大量送水車による原子炉注水」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 
低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量(狭帯域用) 

補機監視機能 大量送水車ポンプ出口圧力 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 
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監視計器一覧(３／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

事故時運転操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる原子炉注水」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

補機監視機能 

Ⅰ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 
Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

補機監視機能 
Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(b) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

事故時運転操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＬＰＣＳによる原子炉注水」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

補機監視機能 Ⅰ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

補機監視機能 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 
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監視計器一覧(４／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「注水－４」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲポンプによる原子炉注水」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ) 

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル温度(ＳＡ) 

サプレッション・プール水温度(ＳＡ) 

ペデスタル温度(ＳＡ) 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 代替注水流量（常設） 

補機監視機能 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位 
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監視計器一覧(５／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(b) 復水輸送系による残存溶融炉心の冷却 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「注水－４」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる原子炉注水」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ) 

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル温度(ＳＡ) 

サプレッション・プール水温度(ＳＡ) 

ペデスタル温度(ＳＡ) 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

補機監視機能 復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

  



1.4－77 

監視計器一覧(６／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(c) 消火系による残存溶融炉心の冷却 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「注水－４」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消火ポンプによる

原子炉注水」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力(ＳＡ) 

サプレッション・チェンバ圧力(ＳＡ) 

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル温度(ＳＡ) 

サプレッション・プール水温度(ＳＡ) 

ペデスタル温度(ＳＡ) 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 

Ａ－補助消火水槽水位 

Ｂ－補助消火水槽水位 

ろ過水タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

補機監視機能 
Ａ－消火ポンプ出口圧力 

Ｂ－消火ポンプ出口圧力 

水源の確保 

Ａ－補助消火水槽水位 

Ｂ－補助消火水槽水位 

ろ過水タンク水位 

  



1.4－78 

監視計器一覧(７／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.1 発電用原子炉運転中における対応手順 

(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の対応手順 

ａ．低圧代替注水 

(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海水） 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「注水－４」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大量送水車による原子炉注水」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 
低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量(狭帯域用) 

補機監視機能 大量送水車ポンプ出口圧力 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

  



1.4－79 

監視計器一覧(８／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 発電用原子炉停止中における対応手順 

(1) フロントライン系故障時の対応手順 

ｂ．原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

(a) 原子炉浄化系による発電用原子炉からの除熱 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

補機監視機能 
Ⅰ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

最終ヒートシンクの確保 

原子炉浄化系系統流量 

原子炉浄化系系統入口温度 

原子炉浄化系非再生熱交出口温度 

  



1.4－80 

監視計器一覧(９／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.2 発電用原子炉停止中における対応手順 

(2) サポート系故障時の対応手順 

ａ．復旧 

(a) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）電源復旧後の発電用原子炉からの除熱 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対応」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる原子炉除熱」 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（停止域） 

原子炉水位（定検時水張用） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の温度 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

補機監視機能 

Ⅰ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（停止域） 

原子炉水位（定検時水張用） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

補機監視機能 
Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

最終ヒートシンクの確保 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ａ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ⅰ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

  



1.4－81 

監視計器一覧(１０／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

補機監視機能 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口流量 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口流量 

補機監視機能 

Ａ－残留熱除去系ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去系ポンプ出口圧力 

Ｃ－残留熱除去系ポンプ出口圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

  



1.4－82 

監視計器一覧(１１／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(2) 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「減圧冷却」等 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（停止域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（定検時水張用） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の温度 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

補機監視機能 

Ⅰ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（停止域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（定検時水張用） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

補機監視機能 
Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 

最終ヒートシンクの確保 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ａ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ⅰ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

  



1.4－83 

監視計器一覧(１２／１２) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.4.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(3) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

補機監視機能 Ⅰ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（停止域） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

補機監視機能 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 
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第1.4－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.4】 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原

子炉を冷却するための手順等 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

常設代替交流電源設備 

 

ＳＡ－Ｌ／Ｃ 

低圧原子炉代替注水系弁 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

残留熱除去ポンプ 

常設代替交流電源設備 

 

Ｍ／Ｃ Ｃ系 

Ｍ／Ｃ Ｄ系 

残留熱除去系弁 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

低圧炉心スプレイ・ポンプ 

常設代替交流電源設備 

 

Ｍ／Ｃ Ｃ系 

低圧炉心スプレイ系弁 

常設代替交流電源設備 

 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

中央制御室監視計器類 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

計装Ｃ／Ｃ Ｃ系 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開して

いる。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあることを

示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」

を確認することとする。 

 

  

第1.4－1図 機能喪失原因対策分析（補足） 

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因１ 故障要因２ 故障要因３ 故障要因４ 故障要因５ 故障要因６ 故障要因７ 故障要因８
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 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。  

第1.4－2図 ＥＯＰ 「水位確保」における対応フロー 
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第1.4－3図 ＥＯＰ「減圧冷却」における対応フロー 
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第1.4－4図 ＥＯＰ「水位回復」における対応フロー 
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(1) フロントライン系故障時の対応手段の選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第1.4－33図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート（１／３） 
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(2) サポート系故障時の対応手段の選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第1.4－33図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート（２／３） 
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(3) 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合 

 

第1.4－33図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート（３／３） 
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1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.5.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

(b) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｃ．手順等 

1.5.2 重大事故等時の手順 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ａ．残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全であ

る場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 

ｃ．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の

場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

（現場操作） 
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ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 

ｃ．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現

場操作） 

(4) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

ｂ．大型送水ポンプ車による除熱 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

1.5.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による除熱 

1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 
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1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損

傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずる

ものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために

必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

【解釈】 

１ 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以

下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための

手順等をいう。 

（１）炉心損傷防止 

ａ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定し

た上で、BWR においては、サプレッションプールへの熱の蓄積により、

原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って

所内車載代替の最終ヒートシンク（UHS）の繋ぎ込み及び最終的な熱

の逃がし場への熱の輸送ができること。加えて、残留熱除去系(RHR)

の使用が不可能な場合について考慮すること。 

 また、PWR においては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃が

し弁による２次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場へ

の熱の輸送ができること。 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能は，

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）並びに原

子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による冷却機能である。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格
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納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防

止するため，最終ヒートシンクへ熱を輸送するための対処設備を整備する。

ここでは，この対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.5.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発

生する前に生ずるものに限る。）を防止するため，最終ヒートシンクへ熱

を輸送する必要がある。最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設計基

準事故対処設備として，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留

熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格

納容器冷却モード）並びに原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備が健全であれば，これらを重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として位置付け重大事故等の対処に用いるが，

設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するために，

設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下「機

能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる対応手

段及び重大事故等対処設備を選定する。（第 1.5－1 図） 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段

と自主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやす

べてのプラント状況において使用することは困

難であるが，プラント状況によっては，事故対応

に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，「技術的能力審査基準」（以下「審

査基準」という。）だけでなく，「設置許可基準規則」第四十八条及び「技

術基準規則」第六十三条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足

する設備が網羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との

関係を明確にする。 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である残留熱除去系（原子炉停



1.5－6 

止時冷却モード），残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）が健全であれば重大事故等の

対処に用いる。 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの

除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

この対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

に発電用原子炉を冷却するための手順等」における「残留熱除去系（原

子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱」にて整理する。 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）による原子炉

格納容器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード） 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

これらの対応手段及び設備は，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のた

めの手順等」における「残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却

モード）によるサプレッション・プールの除熱」及び「残留熱除去系（格

納容器冷却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイ」にて整理す

る。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉補機冷却系（原子

炉補機海水系を含む。）が健全であれば重大事故等の対処に用いる。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による除熱で使用する

設備は以下のとおり。 

・原子炉補機海水ポンプ 

・原子炉補機冷却水ポンプ 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 配管・弁・海水ス

トレーナ 

・原子炉補機冷却系サージタンク 

・原子炉補機冷却系熱交換器 



1.5－7 

・取水口 

・取水管 

・取水槽 

・非常用交流電源設備 

機能喪失原因対策分析の結果，フロントライン系故障として，残留熱

除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系（サプレッション・プ

ール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）の故障を

想定する。また，サポート系故障として，原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。）の故障又は全交流動力電源喪失を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応

手段及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，そ

の対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重

大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第

1.5－1 表に整理する。 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ⅰ 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード），残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障等により最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送できない場合は，残留熱代替除去系により

最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段がある。 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使

用する設備は以下のとおり。 

・残留熱代替除去ポンプ 

・残留熱除去系熱交換器 

・原子炉補機代替冷却系 
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・サプレッション・チェンバ 

・残留熱代替除去系 配管・弁 

・残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

・低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

・格納容器スプレイ・ヘッダ 

・ホース・接続口 

・原子炉圧力容器 

・原子炉格納容器 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

(b) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送 

ⅰ 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却

モード），残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障等により最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送できない場合は，格納容器フィルタベント

系により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。 

この対応手段及び設備は，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を

防止するための手順等」における「格納容器フィルタベント系に

よる原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて選定する対応手段及

び設備と同様である。 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器フィルタベント系 

・スクラバ容器補給設備 

ⅱ 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却
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モード），残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障等により最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送できない場合は，耐圧強化ベントラインに

より最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。 

耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱

で使用する設備は以下のとおり。 

・遠隔手動弁操作機構 

・ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁用空気ボンベ 

・ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁操作設備配管・弁 

・原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真空破壊装置

を含む。） 

・窒素ガス制御系 配管・弁 

・非常用ガス処理系 配管・弁 

・排気筒 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・可搬式窒素供給装置 

・ホース・接続口 

格納容器ベントを実施する際の設備とラインの優先順位は以下

のとおりとする。 

優先①：格納容器フィルタベント系によるウェットウェルベン

ト（以下「Ｗ／Ｗベント」という。） 

優先②：格納容器フィルタベント系によるドライウェルベント

（以下「Ｄ／Ｗベント」という。） 

優先③：耐圧強化ベントラインによるＷ／Ｗベント 

優先④：耐圧強化ベントラインによるＤ／Ｗベント 
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ⅲ 現場操作 

格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベントラインの隔離弁

（空気駆動弁，電動駆動弁）の駆動源や制御電源が喪失した場合，

隔離弁を遠隔で手動操作することで最終ヒートシンク（大気）へ

熱を輸送する手段がある。なお，隔離弁を遠隔で手動操作するエ

リアは原子炉建物付属棟とする。 

格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベントラインの現場操

作で使用する設備は以下のとおり。 

・遠隔手動弁操作機構 

・ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁用空気ボンベ 

・ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁操作設備配管・弁 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱で使用する設備のうち，格納容器フィルタベント系は重大事故等

対処設備として位置付ける。 

現場操作で使用する設備のうち，遠隔手動弁操作機構は重大事故

等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因分析の結果により選定した設備は，審査基

準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード），残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）の使用が不可能な場合に

おいても，最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由

を示す。 

・残留熱代替除去系 

残留熱除去系と同等の系統流量を確保できないが，原子炉格納
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容器及び原子炉圧力容器へ注水し，循環冷却することにより，原

子炉格納容器の減圧及び除熱を行うことが可能な設備であるため，

最終ヒートシンクへ熱を輸送する手段として有効である。 

・耐圧強化ベントライン 

残留熱除去系及び残留熱代替除去系が使用できない場合には，

重大事故等対処設備である格納容器フィルタベント系を使用する

ことにより，最終ヒートシンクへ熱を輸送することが可能である。 

万一，格納容器フィルタベント系が使用できない場合において，

炉心損傷前に耐圧強化ベントラインを使用することは，最終ヒー

トシンクへ熱を輸送するための手段として有効である。なお，耐

圧強化ベントラインでは，排出径路に空気作動の隔離弁を設置し

ており，当該弁は人力により容易かつ確実に閉操作することは困

難であることから，空気ボンベから駆動用ガスを供給し，操作を

可能とする設計としている。 

・スクラバ容器補給設備 

有効性評価の条件下において，格納容器フィルタベント系を使

用する場合，事故発生後７日間は，外部からのスクラビング水を

補給しなくても，スクラバ容器内に必要となるスクラビング水を

保有することができる。 

その後の安定状態において，スクラビング水が低下した場合，

本設備を用いて外部からスクラビング水を補給することで格納容

器フィルタベント系の機能を維持できることから，炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損防止対策として有効である。 

・原子炉格納容器負圧破損の防止で使用する可搬式窒素供給装置 

有効性評価における原子炉格納容器内の圧力評価により，事故

発生後７日間は窒素ガスを供給しなくても原子炉格納容器が負圧

破損に至る可能性はない。 

その後の安定状態において，サプレッション・プール水の温度
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が低下し，原子炉格納容器内で発生する水蒸気が減少した場合に

おいても，本設備を用いて原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する

ことで原子炉格納容器内の負圧化を回避できることから，原子炉

格納容器の負圧破損防止対策として有効である。 

ｂ．サポート系故障時の対応手段及び設備 

(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ⅰ 原子炉補機代替冷却系による除熱 

設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系（原子炉補機海

水系を含む。）が故障等又は全交流動力電源喪失により最終ヒート

シンクへ熱を輸送できない場合は，原子炉補機代替冷却系により

最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段がある。 

原子炉補機代替冷却系による除熱で使用する設備は以下のとお

り。 

・移動式代替熱交換設備 

・大型送水ポンプ車 

・ホース・接続口 

・原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク 

・原子炉補機代替冷却系 配管・弁 

・残留熱除去系熱交換器 

・取水口 

・取水管 

・取水槽 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

原子炉補機代替冷却系と併せて設計基準事故対処設備である残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系（サプレッ

ション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷却
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モード）により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。 

なお，全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起動できない

場合は，常設代替交流電源設備により緊急用メタクラ（以下「緊

急用Ｍ／Ｃ」という。）を受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所

内電気設備である非常用高圧母線Ｃ系（以下「Ｍ／Ｃ Ｃ系」と

いう。）又は非常用高圧母線Ｄ系（以下「Ｍ／Ｃ Ｄ系」という。）

へ電源を供給することで残留熱除去系を復旧する。 

残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

・残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード） 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

ⅱ 大型送水ポンプ車による除熱 

上記「(a)ⅰ 原子炉補機代替冷却系による除熱」の原子炉補機

代替冷却系が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない

場合は，大型送水ポンプ車により原子炉補機冷却系へ直接海水を

送水する手段がある。 

大型送水ポンプ車による除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・大型送水ポンプ車 

・ホース・接続口 

・原子炉補機冷却系 配管・弁 

・原子炉補機代替冷却系 配管・弁 

・残留熱除去系熱交換器 

・取水口 

・取水管 

・取水槽 

・常設代替交流電源設備 
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・代替所内電気設備 

・燃料補給設備 

大型送水ポンプ車と併せて設計基準事故対処設備である残留熱

除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系（サプレッショ

ン・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷却モー

ド）により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。 

なお，全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起動できない

場合は，常設代替交流電源設備により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，

緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系へ電源を供給することで残留熱除去系を復旧する。 

残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

・残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード） 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード） 

・常設代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉補機代替冷却系による除熱で使用する設備のうち，移動式

代替熱交換設備，大型送水ポンプ車，ホース・接続口，原子炉補機

冷却系配管・弁・サージタンク，原子炉補機代替冷却系配管・弁，

残留熱除去系熱交換器，取水口，取水管，取水槽，常設代替交流電

源設備，代替所内電気設備及び燃料補給設備は重大事故等対処設備

として位置付ける。 

また，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器

冷却モード）は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付

ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審
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査基準及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，最終ヒートシンクへ熱を輸送

できない場合においても，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため,自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を

示す。 

・大型送水ポンプ車 

原子炉補機冷却系の淡水側に直接海水を送水することから，熱

交換器の破損や配管の腐食が発生する可能性があるが，大型送水

ポンプ車による冷却水供給により残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード），残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）が使用可能となれば最

終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段として有効である。 

ｃ．手順等 

上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備」及び「ｂ．

サポート系故障時の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係

る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として，事故時

操作要領書（徴候ベース）（以下「ＥＯＰ」という。），ＡＭ設備別操作

要領書及び原子力災害対策手順書に定める（第 1.5－1 表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる

設備についても整理する（第 1.5－2 表，第 1.5－3 表）。 
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1.5.2 重大事故等時の手順 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ａ．残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機

能が喪失した場合，残留熱代替除去系により最終ヒートシンク（海）

へ熱を輸送する。 

(a) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，残留熱除去系の復旧に見込みがなく※２

原子炉格納容器内の除熱が困難な状況で，以下の条件がすべて成

立した場合。 

・残留熱代替除去系が使用可能※３であること。 

・原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給が可能であるこ

と。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格

納容器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガ

ンマ線線量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲

気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原

子炉圧力容器温度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に故障が発生した場合，又は駆動に必要な電源若

しくは補機冷却水が確保できない場合。 

※３：設備に異常がなく，電源及び水源（サプレッション・

チェンバ）が確保されている場合。 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順

の概要は以下のとおり。 

手順の対応フローは第 1.5－2 図，第 1.5－3 図，第 1.5－4 図，
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第 1.5－5 図に，概要図を第 1.5－7 図に，タイムチャートを第 1.5

－8 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転

員に残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，残留熱代替除去系による原子炉格納

容器内の減圧及び除熱に必要なポンプ，電動弁及び監視計器

の電源並びに冷却水が確保されていることを状態表示にて確

認する。 

③当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

ガスタービン発電機の負荷容量を確認し，残留熱代替除去系

が使用可能か確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて残留熱代替除去

系の系統構成を実施する。（Ｂ－熱交バイパス弁の全閉，ＲＨ

Ｒ ＲＨＡＲライン入口止め弁，ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡

ライン止め弁，Ａ－ＲＨＲ注水弁及びＢ－ＲＨＲドライウェ

ル第２スプレイ弁の全開操作を実施する。） 

⑤中央制御室運転員Ａは，残留熱代替除去系による原子炉格納

容器内の減圧及び除熱の準備完了を当直副長に報告する。 

⑥当直副長は，中央制御室運転員に残留熱代替除去系による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱開始を指示する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，残留熱代替除去ポンプを起動し，Ｒ

ＨＡＲライン流量調節弁を徐々に開操作した後，ＲＨＲ Ａ

－ＦＬＳＲ連絡ライン流量調節弁及びＲＨＲ ＰＣＶスプレ

イ連絡ライン流量調節弁を調整開し，残留熱代替除去系の運

転を開始する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，原子炉圧力容器への注水が開始され

たことを残留熱代替除去ポンプ出口圧力指示値の上昇，残留
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熱代替除去系原子炉注水流量指示値の上昇及び原子炉水位指

示値の上昇により確認する。併せて，原子炉格納容器内への

スプレイが開始されたことを残留熱代替除去ポンプ出口圧力

指示値の上昇，残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量指示

値の上昇並びに原子炉格納容器内圧力指示値及び温度指示値

の低下により確認し，当直副長に報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，残留熱代替除去系

による原子炉圧力容器内への注水及び原子炉格納容器内への

スプレイが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑩当直副長は，原子炉圧力容器内の水位及び原子炉格納容器内

の圧力を継続監視し，ＲＨＲ Ａ－ＦＬＳＲ連絡ライン流量

調節弁及びＲＨＲ ＰＣＶスプレイ連絡ライン流量調節弁に

て適宜，原子炉圧力容器内の水位及び原子炉格納容器内の圧

力の調整を行うよう中央制御室運転員に指示する。また，状

況によりＢ－ＲＨＲドライウェル第２スプレイ弁及びＲＨＲ 

ＰＣＶスプレイ連絡ライン流量調節弁を全閉，Ｂ－ＲＨＲト

ーラススプレイ弁を全開とすることで，Ｄ／Ｗスプレイから

Ｓ／Ｃスプレイへ切り替える。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断した後，残留熱代替除去系によ

る原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始までの必要な要員数及び

想定時間は以下のとおり。 

・中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，30 分以内で

可能である。 

(b) 残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補

機冷却水確保 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するために残留熱代替除去系の運転

を実施する場合，原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を確保し，
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残留熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱交換器（Ｂ）へ供給す

る。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，残留熱代替除去系を使用する場合。た

だし，原子炉注水手段がない場合は，原子炉注水準備を優先す  

る※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

※２：常設設備による注水手段がない場合，又は低圧原子炉代替

注水系（常設）による原子炉注水を実施している場合は大

量送水車による注水又は補給準備を実施。 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による

補機冷却水確保の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第

1.5－2 図，第 1.5－3 図，第 1.5－4 図，第 1.5－5 図に，概要図

を第 1.5－9 図に，タイムチャートを第 1.5－10 図に示す。 

(ⅰ) 原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用し

た補機冷却水確保の場合 

a) 運転員操作 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に原

子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備開始を

指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本

部に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備

のため，移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車の配
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備及びホースの接続を依頼する。 

③ａＳＡ電源切替盤を使用する場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，原子炉補

機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なＢ－ＲＨＲ

熱交冷却水出口弁の電源切替え操作を実施する。 

③ｂ非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合 

中央制御室運転員Ａは，不要な負荷の操作スイッチを「停

止引ロック」又は「停止」とする。 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃの不要な負荷の切り離し

を行う。 

不要な負荷の切り離し後，中央制御室運転員Ａは，非常

用コントロールセンタ切替盤の切替え操作を行い，原子

炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なＢ－Ｒ

ＨＲ熱交冷却水出口弁の電源切替えを実施する。 

④中央制御室運転員Ａは，原子炉補機代替冷却系による補

機冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと及

び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて

確認する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，原子炉補機代替冷却系による補

機冷却水確保の非管理区域側系統構成を実施し，当直副

長に報告する。（第 1.5－9 図参照） 

⑥緊急時対策要員は，原子炉補機代替冷却系による補機冷

却水確保のための移動式代替熱交換設備，大型送水ポン

プ車の配備及びホースの接続完了について緊急時対策本

部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告す

る。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，原子炉補機代

替冷却系による補機冷却水供給開始を緊急時対策本部に
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依頼する。 

⑧緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備内の淡水ポン

プを起動し，原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供

給開始について緊急時対策本部に報告する。また，緊急

時対策本部は当直長に報告する。 

⑨当直副長は，運転員に原子炉補機代替冷却系による補機

冷却水供給開始を指示する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁を

流量調整のため開度を調整し，当直副長に報告する。（第

1.5－9 図参照） 

b) 緊急時対策要員操作（原子炉建物南側接続口を使用した補

機冷却水確保及び原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却

水確保手順は，⑦～⑨以外同様） 

①緊急時対策要員は，緊急時対策本部から第１保管エリア

又は第４保管エリアへ移動する。 

②緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備，大型送水ポ

ンプ車等の健全性確認を行う。 

③緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備，大型送水ポ

ンプ車等を第１保管エリア又は第４保管エリアから取水

槽及び原子炉建物近傍屋外に移動させる。 

④緊急時対策要員は，可搬型のホースの敷設及び接続を行

う。 

⑤緊急時対策要員は，電源ケーブルの敷設及び接続を行う。 

⑥緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の淡水側の水

張りに向け系統構成のための弁の開閉操作を行う。 

⑦ａ原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場

合 

緊急時対策要員は，原子炉補機冷却系による非管理区域
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側系統構成を実施する。（第1.5－9図参照） 

⑧ａ原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場

合 

緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡を密にし，

移動式熱交換設備の淡水側の水張りのためＡＨＥＦ Ｂ

－西側供給配管止め弁の開操作を行う。 

⑧ｂ原子炉建物南側接続口を使用した補機冷却水確保の場

合 

緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡を密にし，

移動式代替熱交換設備の淡水側の水張りのためＡＨＥＦ 

Ｂ－供給配管止め弁の開操作を行う。 

⑨ａ原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場

合 

緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の淡水側の水

張り範囲内におけるベント弁の開操作及びＡＨＥＦ Ｂ

－西側戻り配管止め弁の開操作を行い，配管内の空気抜

きを実施する。 

⑨ｂ原子炉建物南側接続口を使用した補機冷却水確保の場

合 

緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の淡水側の水

張り範囲内におけるベント弁の開操作及びＡＨＥＦ Ｂ

－戻り配管止め弁の開操作を行い，配管内の空気抜きを

実施する。 

⑩緊急時対策要員は，淡水側の水張り範囲内において漏え

いのないことを確認する。 

⑪緊急時対策要員は，ガスタービン発電機の起動により移

動式代替熱交換設備への受電を確認する。 
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(ⅱ) 原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある

場合） 

a) 運転員操作 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に原

子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備開始を

指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本

部に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備

のため，大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続を依

頼する。 

③ａＳＡ電源切替盤を使用する場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，原子炉補

機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なＢ－ＲＨＲ

熱交冷却水出口弁の電源切替え操作を実施する。 

③ｂ非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合 

中央制御室運転員Ａは，不要な負荷の操作スイッチを「停

止引ロック」又は「停止」とする。 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃの不要な負荷の切り離し

を行う。 

不要な負荷の切り離し後，中央制御室運転員Ａは，非常

用コントロールセンタ切替盤の切替え操作を行い，原子

炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なＢ－Ｒ

ＨＲ熱交冷却水出口弁の電源切替えを実施する。 

④中央制御室運転員Ａは，原子炉補機代替冷却系による補

機冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと及

び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて

確認する。 
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⑤現場運転員Ｂ及びＣは，原子炉補機代替冷却系による補

機冷却水確保の非管理区域側系統構成を実施し，当直副

長に報告する。（第 1.5－9 図参照） 

⑥緊急時対策要員は，原子炉補機代替冷却系による補機冷

却水確保のための大型送水ポンプ車の配備及びホースの

接続完了について緊急時対策本部に報告する。また，緊

急時対策本部は当直長に報告する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，原子炉補機代

替冷却系による補機冷却水供給開始を緊急時対策本部に

依頼する。 

⑧緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を起動し，原子炉

補機代替冷却系による補機冷却水供給開始について緊急

時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長

に報告する。 

⑨当直副長は，運転員に原子炉補機代替冷却系による補機

冷却水供給開始を指示する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁を

流量調整のため開度を調整し，当直副長に報告する。(第

1.5－9 図参照) 

b) 緊急時対策要員操作 

①緊急時対策要員は，緊急時対策本部から第１保管エリア

又は第４保管エリアへ移動する。 

②緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車等の健全性確認を

行う。 

③緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車等を第１保管エリ

ア又は第４保管エリアから取水槽近傍屋外に移動させる。 

④緊急時対策要員は，ホースの敷設及び接続を行う。 
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⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部及び当直長に大型送

水ポンプ車による補機冷却水確保の準備が完了したこと

を報告する。 

⑥緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡を密にし，

ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ西側供給配管止め弁，ＡＨＥＦ 

Ｂ－西側供給配管止め弁，ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ西側戻

り配管止め弁及びＡＨＥＦ Ｂ－西側戻り配管止め弁の

全開並びに大型送水ポンプ車を起動し，補機冷却水の供

給を行う。 

⑦緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の吐出圧力にて必

要流量が確保されていることを確認する。 

⑧緊急時対策要員は，ホース等の海水通水範囲について漏

えいの無いことを確認する。 

⑨緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の運転状態を継続

して監視する。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから残留熱代替除去系

使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保まで

の必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した

補機冷却水確保の場合（ＳＡ電源切替盤を使用した場合）】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員

15 名にて作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了ま

で１時間 40 分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開

始まで７時間 20 分以内で可能である。 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した

補機冷却水確保の場合（非常用コントロールセンタ切替盤を

使用した場合）】 
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・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員

15 名にて作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了ま

で１時間 50 分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開

始まで７時間 20 分以内で可能である。 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ

る場合（ＳＡ電源切替盤を使用した場合））】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員

６名にて作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了ま

で１時間 40 分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開

始まで７時間以内で可能である。 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ

る場合（非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合））】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員

６名にて作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了ま

で１時間 50 分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開

始まで７時間以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよ

う，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転

時と同程度である。 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全であ

る場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機

能が喪失した場合，格納容器フィルタベント系により最終ヒートシン

ク（大気）へ熱を輸送する。 
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また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又は残留熱代

替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が１系統回復し，可燃性

ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及

び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用

可能な場合，並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa[gage]（１Pd）未

満，原子炉格納容器内の温度 171℃未満及び原子炉格納容器内の水

素・酸素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は，ＮＧＣ Ｎ

２トーラス出口隔離弁又はＮＧＣ Ｎ２ドライウェル出口隔離弁（以

下「第１弁」という。）を全閉し，格納容器ベントを停止することを基

本として，その他の要因を考慮した上で総合的に判断し，適切に対応

する。なお，ＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁（以下「第２弁」とい

う。）又はＮＧＣ非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁（以下「第２弁

バイパス弁」という。）は，第１弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱

機能が更に１系統回復する等，より安定的な状態になった場合に全閉

する。 

(a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，残留熱除去系及び残留熱代替除去系に

よる原子炉格納容器内の減圧及び除熱ができず，原子炉格納容器

内の圧力が 245kPa[gage]に到達した場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が設計基準事故相当のガンマ線線量

率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ

（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

ⅱ 操作手順 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び
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除熱の手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.5－2

図に，概要図を第 1.5－11 図に，タイムチャートを第 1.5－12 図

及び第 1.5－13 図に示す。 

［Ｗ／Ｗベントの場合(Ｄ／Ｗベントの場合，手順⑫以外は同様)］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，格納容器フィル

タベント系によるウェットウェル（以下「Ｗ／Ｗ」という。）

側からの格納容器ベントの準備を開始するよう運転員に指示

する（Ｗ／Ｗ側からの格納容器ベントができない場合は，ド

ライウェル（以下「Ｄ／Ｗ」という。）側からの格納容器ベン

トの準備を開始するよう指示する）。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

格納容器フィルタベント系による格納容器ベントの準備のた

め，ＦＣＶＳ排気ラインドレン排出弁の閉操作を依頼する。 

③ａＳＡ電源切替盤を使用する場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，格納容器フィ

ルタベント系による格納容器ベントに必要な第２弁，第２弁

バイパス弁及び第１弁の電源切替え操作を実施する。 

③ｂ非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合 

中央制御室運転員Ａは，不要な負荷の操作スイッチを「停止

引ロック」又は「停止」とする。 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃの不要な負荷の切り離しを行

う。 

不要な負荷の切り離し後，中央制御室運転員Ａは，非常用コ

ントロールセンタ切替盤の切替え操作を行い，格納容器フィ

ルタベント系による格納容器ベントに必要な第２弁，第２弁

バイパス弁及び第１弁の電源切替えを実施する。 

④中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント系による格

納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保されたこと及び監
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視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位指示値が通常水位範囲内であることを

確認する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の確認として，格

納容器隔離信号が発生している場合は，格納容器隔離信号の

除外操作を実施する。 

⑦緊急時対策要員は，ＦＣＶＳ排気ラインドレン排出弁の閉操

作を実施し，緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策

本部は当直長に報告する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の系統構成として，

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライ

ン隔離弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁，ＳＧＴ

耐圧強化ベントライン止め弁後弁，ＮＧＣ常用空調換気入口

隔離弁，ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁後弁の全閉及びＳＧ

Ｔ ＦＣＶＳ第１ベントフィルタ入口弁（以下「第３弁」と

いう。）の全開を確認後，第２弁を全開し，格納容器フィルタ

ベント系による格納容器ベント準備完了を当直副長に報告す

る。第２弁の開操作ができない場合は，第２弁バイパス弁を

全開し，格納容器フィルタベント系による格納容器ベント準

備完了を当直副長に報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器フィルタ

ベント系による格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部に

報告する。 

⑩当直副長は，原子炉格納容器内の圧力及び水位に関する情報

収集を適宜行い，当直長に報告する。また，当直長は，原子

炉格納容器内の圧力及び水位に関する情報を緊急時対策本部

に報告する。 
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⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器フィルタ

ベント系による格納容器ベントの開始を緊急時対策本部に報

告する。 

⑫当直副長は，以下のいずれかの条件に到達したことを確認し，

運転員に格納容器ベント開始を指示する。 

・原子炉格納容器内の圧力が384kPa[gage]に到達した場合に

おいて，外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイが実施

できない場合。 

・外部水源を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施中

に，サプレッション・プール水位指示値が通常水位＋約1.3m

に到達した場合。 

⑬ａＷ／Ｗベントの場合 

中央制御室運転員Ａは，第１弁（Ｗ／Ｗ）の全開操作により，

格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを開始する。 

⑬ｂＤ／Ｗベントの場合 

中央制御室運転員Ａは，第１弁（Ｄ／Ｗ）の全開操作により，

格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを開始する。 

⑭中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント系による格

納容器ベントが開始されたことを，原子炉格納容器内の圧力

指示値の低下，並びに第１ベントフィルタスクラバ容器温度

指示値の上昇により確認するとともに，第１ベントフィルタ

出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）指示値の上昇によ

り確認し，当直副長に報告する。また，当直長は，当直副長

からの依頼に基づき，格納容器フィルタベント系による格納

容器ベントが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑮中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位指示値を確認し，水位調整が必要な場

合は当直副長に報告する。また，当直長は，当直副長からの
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依頼に基づき，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位調整

を実施するよう緊急時対策本部に依頼する。 

⑯当直副長は，格納容器ベント開始後，残留熱除去系又は残留

熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が１系統回

復し，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可

能で，かつ可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の

水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による原子

炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合，並びに原子

炉格納容器内の圧力 427kPa[gage]（１Pd）未満，原子炉格納

容器内の温度 171℃未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が

可燃限界未満であることを確認することにより，第１弁の全

閉操作を実施し，格納容器フィルタベント系による格納容器

ベントを停止するよう運転員に指示する。 

⑰中央制御室運転員Ａは，第１弁の全閉操作を実施し，格納容

器フィルタベント系による格納容器ベントを停止する。 

⑱当直副長は，第１弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能

が更に１系統回復する等，より安定的な状態になった場合は，

第２弁又は第２弁バイパス弁を全閉するよう運転員に指示す

る。 

⑲中央制御室運転員Ａは，第２弁又は第２弁バイパス弁の全閉

操作を実施する。 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器ベント準備開始を判断してから，格納容器ベント準備

完了までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

・中央制御室からの第２弁操作の場合 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員

２名にて作業を実施した場合，45分以内で可能である。 
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【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員

２名にて作業を実施した場合，70分以内で可能である。 

格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始までの必要

な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

・中央制御室からの第１弁（Ｗ／Ｗ）操作の場合 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

中央制御室運転員１名にて作業した場合，10分以内で可能で

ある。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

中央制御室運転員１名にて作業した場合，10分以内で可能で

ある。 

・中央制御室からの第１弁（Ｄ／Ｗ）操作の場合 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

中央制御室運転員１名にて作業した場合，10分以内で可能で

ある。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

中央制御室運転員１名にて作業した場合，10分以内で可能で

ある。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明

及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度であ

る。 

(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り） 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り下限

水位に到達する前に，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

を水源とした大量送水車により第１ベントフィルタスクラバ容器へ

水張りを実施する。 
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ⅰ 手順着手の判断基準 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が発報した

場合。 

ⅱ 操作手順 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）手順の概

要は以下のとおり。概要図を第 1.5－14 図に，タイムチャートを

第 1.5－15 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由し

て，緊急時対策本部へ第１ベントフィルタスクラバ容器水位

調整（水張り）の準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に第１ベントフィルタス

クラバ容器水位調整（水張り）の準備開始を指示する。 

③当直副長は，運転員に第１ベントフィルタスクラバ容器水位

調整（水張り）の準備開始を指示する。 

④中央制御室運転員Ａは，第１ベントフィルタスクラバ容器水

位調整（水張り）に必要な監視計器の電源が確保されている

ことを状態表示等により確認し，第１ベントフィルタスクラ

バ容器水位調整（水張り）の準備完了を当直副長に報告する。 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，第１ベントフィル

タスクラバ容器水位調整（水張り）の準備完了を緊急時対策

本部に報告する。 

⑥緊急時対策要員は，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調

整（水張り）として使用する大量送水車の配備及び第１ベン

トフィルタスクラバ容器補給用接続口へ送水ホースを接続し，

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）の準備

完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑦緊急時対策本部は，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調

整（水張り）の準備完了を当直長に報告する。 
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⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として

使用する大量送水車による送水開始を依頼する。 

⑨緊急時対策本部は，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調

整（水張り）として使用する大量送水車の起動を緊急時対策

要員に指示する。 

⑩緊急時対策要員は，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調

整（水張り）として使用する大量送水車を起動した後，ＦＣ

ＶＳ補給止め弁の全開操作を実施し，第１ベントフィルタス

クラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車に

より注水を開始したことを，第１ベントフィルタ格納槽付近

（屋外）の計器ラックにて，第１ベントフィルタスクラバ容

器水位指示値の上昇により確認し，第１ベントフィルタスク

ラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車によ

る送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑪緊急時対策本部は，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調

整（水張り）として使用する大量送水車による送水を開始し

たことを当直長に報告する。 

⑫当直副長は，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位を監視

するよう運転員に指示する。 

⑬中央制御室運転員Ａは，第１ベントフィルタスクラバ容器水

位にて水位を継続監視する。 

⑭緊急時対策要員は，規定水位に到達したことを確認し，ＦＣ

ＶＳ補給止め弁を全閉とした後，第１ベントフィルタスクラ

バ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車を停止

し，第１ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口送水ホー

スの取外し操作を実施する。 

⑮緊急時対策要員は，緊急時対策本部に第１ベントフィルタス
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クラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車に

よる送水を停止したことを報告する。 

⑯緊急時対策本部は，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調

整（水張り）として使用する大量送水車による送水を停止し

たことを当直長に報告する。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，作業開始を判断してから第１ベントフィルタス

クラバ容器水位調整（水張り）の開始及び完了までの必要な要員

数及び想定時間は以下のとおり。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から大量送水車を

展開した第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）操

作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定

～大量送水車の配備～送水準備～第１ベントフィルタスクラバ容

器補給用接続口使用による大量送水車による注水開始まで２時間

10 分以内，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）

完了まで２時間 30 分以内で可能である。 

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであることか

ら，本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く，作業可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使

用する大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，

十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作が可能

である。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保する。 
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(c) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き） 

格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気されたガスが格

納容器フィルタベント系の配管内及び第１ベントフィルタスクラバ

容器内で凝縮し，その凝縮水が第１ベントフィルタスクラバ容器に

溜まることで第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が上限水位に

到達すると判断した場合は，格納容器フィルタベント系機能維持の

ため第１ベントフィルタスクラバ容器の排水を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が上限水位に到達する

と判断した場合。 

ⅱ 操作手順 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）手順の概

要は以下のとおり。概要図を第 1.5－16 図に，タイムチャートを

第 1.5－17 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員へ第１ベ

ントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）の準備開始を

指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，ドレン移送ポンプ，ＦＣＶＳ第１ベ

ントフィルタスクラバ容器１次ドレン弁，ＦＣＶＳドレン移

送ライン連絡弁の電源が確保されていることを状態表示にて

確認し，ＦＣＶＳ第１ベントフィルタスクラバ容器１次ドレ

ン弁及びＦＣＶＳドレン移送ライン連絡弁の全開操作を実施

する。 

③中央制御室運転員Ａは，第１ベントフィルタスクラバ容器水

位調整（水抜き）系統構成完了を当直副長に報告する。 

④当直副長は，運転員へ第１ベントフィルタスクラバ容器水位

調整（水抜き）の開始を指示する。 
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⑤中央制御室運転員Ａは，ドレン移送ポンプの起動操作を実施

し，第１ベントフィルタスクラバ容器からの排水が開始され

たことを第１ベントフィルタスクラバ容器水位指示値の低下

により確認する。 

その後，通常水位に到達したことを確認し，ドレン移送ポン

プを停止し，ＦＣＶＳ第１ベントフィルタスクラバ容器１次

ドレン弁及びＦＣＶＳドレン移送ライン連絡弁を全閉操作す

る。 

⑥中央制御室運転員Ａは，当直副長に第１ベントフィルタスク

ラバ容器水位調整（水抜き）の完了を報告する。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから第１ベントフィルタスクラバ容器水位調

整（水抜き）完了まで２時間 20 分以内で可能である。 

(d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ 

格納容器ベント停止後において，スクラビング水に貯留された放

射性物質による水の放射線分解にて発生する水素ガス及び酸素ガス

を排出する。また，第１ベントフィルタスクラバ容器上流側の残留

蒸気凝縮により第１ベントフィルタスクラバ容器上流側配管内が負

圧となることにより，スクラビング水が上流側配管に吸い上げられ

ることを防止するため，格納容器フィルタベント系の窒素ガスによ

るパージを実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，格納容器ベント移行条件※２に達した場

合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が設計基準事故相当のガンマ線線量

率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ
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（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：原子炉格納容器内の圧力が 245kPa[gage]に到達した場合に

格納容器ベント準備を開始する。 

ⅱ 操作手順 

格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ手順の概要

は以下のとおり。概要図を第 1.5－18 図に，タイムチャートを第

1.5－19 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由し，

緊急時対策本部に格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガ

スパージの準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に格納容器フィルタベン

ト系停止後の窒素ガスパージの準備開始を指示する。 

③ａ窒素供給ライン接続口を使用した格納容器フィルタベント

系停止後の窒素ガスパージの場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）に可搬式窒素供

給装置を配備し，送気ホースを接続口に取り付け，可搬式窒

素供給装置の準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

③ｂ窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）

を使用した格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパー

ジの場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物西側（屋外）に可搬式窒素供

給装置を配備し，送気ホースを接続口に取り付け，可搬式窒

素供給装置の準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

③ｃ窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を

使用した格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ

の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる影響がある場合） 
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緊急時対策要員は，タービン建物北側（屋外）に可搬式窒素

供給装置を配備し，送気ホースを接続口に取り付け，可搬式

窒素供給装置の準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

④緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）に可搬型設備（車

両）である第１ベントフィルタ出口水素濃度を配備し，ホー

スを敷設し接続作業を行う。また，電源ケーブルを敷設し接

続作業後，電源の受電操作を行い，可搬型設備（車両）であ

る第１ベントフィルタ出口水素濃度の準備完了を緊急時対策

本部に報告する。 

⑤緊急時対策本部は，格納容器フィルタベント系停止後の窒素

ガスパージの準備完了を当直長に報告する。 

⑥当直副長は，運転員に格納容器フィルタベント系停止後の窒

素ガスパージの系統構成開始を指示する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント系停止後の

窒素ガスパージの系統構成として，第１弁の全閉確認，並び

に第３弁，第２弁又は第２弁バイパス弁の全開を確認し，格

納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージの系統構成

完了を当直副長に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

窒素ガスパージの開始を依頼する。 

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に窒素ガスパージの開始

を指示する。 

⑩ａ窒素供給ライン接続口を使用した格納容器フィルタベント

系停止後の窒素ガスパージの場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）にて，可搬式窒

素供給装置を起動した後，ＦＣＶＳ窒素ガス補給元弁の開操

作を実施し，窒素ガスの供給を開始するとともに，緊急時対

策本部に窒素ガスパージを開始したことを報告する。 
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⑩ｂ窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）

を使用した格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパー

ジの場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物西側（屋外）にて，可搬式窒

素供給装置を起動した後，原子炉建物付属棟にて，ＦＣＶＳ

建物内窒素ガス補給元弁の開操作を実施し，窒素ガスの供給

を開始するとともに，緊急時対策本部に窒素ガスパージを開

始したことを報告する。 

⑩ｃ窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を

使用した格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ

の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに

よる影響がある場合） 

緊急時対策要員は，タービン建物北側（屋外）にて，可搬式

窒素供給装置を起動した後，原子炉建物付属棟にて，ＦＣＶ

Ｓ建物内窒素ガス補給元弁の開操作を実施し，窒素ガスの供

給を開始するとともに，緊急時対策本部に窒素ガスパージを

開始したことを報告する。 

⑪緊急時対策本部は，窒素ガスパージを開始したことを当直長

に報告するとともに，緊急時対策要員に水素濃度測定のため

の可搬型設備（車両）である第１ベントフィルタ出口水素濃

度のサンプリング装置の起動を指示する。 

⑫緊急時対策要員は，可搬型設備（車両）である第１ベントフ

ィルタ出口水素濃度のサンプリング装置の起動を実施すると

ともに，緊急時対策本部に可搬型設備（車両）である第１ベ

ントフィルタ出口水素濃度のサンプリング装置の起動完了を

報告する。 

⑬緊急時対策本部は，可搬型設備（車両）である第１ベントフ

ィルタ出口水素濃度のサンプリング装置の起動完了を当直長
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に報告するとともに，第１ベントフィルタスクラバ容器内の

圧力及び第１ベントフィルタ出口水素濃度の監視を依頼する。 

⑭当直副長は，運転員に第１ベントフィルタスクラバ容器内の

圧力及び第１ベントフィルタ出口水素濃度を監視するよう指

示する。 

⑮中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１ベントフィ

ルタスクラバ容器内圧力指示値により，第１ベントフィルタ

スクラバ容器内の圧力が正圧であることを確認する。また，

第１ベントフィルタ出口水素濃度が許容濃度以下まで低下し

たことを確認し，当直副長に報告する。 

⑯中央制御室運転員Ａは，第１ベントフィルタスクラバ容器内

の圧力及び第１ベントフィルタ出口水素濃度を継続して監視

する。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員４名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから格納容器フィ

ルタベント系停止後の窒素ガスパージ開始までの想定時間は以下

のとおり。 

・窒素供給ライン接続口を使用した格納容器フィルタベント系

停止後の窒素ガスパージの場合，２時間以内で可能である。 

・窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）

を使用した格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパー

ジの場合，２時間以内で可能である。 

・窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を使

用した格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージの

場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る影響がある場合），６時間 40 分以内で可能である。 

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであることか
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ら，本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く，作業可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保する。 

(e) 第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）によりスク

ラビング水に含まれる薬液が排水されることでスクラビング水のｐ

Ｈが規定値よりも低くなることを防止するため薬液を補給する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

排気ガスの凝縮水により，第１ベントフィルタスクラバ容器の

水位が上限水位に到達すると判断し，排水を行った場合。 

ⅱ 操作手順 

第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整の手

順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.5－20 図に，タイムチャ

ートを第 1.5－21 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員へスクラ

ビング水のｐＨ測定，第１ベントフィルタスクラバ容器水位

測定及び薬液補給の準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，スクラバ水ｐＨ指示値により確認し

たｐＨ値及び第１ベントフィルタスクラバ容器水位指示値に

より確認した水位を当直副長に報告する。 

③当直副長は，運転員に第１ベントフィルタスクラバ容器への

薬液補給の開始を指示する。 

④中央制御室運転員Ａは，薬液補給のためＦＣＶＳ薬品注入タ

ンク出口弁及びＦＣＶＳ循環ライン止め弁を全開操作し，ド

レン移送ポンプを起動，所定量の薬液を補給する。薬液補給
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完了後は，薬液が均一になるよう循環運転を実施する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤のスクラバ水ｐＨ指

示値及び第１ベントフィルタスクラバ容器水位指示値により

スクラビング水のｐＨ値及び水位を確認するとともに，スク

ラビング水のｐＨ値が規定値であることを確認し，薬液補給

の完了を当直副長に報告する。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから第１ベントフィルタスクラバ容器スクラ

ビング水ｐＨ調整開始まで 15 分以内で可能である。 

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 

中長期的に原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による原子炉格納容器の

負圧破損を防止するとともに原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低

減するため，可搬式窒素供給装置により原子炉格納容器へ窒素ガスを

供給する。 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，格納容器ベント移行条件※２に達した場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が設計基準事故相当のガンマ線線量率の

10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡ

ＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で 300℃以

上を確認した場合。 

※２：原子炉格納容器内の圧力が 245kPa[gage]に到達した場合に格

納容器ベント準備を開始する。 

(b) 操作手順 

可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給の手

順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.5－22 図に，タイムチャー

トを第 1.5－23 図に示す。 
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①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，

緊急時対策本部に原子炉格納容器への窒素ガス供給のための可

搬式窒素供給装置の準備を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に可搬式窒素供給装置の準

備を指示する。 

③ａ窒素供給ライン接続口を使用した原子炉格納容器への窒素ガ

ス供給の場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）に可搬式窒素供給

装置を配備した後，窒素ガス代替注入系配管に可搬式窒素供給

装置を接続する。 

③ｂ窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）

を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物西側（屋外）に可搬式窒素供給

装置を配備した後，窒素ガス代替注入系配管に可搬式窒素供給

装置を接続する。 

③ｃ窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を使

用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合（故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合） 

緊急時対策要員は，タービン建物北側（屋外）に可搬式窒素供

給装置を配備した後，窒素ガス代替注入系配管に可搬式窒素供

給装置を接続する。 

④緊急時対策要員は，原子炉格納容器への窒素ガス供給の準備が

完了したことを緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策

本部は当直長に報告する。 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，サプレッション・プ

ール水温度指示値が 104℃になる前に，緊急時対策本部に原子

炉格納容器への窒素ガス供給を開始するよう依頼する。また，

緊急時対策本部は緊急時対策要員に窒素ガス供給を開始するよ
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う指示する。 

⑥ａ窒素供給ライン接続口を使用した原子炉格納容器への窒素ガ

ス供給の場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）にて，可搬式窒素

供給装置を起動した後，ＡＮＩ代替窒素供給ライン元弁（Ｄ／

Ｗ側）又はＡＮＩ代替窒素供給ライン元弁（Ｓ／Ｃ側）の全開

操作を実施し，窒素ガスの供給を開始するとともに，緊急時対

策本部に原子炉格納容器への窒素ガス供給を開始したことを報

告する。 

⑥ｂ窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）

を使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物西側（屋外）にて，可搬式窒素

供給装置を起動した後，ＡＮＩ建物内代替窒素供給ライン元弁

（Ｄ／Ｗ側）又はＡＮＩ建物内代替窒素供給ライン元弁（Ｓ／

Ｃ側）の全開操作を実施し，窒素ガスの供給を開始するととも

に，緊急時対策本部に原子炉格納容器への窒素ガス供給を開始

したことを報告する。 

⑥ｃ窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を使

用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合（故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合） 

緊急時対策要員は，タービン建物北側（屋外）にて，可搬式窒

素供給装置を起動した後，ＡＮＩ建物内代替窒素供給ライン元

弁（Ｄ／Ｗ側）又はＡＮＩ建物内代替窒素供給ライン元弁（Ｓ

／Ｃ側）の全開操作を実施し，窒素ガスの供給を開始するとと

もに，緊急時対策本部に原子炉格納容器への窒素ガス供給を開

始したことを報告する。 

⑦緊急時対策本部は，原子炉格納容器への窒素ガス供給を開始し

たことを当直長に報告する。 
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(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器へ

の窒素ガス供給開始までの想定時間は以下のとおり。 

・窒素供給ライン接続口を使用した原子炉格納容器への窒素ガス

供給の場合，２時間以内で可能である。 

・窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）を

使用した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合，２時間以内

で可能である。 

・窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を使用

した原子炉格納容器への窒素ガス供給の場合（故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合），６時

間 40 分以内で可能である。 

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであるため，本

操作における作業エリアの被ばく線量率は低く，作業は可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いるこ

とで，暗闇における作業性についても確保する。 

ｃ．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機

能が喪失した場合，耐圧強化ベントラインにより最終ヒートシンク（大

気）へ熱を輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又は残留熱代

替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が１系統回復し，可燃性

ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及

び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用

可能な場合，並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa[gage]（１Pd）未
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満，原子炉格納容器内の温度 171℃未満及び原子炉格納容器内の水

素・酸素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は，第１弁を

全閉し，格納容器ベントを停止することを基本として，その他の要因

を考慮した上で総合的に判断し，適切に対応する。なお，第２弁又は

第２弁バイパス弁は，第１弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能

が更に１系統回復する等，より安定的な状態になった場合に全閉する。 

(a) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，原子炉格納容器内の冷却を実施しても，

原子炉格納容器内の圧力を規定圧力（245kPa[gage]）以下に維持

できない場合で，格納容器フィルタベント系が機能喪失※２した場

合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が設計基準事故相当のガンマ線線量

率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ

（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：「格納容器フィルタベント系が機能喪失」とは，設備に故障

が発生した場合。 

ⅱ 操作手順 

耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱

の手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.5－2 図に，

概要図を第 1.5－24 図に，タイムチャートを第 1.5－25 図及び第

1.5－26 図に示す。 

［Ｗ／Ｗベントの場合(Ｄ／Ｗベントの場合，手順⑬以外は同様)］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，耐圧強化ベント

ラインによるＷ／Ｗ側からの格納容器ベントの準備を開始す

るよう中央制御室運転員に指示する（Ｗ／Ｗ側からの格納容
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器ベントができない場合は，Ｄ／Ｗ側からの格納容器ベント

の準備を開始するよう指示する）。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

耐圧強化ベントラインによる除熱準備開始を報告する。 

③中央制御室運転員Ａは，耐圧強化ベントラインによる格納容

器ベントに必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されてい

ることを状態表示にて確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の確認として，格

納容器隔離信号が発生している場合は，格納容器隔離信号の

除外操作を実施する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の系統構成として，

非常用ガス処理系が運転中であれば非常用ガス処理系を停止

し，Ａ－ＳＧＴ出口弁，Ｂ－ＳＧＴ出口弁，ＳＧＴ ＮＧＣ

連絡ライン隔離弁，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁後弁，

ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁及びＮＧＣ常用空調換気入口

隔離弁後弁の全閉を確認する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁

操作用空気供給弁の全開操作を実施し，ＳＧＴ耐圧強化ベン

トライン止め弁の駆動源を確保する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の系統構成として，

第３弁の全閉，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁後弁，Ｓ

ＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁及び第２弁の全開操作を実

施する。第２弁の開操作ができない場合は，第２弁バイパス

弁を全開する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，耐圧強化ベントラインによる格納容

器ベント準備完了を当直副長に報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベントラ

インによる格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部に報告
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する。 

⑩当直副長は，原子炉格納容器内の圧力及び水位に関する情報

収集を適宜行い，当直長に報告する。また，当直長は，原子

炉格納容器内の圧力及び水位に関する情報を緊急時対策本部

に報告する。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベントラ

インによる格納容器ベントの開始を緊急時対策本部に報告す

る。 

⑫当直副長は，以下のいずれかの条件に到達したことを確認し，

中央制御室運転員に格納容器ベント開始を指示する。 

・原子炉格納容器内の圧力が384kPa[gage]に到達した場合に

おいて，外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイが実施

できない場合。 

・外部水源を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施中

に，サプレッション・プール水位指示値が通常水位＋約1.3m

に到達した場合。 

⑬ａＷ／Ｗベントの場合 

中央制御室運転員Ａは，第１弁（Ｗ／Ｗ）の全開操作により，

耐圧強化ベントラインによる格納容器ベントを開始する。 

⑬ｂＤ／Ｗベントの場合 

中央制御室運転員Ａは，第１弁（Ｄ／Ｗ）の全開操作により，

耐圧強化ベントラインによる格納容器ベントを開始する。 

⑭中央制御室運転員Ａは，耐圧強化ベントラインによる格納容

器ベントが開始されたことを，原子炉格納容器内の圧力指示

値の低下，並びに非常用ガス処理系モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）指示値の上昇により確認し，当直副長に報告する。ま

た，当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベン

トラインによる格納容器ベントが開始されたことを緊急時対
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策本部に報告する。 

⑮当直副長は，格納容器ベント開始後，残留熱除去系又は残留

熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が１系統回

復し，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可

能で，かつ可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内に

水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による原子

炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合，並びに原子

炉格納容器内の圧力 427kPa[gage]（１Pd）未満，原子炉格納

容器内の温度 171℃未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が

可燃限界未満であることを確認することにより，第１弁の全

閉操作を実施し，耐圧強化ベントラインによる格納容器ベン

トを停止するよう中央制御室運転員に指示する。 

⑯中央制御室運転員Ａは，第１弁の全閉操作を実施し，耐圧強

化ベントラインによる格納容器ベントを停止する。 

⑰当直副長は，第１弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能

が更に１系統回復する等，より安定的な状態になった場合は，

第２弁又は第２弁バイパス弁の全閉操作を実施するよう中央

制御室運転員に指示する。 

⑱中央制御室運転員Ａは，第２弁又は第２弁バイパス弁の全閉

操作を実施する。 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器ベント準備開始を判断してから，格納容器ベント準備

完了までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

・中央制御室からの第３弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め

弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁及び第２弁操作

の場合 

中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，20分以内で

可能である。 



1.5－51 

格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始までの必要な

要員及び想定時間は以下のとおり。 

・中央制御室からの第１弁（Ｗ／Ｗ）操作の場合 

中央制御室運転員１名にて作業した場合，10分以内で可能で

ある。 

・中央制御室からの第１弁（Ｄ／Ｗ）操作の場合 

中央制御室運転員１名にて作業した場合，10分以内で可能で

ある。 

【Ｗ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，第３弁，ＳＧＴ耐圧強化ベン

トライン止め弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁及び第

２弁操作を中央制御室にて実施した場合，20 分以内で可能である。

また，格納容器ベント基準到達後，第１弁（Ｗ／Ｗ）操作を中央

制御室にて実施した場合，10 分以内で可能である。 

【Ｄ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，第３弁，ＳＧＴ耐圧強化ベン

トライン止め弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁及び第

２弁操作を中央制御室にて実施した場合，20 分以内で可能である。

また，格納容器ベント基準到達後，第１弁（Ｄ／Ｗ）操作を中央

制御室にて実施した場合，10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

(b) 耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージ 

格納容器ベント停止後において，耐圧強化ベントラインに水素ガ

スが滞留しないよう，耐圧強化ベントラインの窒素ガスによるパー

ジを実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，格納容器ベント移行条件※２に達した場
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合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が設計基準事故相当のガンマ線線量

率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ

（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：原子炉格納容器内の圧力が 245kPa[gage]に到達した場合に

格納容器ベント準備を開始する。 

ⅱ 操作手順 

耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージ手順の概要は以

下のとおり。概要図を第 1.5－27 図に，タイムチャートを第 1.5

－28 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由し，

緊急時対策本部に耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパ

ージの準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に耐圧強化ベントライン

停止後の窒素ガスパージの準備開始を指示する。 

③ａ窒素供給ライン接続口を使用した耐圧強化ベントライン停

止後の窒素ガスパージの場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）に可搬式窒素供

給装置を配備し，送気ホースを接続口に取り付け，可搬式窒

素供給装置の準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

③ｂ窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）

を使用した耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージの

場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物西側（屋外）に可搬式窒素供

給装置を配備し，送気ホースを接続口に取り付け，可搬式窒

素供給装置の準備完了を緊急時対策本部に報告する。 
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③ｃ窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を

使用した耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージの場

合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる

影響がある場合） 

緊急時対策要員は，タービン建物北側（屋外）に可搬式窒素

供給装置を配備し，送気ホースを接続口に取り付け，可搬式

窒素供給装置の準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

④緊急時対策本部は，耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガス

パージの準備完了を当直長に報告する。 

⑤当直副長は，中央制御室運転員に耐圧強化ベントライン停止

後の窒素ガスパージの系統構成開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，耐圧強化ベントライン停止後の窒素

ガスパージの系統構成として，第１弁，第３弁の全閉確認，

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベ

ントライン止め弁の全開確認及び第２弁又は第２弁バイパス

弁の全開を確認し，耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガス

パージの系統構成完了を当直副長に報告する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

窒素ガスパージの開始を依頼する。 

⑧緊急時対策本部は，緊急時対策要員に窒素ガスパージの開始

を指示する。 

⑨ａ窒素供給ライン接続口を使用した耐圧強化ベントライン停

止後の窒素ガスパージの場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物南側（屋外）にて，可搬式窒

素供給装置を起動した後，ＦＣＶＳ窒素ガス補給元弁の開操

作を実施し，窒素ガスの供給を開始するとともに，緊急時対

策本部に窒素ガスパージを開始したことを報告する。 

⑨ｂ窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）
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を使用した耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージの

場合 

緊急時対策要員は，原子炉建物西側（屋外）にて，可搬式窒

素供給装置を起動した後，原子炉建物付属棟にて，ＦＣＶＳ

建物内窒素ガス補給元弁の開操作を実施し，窒素ガスの供給

を開始するとともに，緊急時対策本部に窒素ガスパージを開

始したことを報告する。 

⑨ｃ窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を

使用した耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージの場

合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる

影響がある場合） 

緊急時対策要員は，タービン建物北側（屋外）にて，可搬式

窒素供給装置を起動した後，原子炉建物付属棟にて，ＦＣＶ

Ｓ建物内窒素ガス補給元弁の開操作を実施し，窒素ガスの供

給を開始するとともに，緊急時対策本部に窒素ガスパージを

開始したことを報告する。 

⑩緊急時対策本部は，窒素ガスパージを開始したことを当直長

に報告する。 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員２名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから耐圧強化ベン

トライン停止後の窒素ガスパージ開始までの想定時間は以下のと

おり。 

・窒素供給ライン接続口を使用した耐圧強化ベントライン停止

後の窒素ガスパージの場合，２時間以内で可能である。 

・窒素供給ライン接続口（建物内）（原子炉建物付属棟西側扉）

を使用した耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージの

場合，２時間以内で可能である。 
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・窒素供給ライン接続口（建物内）（タービン建物北側扉）を使

用した耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージの場合

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影

響がある場合），６時間 40 分以内で可能である。 

なお，炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであることか

ら，本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く，作業可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保する。 

(3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の

場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱

（現場操作） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機

能が喪失した場合，格納容器フィルタベント系により最終ヒートシン

ク（大気）へ輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又は残留熱代

替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が１系統回復し，可燃性

ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及

び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用

可能な場合，並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa[gage]（１Pd）未

満，原子炉格納容器内の温度 171℃未満及び原子炉格納容器内の水

素・酸素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は，第１弁を

全閉し，格納容器ベントを停止することを基本として，その他の要因

を考慮した上で総合的に判断し，適切に対応する。なお，第２弁又は

第２弁バイパス弁は，第１弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能
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が更に１系統回復する等，より安定的な状態になった場合に全閉する。 

全交流動力電源喪失時は，現場手動にて系統構成を行う。 

(a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除

熱（現場操作） 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，残留熱除去系及び残留熱代替除去系に

よる原子炉格納容器内の減圧及び除熱ができず，原子炉格納容器

内の圧力が 245kPa[gage]に到達した場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

ⅱ 操作手順 

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び

除熱の手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.5－2

図に，概要図を第 1.5－29 図に，タイムチャートを第 1.5－30 図

及び第 1.5－31 図に示す。 

［Ｗ／Ｗベントの場合(Ｄ／Ｗベントの場合，手順⑫以外は同様)］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，格納容器フィル

タベント系によるＷ／Ｗ側からの格納容器ベント準備を開始

するよう運転員に指示する（Ｗ／Ｗ側からの格納容器ベント

ができない場合は，Ｄ／Ｗ側からの格納容器ベントの準備を

開始するよう指示する）。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

格納容器フィルタベント系による格納容器ベントの準備のた

め，ＦＣＶＳ排気ラインドレン排出弁の閉操作を依頼する。 

③中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント系による格
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納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されていること

を確認する。 

④中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位指示値が通常水位範囲内であることを

確認する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の系統構成として，

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライ

ン隔離弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁，ＳＧＴ

耐圧強化ベントライン止め弁後弁，ＮＧＣ常用空調換気入口

隔離弁，ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁後弁の全閉及び第３

弁の全開を確認する。 

⑥緊急時対策要員は，ＦＣＶＳ排気ラインドレン排出弁の閉操

作を実施し，緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策

本部は当直長に報告する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，第２弁を遠隔手動弁操作機構による

操作で全開とする。第２弁の開操作ができない場合は，第２

弁バイパス弁を遠隔手動弁操作機構にて全開とする。 

⑧中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント系による格

納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器フィルタ

ベント系による格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部に

報告する。 

⑩当直副長は，原子炉格納容器内の圧力及び水位に関する情報

収集を適宜行い，当直長に報告する。また，当直長は，原子

炉格納容器内の圧力及び水位に関する情報を緊急時対策本部

に報告する。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器フィルタ

ベント系による格納容器ベントの開始を緊急時対策本部に報
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告する。 

⑫当直副長は，以下のいずれかの条件に到達したことを確認し，

運転員に格納容器ベント開始を指示する。 

・原子炉格納容器内の圧力が384kPa[gage]に到達した場合に

おいて，外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイが実施

できない場合。 

・外部水源を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施中

に，サプレッション・プール水位指示値が通常水位＋約1.3m

に到達した場合。 

⑬ａＷ／Ｗベントの場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，第１弁（Ｗ／Ｗ）を遠隔手動弁操作

機構による操作で全開とし，格納容器フィルタベント系によ

る格納容器ベント操作を開始する。 

⑬ｂＤ／Ｗベントの場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，第１弁（Ｄ／Ｗ）を遠隔手動弁操作

機構による操作で全開とし，格納容器フィルタベント系によ

る格納容器ベント操作を開始する。 

⑭中央制御室運転員Ａは，格納容器フィルタベント系による格

納容器ベントが開始されたことを，原子炉格納容器内の圧力

指示値の低下，並びに第１ベントフィルタスクラバ容器圧力

及びスクラバ容器温度指示値の上昇により確認するとともに，

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

指示値の上昇により確認し，当直副長に報告する。また，当

直長は，当直副長からの依頼に基づき，格納容器フィルタベ

ント系による格納容器ベントが開始されたことを緊急時対策

本部に報告する。 

⑮中央制御室運転員Ａは，重大事故操作盤にて第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位指示値を確認し，水位調整が必要な場
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合は当直副長に報告する。また，当直長は，当直副長からの

依頼に基づき，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位調整

を実施するよう緊急時対策本部に依頼する。 

⑯当直副長は，格納容器ベント開始後，残留熱除去系又は残留

熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が１系統回

復し，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可

能で，かつ可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の

水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による原子

炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合，並びに原子

炉格納容器内の圧力 427kPa［gage］（１Pd）未満，原子炉格

納容器内の温度 171℃未満及び原子炉格納容器内の水素濃度

が可燃限界未満であることを確認することにより，第１弁を

全閉し，格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを

停止するよう運転員に指示する。 

⑰中央制御室運転員Ａは，第１弁の全閉操作を実施し，格納容

器フィルタベント系による格納容器ベントを停止する。 

⑱当直副長は，第１弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能

が更に１系統回復する等，より安定的な状態になった場合は，

第２弁又は第２弁バイパス弁を全閉するよう運転員に指示す

る。 

⑲中央制御室運転員Ａは，第２弁又は第２弁バイパス弁の全閉

操作を実施する。 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベント準備完

了までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

・現場からの第２弁操作の場合 

中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要

員２名にて作業を実施した場合，１時間20分以内で可能であ
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る。 

格納容器ベント判断基準到達から格納容器ベント開始まで

の必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

・現場からの第１弁（Ｗ／Ｗ）操作の場合 

現場運転員２名にて作業を実施した場合，１時間30分以内

で可能である。 

・現場からの第１弁（Ｄ／Ｗ）操作の場合 

現場運転員２名にて作業を実施した場合，１時間30分以内

で可能である。 

【Ｗ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，第２弁操作を現場にて実施し

た場合，１時間 20 分以内で可能である。また，格納容器ベント基

準到達後，第１弁（Ｗ／Ｗ）操作を現場にて実施した場合，１時

間 30 分以内で可能である。（総要員数：中央制御室運転員１名，

現場運転員２名，緊急時対策要員２名，総想定時間：２時間 50

分以内） 

【Ｄ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，第２弁操作を現場にて実施し

た場合，１時間 20 分以内で可能である。また，格納容器ベント基

準到達後，第１弁（Ｄ／Ｗ）操作を現場にて実施した場合，１時

間 30 分以内で可能である。（総要員数：中央制御室運転員１名，

現場運転員２名，緊急時対策要員２名，総想定時間：２時間 50

分以内） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。 

遠隔手動弁操作機構の操作については，操作に必要な工具はな

く通常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。 

また，作業エリアには電源内蔵型照明を配備しており，建物内
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常用照明消灯時における作業性を確保しているが，ヘッドライト

及び懐中電灯を携行する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り) 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り下限

水位に到達する前に，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

を水源とした大量送水車により第１ベントフィルタスクラバ容器補

給水ラインから第１ベントフィルタスクラバ容器へ水張りを実施す

る。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(2)a.(b) 第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位調整（水張り）」の操作手順と同様である。 

(c) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き) 

格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気されたガスが格

納容器フィルタベント系の配管内及び第１ベントフィルタスクラバ

容器内で凝縮し，その凝縮水が第１ベントフィルタスクラバ容器に

溜まることで，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が上限水位

に到達すると判断した場合は，格納容器フィルタベント系機能維持

のため第１ベントフィルタスクラバ容器の排水を実施する。 

ドレン移送ポンプ及び電動弁の電源は，代替交流電源設備から受

電可能である。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(2)a.(c) 第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位調整（水抜き）」の操作手順と同様である。 

(d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ 

格納容器ベント停止後において，スクラビング水に貯留された放

射性物質による水の放射線分解にて発生する水素ガス及び酸素ガス

を排出する。また，第１ベントフィルタスクラバ容器上流側の残留

蒸気凝縮により第１ベントフィルタスクラバ容器上流側配管内が負

圧となることにより，スクラビング水が上流側配管に吸い上げられ



1.5－62 

ることを防止するため，格納容器フィルタベント系の窒素ガスによ

るパージを実施する。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(2)a.(d) 格納容器フィル

タベント系停止後の窒素ガスパージ」の操作手順と同様である。 

(e) 第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）によりスク

ラビング水に含まれる薬液が排水されることでスクラビング水のｐ

Ｈ値が規定値よりも低くなることを防止するため薬液を補給する。 

ドレン移送ポンプ及び電動弁の電源は，代替交流電源設備から受

電可能である。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(2)a.(e) 第１ベントフィ

ルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整」の操作手順と同様であ

る。 

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 

中長期的に原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による原子炉格納容器の

負圧破損を防止するとともに原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低

減するため，可搬式窒素供給装置により原子炉格納容器へ窒素ガスを

供給する。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(2)ｂ．可搬式窒素供給装置に

よる原子炉格納容器への窒素ガス供給」の操作手順と同様である。 

ｃ．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現

場操作） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機

能が喪失した場合，耐圧強化ベントラインにより最終ヒートシンク（大

気）へ熱を輸送する。 

また，格納容器ベント実施中において，残留熱除去系又は残留熱代

替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が１系統回復し，可燃性

ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及
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び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用

可能な場合，並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa[gage]（１Pd）未

満，原子炉格納容器内の温度 171℃未満及び原子炉格納容器内の水

素・酸素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は，第１弁を

全閉し，格納容器ベントを停止することを基本として，その他の要因

を考慮した上で総合的に判断し，適切に対応する。なお，第２弁又は

第２弁バイパス弁は，第１弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能

が更に１系統回復する等，より安定的な状態になった場合に全閉する。 

全交流動力電源喪失時は，現場手動にて系統構成を行う。 

(a) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱

（現場操作） 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，全交流動力電源喪失時に，早期の電源

復旧が見込めず，原子炉格納容器内の冷却を実施しても，原子炉

格納容器内の圧力を規定圧力（245kPa[gage]）以下に維持できな

い場合で，格納容器フィルタベント系が機能喪失※２した場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

※２：「格納容器フィルタベント系が機能喪失」とは，設備に故障

が発生した場合。 

ⅱ 操作手順 

耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱

の手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.5－2 図に，

概要図を第 1.5－32 図に，タイムチャートを第 1.5－33 図及び第

1.5－34 図に示す。 
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［Ｗ／Ｗベントの場合(Ｄ／Ｗベントの場合，手順⑮以外は同様)］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，耐圧強化ベント

ラインによるＷ／Ｗ側からの格納容器ベント準備を開始する

よう運転員に指示する（Ｗ／Ｗ側からの格納容器ベントがで

きない場合は，Ｄ／Ｗ側からの格納容器ベントの準備を開始

するよう指示する）。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

耐圧強化ベントラインによる除熱準備開始を報告する。 

③中央制御室運転員Ａは，耐圧強化ベントラインによる格納容

器ベントに必要な監視計器の電源が確保されていることを確

認する。 

④中央制御室運転員Ａは，格納容器ベント前の系統構成として，

ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライン隔離弁，ＳＧＴ ＮＧＣ連絡ライ

ン隔離弁後弁，ＮＧＣ常用空調換気入口隔離弁，ＮＧＣ常用

空調換気入口隔離弁後弁の全閉を確認する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，格納容器ベント前の系統構成として，

第３弁を遠隔手動弁操作機構による操作で全閉とする。 

⑥現場運転員Ｄ及びＥは，格納容器ベント前の系統構成として，

Ａ－ＳＧＴ出口弁及びＢ－ＳＧＴ出口弁の全閉確認並びにＳ

ＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁後弁の全開操作を実施する。

なお，全交流動力電源喪失前に非常用ガス処理系が運転して

いた場合は，Ａ－ＳＧＴ出口弁及びＢ－ＳＧＴ出口弁を現場

にて手動で全閉操作を実施する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，格納容器ベント前の系統構成として，

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁操作用電磁弁排気止め弁

の全閉操作及びＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁操作用バ

イパスライン空気供給弁の全開操作を実施し，ＳＧＴ耐圧強

化ベントライン止め弁を全開する。また，直流電源が健全で
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ある場合は，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁操作用空気

供給弁を現場で手動開し，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め

弁を中央制御室の操作にて全開する手段がある。 

⑧中央制御室運転員Ａは，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁

の全開確認を実施する。 

⑨現場運転員Ｂ及びＣは，格納容器ベント前の系統構成として，

第２弁を遠隔手動弁操作機構による操作で全開とする。第２

弁の開操作ができない場合は，第２弁バイパス弁を遠隔手動

弁操作機構にて全開とする。 

⑩中央制御室運転員Ａは，耐圧強化ベントラインによる格納容

器ベント準備完了を当直副長に報告する。 

⑪当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベントラ

インによる格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部に報告

する。 

⑫当直副長は，原子炉格納容器内の圧力及び水位に関する情報

収集を適宜行い，当直長に報告する。また，当直長は，原子

炉格納容器内の圧力及び水位に関する情報を緊急時対策本部

に報告する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベントラ

インによる格納容器ベントの開始を緊急時対策本部に報告す

る。 

⑭当直副長は，以下のいずれかの条件に到達したことを確認し，

運転員に耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント開始を

指示する。 

・原子炉格納容器内の圧力が384kPa[gage]に到達した場合に

おいて，外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイが実施

できない場合。 

・外部水源を用いた原子炉格納容器内へのスプレイを実施中
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に，サプレッション・プール水位指示値が通常水位＋約1.3m

に到達した場合。 

⑮ａＷ／Ｗベントの場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，第１弁（Ｗ／Ｗ）を遠隔手動弁操作

機構による操作で全開とし，耐圧強化ベントラインによる格

納容器ベント操作を開始する。 

⑮ｂＤ／Ｗベントの場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，第１弁（Ｄ／Ｗ）を遠隔手動弁操作

機構による操作で全開とし，耐圧強化ベントラインによる格

納容器ベント操作を開始する。 

⑯中央制御室運転員Ａは，耐圧強化ベントラインによる格納容

器ベントが開始されたことを，原子炉格納容器内の圧力指示

値の低下，並びに非常用ガス処理系モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）指示値の上昇により確認し，当直副長に報告する。ま

た，当直長は，当直副長からの依頼に基づき，耐圧強化ベン

トラインによる格納容器ベントが開始されたことを緊急時対

策本部に報告する。 

⑰当直副長は，格納容器ベント開始後，残留熱除去系又は残留

熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が１系統回

復し，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可

能で，かつ可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の

水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による原子

炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合，並びに原子

炉格納容器内の圧力 427kPa［gage］（１Pd）未満，原子炉格

納容器内の温度 171℃未満及び原子炉格納容器内の水素濃度

が可燃限界未満であることを確認することにより，第１弁を

全閉するよう運転員に指示する。 

⑱中央制御室運転員Ａは，第１弁の全閉操作を実施する。 
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⑲当直副長は，第１弁を全閉後，原子炉格納容器内の除熱機能

が更に１系統回復する等，より安定的な状態になった場合は，

第２弁又は第２弁バイパス弁を全閉するよう運転員に指示す

る。 

⑳中央制御室運転員Ａは，第２弁又は第２弁バイパス弁の全閉

操作を実施する。 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベント準備完

了までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

・現場からの第３弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁後弁，

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁及び第２弁操作の場合 

中央制御室運転員１名及び現場運転員４名にて作業を実施し

た場合，２時間30分以内で可能である。 

格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始までの必要

な要員及び想定時間は以下のとおり。 

・現場からの第１弁（Ｗ／Ｗ）操作の場合 

現場運転員２名にて作業を実施した場合，１時間30分以内で

可能である。 

・現場からの第１弁（Ｄ／Ｗ）操作の場合 

現場運転員２名にて作業した場合，１時間30分以内で可能で

ある。 

【Ｗ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，第３弁，ＳＧＴ耐圧強化ベン

トライン止め弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁及び第

２弁操作を現場にて実施した場合，２時間 30 分以内で可能である。

また，格納容器ベント基準到達後，第１弁（Ｗ／Ｗ）操作を現場

にて実施した場合，１時間 30 分以内で可能である。（総要員数：

中央制御室運転員１名，現場運転員４名，総想定時間：４時間以
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内） 

【Ｄ／Ｗベントの場合】 

格納容器ベント移行条件到達後，第３弁，ＳＧＴ耐圧強化ベン

トライン止め弁後弁，ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁及び第

２弁操作を現場にて実施した場合，２時間 30 分以内で可能である。

また，格納容器ベント基準到達後，第１弁（Ｄ／Ｗ）操作を現場

にて実施した場合，１時間 30 分以内で可能である。（総要員数：

中央制御室運転員１名，現場運転員４名，総想定時間：４時間以

内） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及

び通信連絡設備を整備する。 

遠隔手動弁操作機構の操作については，操作に必要な工具はな

く通常の弁操作と同様であるため，容易に実施可能である。 

また，作業エリアには電源内蔵型照明を配備しており，建物内

常用照明消灯時における作業性を確保しているが，ヘッドライト

及び懐中電灯を携行する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

(b) 耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージ 

格納容器ベント停止後において，耐圧強化ベントラインに水素ガ

スが滞留しないよう，耐圧強化ベントラインの窒素ガスによるパー

ジを実施する。 

なお，操作手順については，「1.5.2.1(2)c.(b) 耐圧強化ベント

ライン停止後の窒素ガスパージ」の操作手順と同様である。 

(4) 重大事故等発生時の対応手段の選択 

重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対

応手段の選択フローチャートを第 1.5－41 図に示す。 

残留熱除去系の機能喪失時において，原子炉補機代替冷却系の設置が

完了し，残留熱代替除去系が起動できる場合は，残留熱代替除去系によ
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る原子炉格納容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施す

る。 

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷

却水確保を実施する際の接続口の選択は，緊急時対策要員による操作対

象弁が少ないものを優先して使用する。優先順位は以下のとおり。 

優先①：原子炉建物南側接続口を使用した補機冷却水確保 

（操作対象弁２弁） 

優先②：原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保 

（操作対象弁４弁） 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器の除熱ができない場合は，格

納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の除熱を実施する。格

納容器フィルタベント系が機能喪失した場合は耐圧強化ベントラインに

よる原子炉格納容器内の除熱を実施する。 

格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベントラインによる格納容器

ベントは，弁の駆動電源及び空気源がない場合，現場での手動操作を行

う。 

なお，格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベントラインを用いて，

格納容器ベントを実施する際には，スクラビングによる放射性物質の排

出抑制を期待できるＷ／Ｗを経由する経路を第一優先とする。Ｗ／Ｗベ

ントラインが水没等の理由で使用できない場合は，Ｄ／Ｗを経由して第

１ベントフィルタスクラバ容器を通る経路を第二優先とする。 

1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の機能が喪失した場

合，残留熱除去系を使用した発電用原子炉からの除熱，原子炉格納容

器内の除熱及び燃料プールの除熱ができなくなるため，原子炉補機代

替冷却系を用いた除熱のため，原子炉補機冷却系の系統構成を行い，
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原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を供給する。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残

留熱除去系の電源が確保されている場合に，冷却水通水確認後，残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）を起

動し，最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の故障又は全交流

動力電源の喪失により原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

を使用できない場合。ただし，原子炉注水手段がない場合は，原子

炉注水準備を優先する※。 

※：常設設備による注水手段がない場合，又は低圧原子炉代替注水

系（常設）による原子炉注水を実施している場合は大量送水車

による注水又は補給準備を実施。 

(b) 操作手順 

原子炉補機代替冷却系による除熱手順の概要は以下のとおり。手

順の対応フローを第 1.5－6 図に，概要図を第 1.5－35 図に，タイム

チャートを第 1.5－36 図に示す。 

ⅰ 原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口を使用した補

機冷却水確保の場合 

(ⅰ) 運転員操作 

（本手順はＢ系使用の場合であり，Ａ系使用時についても同様

である。） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に原子

炉補機代替冷却系による除熱の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部

に原子炉補機代替冷却系による除熱の準備のため，移動式

代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の配備及びホースの
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接続を依頼する。 

③ａＳＡ電源切替盤を使用する場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，原子炉補機

代替冷却系による補機冷却水確保に必要なＢ－ＲＨＲ熱交

冷却水出口弁の電源切替え操作を実施する。 

③ｂ非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合 

中央制御室運転員Ａは，不要な負荷の操作スイッチを「停

止引ロック」又は「停止」とする。 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃの不要な負荷の切り離しを

行う。 

不要な負荷の切り離し後，中央制御室運転員Ａは，非常用

コントロールセンタ切替盤の切替え操作を行い，原子炉補

機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なＢ-ＲＨＲ熱

交冷却水出口弁の電源切替えを実施する。 

④中央制御室運転員Ａは，原子炉補機代替冷却系による除熱

に必要な電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電

源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，原子炉補機代替冷却系による除熱

の非管理区域側系統構成を実施し，当直副長に報告する。

(第 1.5－35 図参照) 

⑥現場運転員Ｄ及びＥは，原子炉補機代替冷却系による除熱

の管理区域側系統構成を実施し，当直副長に報告する。(第

1.5－35 図参照) 

⑦緊急時対策要員は，原子炉補機代替冷却系による除熱のた

めの移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の配備及

びホースの接続完了について緊急時対策本部に報告する。

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，原子炉補機代替
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冷却系による補機冷却水供給開始を緊急時対策本部に依頼

する。 

⑨緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備内の淡水ポンプ

を起動し，原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開

始について緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策

本部は当直長に報告する。 

⑩当直副長は，運転員に原子炉補機代替冷却系による補機冷

却水供給開始を指示する。 

⑪中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁を流

量調整のため開度を調整し，当直副長に報告する。(第 1.5

－35 図参照) 

(ⅱ) 緊急時対策要員操作 

①緊急時対策要員は，緊急時対策本部から第１保管エリア又

は第４保管エリアへ移動する。 

②緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備，大型送水ポン

プ車等の健全性確認を行う。 

③緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備，大型送水ポン

プ車等を第１保管エリア又は第４保管エリアから取水槽及

び原子炉建物近傍屋外に移動させる。 

④緊急時対策要員は，可搬型のホースの敷設及び接続を行う。 

⑤緊急時対策要員は，電源ケーブルの敷設及び接続を行う。 

⑥緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の淡水側の水張

りに向け系統構成のための弁の開閉操作を行う。 

⑦緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡を密にし，

移動式代替熱交換設備の淡水側の水張りのためＡＨＥＦ 

Ｂ－供給配管止め弁の開操作を行う。 

⑧緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の淡水側の水張

り範囲内におけるベント弁の開操作及びＡＨＥＦ Ｂ－戻
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り配管止め弁の開操作を行い，配管内の空気抜きを実施す

る。 

⑨緊急時対策要員は，淡水側の水張り範囲内において漏えい

のないことを確認する。 

⑩緊急時対策要員は，ガスタービン発電機の起動により移動

式代替熱交換設備への受電を確認する。 

⑪緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の海水側の水張

りに向け系統構成のための弁の開閉操作を行う。 

⑫緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備の海水側の水張

りのため大型送水ポンプ車を起動させる。 

⑬緊急時対策要員は，海水側の水張り範囲内におけるベント

弁の開操作を行い，配管内の空気抜きを実施する。 

⑭緊急時対策要員は，海水側の水張り範囲内において漏えい

のないことを確認する。 

⑮緊急時対策要員は，緊急時対策本部及び当直長に移動式代

替熱交換設備による除熱の準備が完了したことを報告する。 

⑯緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡を密にし，

移動式代替熱交換設備内の淡水ポンプを起動し，補機冷却

水の供給を行う。 

⑰緊急時対策要員は，熱交換器ユニット流量調整弁の開操作

を行い，淡水ポンプ出口圧力指示計が規定圧力となるよう

開度を調整する。 

⑱緊急時対策要員は，移動式代替熱交換設備及び大型送水ポ

ンプ車の運転状態を継続して監視する。 

ⅱ 原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合） 

(ⅰ) 運転員操作 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に原子
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炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備開始を指示

する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部

に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備のた

め，大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続を依頼する。 

③ａＳＡ電源切替盤を使用する場合 

現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤にて，原子炉補機

代替冷却系による補機冷却水確保に必要なＢ－ＲＨＲ熱交

冷却水出口弁の電源切替え操作を実施する。 

③ｂ非常用コントロールセンタ切替盤を使用する場合 

中央制御室運転員Ａは，不要な負荷の操作スイッチを「停

止引ロック」又は「停止」とする。 

現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃの不要な負荷の切り離しを

行う。 

不要な負荷の切り離し後，中央制御室運転員Ａは，非常用

コントロールセンタ切替盤の切替え操作を行い，原子炉補

機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なＢ－ＲＨＲ熱

交冷却水出口弁の電源切替えを実施する。 

④中央制御室運転員Ａは，原子炉補機代替冷却系による補機

冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと及び監

視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認す

る。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，原子炉補機代替冷却系による補機

冷却水確保の非管理区域側系統構成を実施し，当直副長に

報告する。（第 1.5－35 図参照） 

⑥現場運転員Ｄ及びＥは，原子炉補機代替冷却系による補機

冷却水確保の管理区域側系統構成を実施し，当直副長に報

告する。（第 1.5－35 図参照） 
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⑦緊急時対策要員は，原子炉補機代替冷却系による補機冷却

水確保のための大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続

完了について緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対

策本部は当直長に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，原子炉補機代替

冷却系による補機冷却水供給開始を緊急時対策本部に依頼

する。 

⑨緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を起動し，原子炉補

機代替冷却系による補機冷却水供給開始について緊急時対

策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告

する。 

⑩当直副長は，運転員に原子炉補機代替冷却系による補機冷

却水供給開始を指示する。 

⑪中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁を流

量調整のため開度を調整し，当直副長に報告する。(第 1.5

－35 図参照) 

(ⅱ) 緊急時対策要員操作 

①緊急時対策要員は，緊急時対策本部から第１保管エリア又

は第４保管エリアへ移動する。 

②緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車等の健全性確認を行

う。 

③緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を第１保管エリア又

は第４保管エリアから取水槽近傍屋外に移動させる。 

④緊急時対策要員は，ホースの敷設及び接続を行う。 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部及び当直長に大型送水

ポンプ車による補機冷却水確保の準備が完了したことを報

告する。 

⑥緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡を密にし，
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ＲＣＷ Ｂ－ＡＨＥＦ西側供給配管止め弁，ＲＣＷ Ｂ－

ＡＨＥＦ西側戻り配管止め弁，ＡＨＥＦ Ｂ－西側供給配

管止め弁及びＡＨＥＦ Ｂ－西側戻り配管止め弁の全開並

びに大型送水ポンプ車を起動し，補機冷却水の供給を行う。 

⑦緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の吐出圧力にて必要

流量が確保されていることを確認する。 

⑧緊急時対策要員は，ホース等の海水通水範囲について漏え

いの無いことを確認する。 

⑨緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の運転状態を継続し

て監視する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから残留熱代替除去系使

用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保までの必

要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補

機冷却水確保の場合（ＳＡ電源切替盤を使用した場合）】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員 15

名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから運転員操

作の系統構成完了まで１時間 40 分以内，緊急時対策要員操作の

補機冷却水供給開始まで７時間 20 分以内で可能である。 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補

機冷却水確保の場合（非常用コントロールセンタ切替盤を使用

した場合）】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員 15

名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから運転員操

作の系統構成完了まで１時間 50 分以内，緊急時対策要員操作の

補機冷却水供給開始まで７時間 20 分以内で可能である。 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意に
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よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場

合（ＳＡ電源切替盤を使用した場合））】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員６

名にて作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１

時間 40 分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで

７時間以内で可能である。 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場

合（非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合））】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員６

名にて作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１

時間 50 分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで

７時間以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

大型送水ポンプ車からのホース接続は，速やかに作業ができるよ

うに大型送水ポンプ車の保管場所に使用工具及びホースを配備する。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

ｂ．大型送水ポンプ車による除熱 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の機能が喪失した場

合，残留熱除去系を使用した除熱戦略ができなくなるため，原子炉補

機代替冷却系により補機冷却水を確保するが，移動式代替熱交換設備

が機能喪失した場合は，原子炉補機冷却系の系統構成を行い，大型送

水ポンプ車により，原子炉補機冷却系に海水を注入することで補機冷

却水を供給する。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残
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留熱除去系の電源が確保されている場合に，冷却水通水確認後，目的

に応じた運転モードで残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留

熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系

（格納容器冷却モード）を起動し，最終ヒートシンク（海）へ熱を輸

送する。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）機能喪失又は全交

流動力電源喪失により原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

が機能喪失した場合で，移動式代替熱交換設備が故障等により使用

できない場合。 

(b) 操作手順 

原子炉補機代替冷却系として使用する大型送水ポンプ車による除

熱手順の概要は以下のとおり（原子炉建物南側接続口を使用した原

子炉補機代替冷却系Ｂ系への冷却水送水手順を示す。原子炉建物西

側接続口を使用した原子炉補機代替冷却系Ａ系への冷却水送水手順

も同様）。手順の対応フローを第 1.5－6 図に，概要図を第 1.5－37

図に，タイムチャートを第 1.5－38 図に示す。 

ⅰ 運転員操作 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に大型送

水ポンプ車による除熱の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に

大型送水ポンプ車による除熱の準備として，大型送水ポンプ

車の配備，ホースの接続を依頼する。 

③中央制御室運転員Ａは，大型送水ポンプ車による除熱に必要

な電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表

示にて確認する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，大型送水ポンプ車による除熱の非管

理区域側系統構成を実施し，当直副長に報告する。(第 1.5－
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37 図参照) 

⑤現場運転員Ｄ及びＥは，大型送水ポンプ車による除熱の管理

区域側系統構成を実施し，当直副長に報告する。(第 1.5－37

図参照) 

⑥緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車による除熱のための海

水ポンプの配備及びホースの接続完了について緊急時対策本

部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大型送水ポンプ車

による除熱開始を緊急時対策本部に依頼する。 

⑧緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車による除熱開始につい

て緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直

長に報告する。 

⑨当直副長は，運転員に大型送水ポンプ車による除熱開始を指

示する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，Ｂ－ＲＨＲ熱交冷却水出口弁を流量

調整のため開度を調整し，当直副長に報告する。(第 1.5－37

図参照) 

ⅱ 緊急時対策要員操作 

①緊急時対策要員は，緊急時対策本部から第１保管エリア又は

第４保管エリアへ移動する。 

②緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車等の健全性確認を行う。 

③緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を第１保管エリア又は

第４保管エリアから取水槽近傍屋外に移動させる。 

④緊急時対策要員は，ホースの敷設及び接続を行う。 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部及び当直長に大型送水ポ

ンプ車による除熱の準備が完了したことを報告する。 

⑥緊急時対策要員は，中央制御室運転員Ａと連絡を密にし，Ａ

ＨＥＦ Ｂ－供給配管止め弁及びＡＨＥＦ Ｂ－戻り配管止
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め弁の全開並びに大型送水ポンプ車を起動し，補機冷却水の

供給を行う。 

⑦緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の吐出圧力にて必要流

量が確保されていることを確認する。 

⑧緊急時対策要員は，ホース等の海水通水範囲について漏えい

の無いことを確認する。 

⑨緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の運転状態を継続して

監視する。 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急

時対策要員６名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから

運転員による系統構成完了まで１時間 20 分以内，緊急時対策要員に

よる大型送水ポンプ車を使用した補機冷却水供給開始まで７時間以

内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び

通信連絡設備を整備する。 

大型送水ポンプ車からのホース接続は，速やかに作業ができるよ

うに大型送水ポンプ車の保管場所に使用工具及びホースを配備する。 

車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

(2) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手順の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択

フローチャートを第 1.5－41 図に示す。 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）が機能喪失した場合は，

原子炉補機代替冷却系により海へ熱を輸送する手段を確保し，残留熱除

去系を使用して原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱を行う。 

原子炉補機代替冷却系が故障等により熱を輸送できない場合は，大型
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送水ポンプ車により原子炉補機冷却系へ直接海水を送水し，残留熱除去

系を使用して原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱を行う。 

1.5.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による除熱 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）が健全な場合は，自動

起動信号による作動，又は中央制御室からの手動操作により原子炉補機

冷却系（原子炉補機海水系を含む。）を起動し，原子炉補機冷却系（原子

炉補機海水系を含む。）による除熱を行う。 

ａ．手順着手の判断基準 

残留熱除去系を使用した原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の

除熱が必要な場合。 

ｂ．操作手順 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）Ｂ系による除熱手順

の概要は以下のとおり（原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

Ａ系による除熱手順も同様。）。概要図を第 1.5－39 図に，タイムチャ

ートを第 1.5－40 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による除熱開始を

指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操作，又は自

動起動信号（原子炉水位低（レベル１）又はドライウェル圧力高）

により待機中の原子炉補機海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポン

プの起動及び残留熱除去系熱交換器冷却水出口弁が開したことを

確認する。 

③中央制御室運転員Ａは，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）による除熱が開始されたことを残留熱除去系熱交換器冷却

水流量指示値の上昇により確認し当直副長に報告する。 

ｃ．操作の成立性 
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上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

による除熱開始まで３分以内で可能である。 

1.5.2.4 その他の手順項目にて考慮する手順 

残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)手順については，「1.4 原子炉

冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」に

て整備する。 

残留熱除去系(サプレッション・プール水冷却モード)及び残留熱除去系

（格納容器冷却モード）手順については，「1.6 原子炉格納容器内の冷却

等のための手順等」にて整備する。 

格納容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系を用いた原子炉格納容

器除熱手順は，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」

にて整備する。 

可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度抑制手順につ

いては，「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手

順等」にて整備する。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）への水の補給手順，水源か

ら接続口までの大量送水車による送水手順及び外部水源（低圧原子炉代替

注水槽又は輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源（サ

プレッション・チェンバ）への水源切替え手順については，「1.13 重大事

故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備として使用するガスタービ

ン発電機又は可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車による

残留熱除去ポンプ，電動弁，中央制御室監視計器類への電源供給手順並び

に常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機，可搬型代替

交流電源設備として使用する高圧発電機車，非常用交流電源設備，可搬式

窒素供給装置，大量送水車及び大型送水ポンプ車への燃料補給手順につい

ては，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の計

装に関する手順等」にて整備する。 



 

1.5－84 

第1.5－1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（１／６） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
） 

に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「減圧冷却」等 

 

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
） 

に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
除
熱 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モー

ド）※２ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）※２ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」 

 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 

 

  



 

1.5－85 

対応手段，対処設備，手順書一覧（２／６） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含
む
。
）
に
よ
る
除
熱 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 配

管・弁・海水ストレーナ 

原子炉補機冷却系サージタンク 

原子炉補機冷却系熱交換器 

非常用交流電源設備※１ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」 

 

取水口 

取水管 

取水槽 

 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 

 

  



 

1.5－86 

対応手段，対処設備，手順書一覧（３／６） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード，サプレッション・プ

ール水冷却モード及び格納容

器冷却モード） 

残
留
熱
代
替
除
去
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱 

残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

原子炉補機代替冷却系 

サプレッション・チェンバ 

残留熱代替除去系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

ホース・接続口 

原子炉圧力容器 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＡＲによる格納容器

除熱」 

 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 

 

 
  



 

1.5－87 

対応手段，対処設備，手順書一覧（４／６） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード，サプレッション・プ

ール水冷却モード及び格納容

器冷却モード） 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱 

格納容器フィルタベント系 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳによる格納容器ベ

ント」 

「ＦＣＶＳ停止後のＮ２パー

ジ」 

 

原子力災害対策手順書 

「格納容器フィルタベント系

系統構成」 

「可搬式窒素供給装置を使用

した格納容器フィルタベント

系の窒素ガス置換」 

スクラバ容器補給設備 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「ＦＣＶＳスクラバ容器水位

調整」 

 

原子力災害対策手順書 

「第１ベントフィルタスクラ

バ容器への水補給」 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
窒
素
ガ
ス
供
給 

可搬式窒素供給装置 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を使用

した格納容器の窒素ガス置

換」 

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱 

遠隔手動弁操作機構 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁用空気ボンベ 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁操作設備配

管・弁 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真空

破壊装置を含む。） 

窒素ガス制御系 配管・弁 

非常用ガス処理系 配管・弁 

排気筒 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

可搬式窒素供給装置 

ホース・接続口 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「耐圧強化ベントによる格納

容器ベント」 

「耐圧強化ベント停止後のＮ

２パージ」 

 

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を使用

した格納容器フィルタベント

系の窒素ガス置換」 

 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 

  



 

1.5－88 

対応手段，対処設備，手順書一覧（５／６） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード，サプレッション・プ

ール水冷却モード及び格納容

器冷却モード） 

全交流動力電源 

現
場
操
作 

遠隔手動弁操作機構 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳによる格納容器ベ

ント」 

「ＦＣＶＳ停止後のＮ２パー

ジ」 

 

原子力災害対策手順書 

「格納容器フィルタベント系

系統構成」 

「可搬式窒素供給装置を使用

した格納容器フィルタベント

系の窒素ガス置換」 

 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
窒
素
ガ
ス
供
給 

可搬式窒素供給装置 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を使用 

した格納容器の窒素ガス置

換」 

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱 

遠隔手動弁操作機構 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁用空気ボンベ 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁操作設備配

管・弁 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真空

破壊装置を含む。） 

窒素ガス制御系 配管・弁 

非常用ガス処理系 配管・弁 

排気筒 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

可搬式窒素供給装置 

ホース・接続口 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「耐圧強化ベントによる格納

容器ベント」 

「耐圧強化ベント停止後のＮ

２パージ」 

 

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を使用

した格納容器フィルタベント

系の窒素ガス置換」 

 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 

  



 

1.5－89 

対応手段，対処設備，手順書一覧（６／６） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

原子炉補機冷却系（原子炉補機

海水系を含む。） 

全交流動力電源 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

ホース・接続口 

原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク 

原子炉補機代替冷却系 配管・弁 

残留熱除去系熱交換器 

取水口 

取水管 

取水槽 

常設代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

燃料補給設備※１ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「移動式代替熱交換設備によ

る冷却水確保」 

 

原子力災害対策手順書 

「移動式熱交換設備および大

型送水ポンプ車を使用した最

終ヒートシンク確保(ＵＨＳ

Ｓ編)」 

「大型送水ポンプ車を使用し

た海水供給（ハイドロサブ

編）」 

「移動式熱交換設備および大

型送水ポンプ車を使用した最

終ヒートシンク確保（電源

編）」 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）※３ 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モー

ド）※２ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱 

大型送水ポンプ車 

ホース・接続口 

原子炉補機冷却系 配管・弁 

原子炉補機代替冷却系 配管・弁 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）※２ 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モー

ド）※２ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）※２ 

取水口 

取水管 

取水槽 

常設代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

燃料補給設備※１ 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大型送水ポンプ車による冷

却水確保」 

 

原子力災害対策手順書 

「大型送水ポンプ車を使用し

た海水供給（ハイドロサブ

編）」 

 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 

  



 

1.5－90 

第1.5－2表 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧（１／１１） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ａ．残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＡＲによる格納容器除熱」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）サプレッション・

プール水温度（ＳＡ） 

最終ヒートシンクの確保 Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 残留熱代替除去系原子炉注水流量 

最終ヒートシンクの確保 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

補機監視機能 
残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

残留熱代替除去ポンプ出口流量 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 



 

1.5－91 

監視計器一覧（２／１１） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」 

 

原子力災害対策手順書 

「格納容器フィルタベント系系統構成」 

 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉格納容器内の水素濃度 

Ａ－格納容器水素濃度 

Ｂ－格納容器水素濃度 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

Ａ－格納容器酸素濃度 

Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

最終ヒートシンクの確保 

スクラバ容器水位 

スクラバ容器圧力 

スクラバ容器温度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

 

 



 

1.5－92 

監視計器一覧（３／１１） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り） 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳスクラバ容器水位調整」 

 

原子力災害対策手順 

「第１ベントフィルタスクラバ容器への水

補給」 

判
断
基
準 

補機監視機能 スクラバ容器水位 

操
作 

補機監視機能 スクラバ容器水位 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(c) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き） 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳスクラバ容器水位調整」 

判
断
基
準 

補機監視機能 スクラバ容器水位 

操
作 

補機監視機能 スクラバ容器水位 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳ停止後のＮ２パージ」 

 

原子力災害対策手順 

「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器

フィルタベント系の窒素ガス置換」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

操
作 

補機監視機能 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 

スクラバ容器圧力 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(e) 第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳスクラバ容器ｐＨ調整」 

 

原子力災害対策手順 

「第１ベントフィルタスクラバ容器への水

補給」 

判
断
基
準 

－ － 

操
作 

補機監視機能 
スクラバ水ｐＨ 

スクラバ容器水位 

  



 

1.5－93 

監視計器一覧（４／１１） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） 

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器

の窒素ガス置換」 判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

操
作 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水素濃度 

Ａ－格納容器水素濃度 

Ｂ－格納容器水素濃度 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

Ａ－格納容器酸素濃度 

Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

 

  



 

1.5－94 

監視計器一覧（５／１１） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） 

ｃ．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(a)  耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「耐圧強化ベントによる格納容器ベント」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉格納容器内の水素濃度 

Ａ－格納容器水素濃度 

Ｂ－格納容器水素濃度 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

Ａ－格納容器酸素濃度 

Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

最終ヒートシンクの確保 非常用ガス処理系排ガス・モニタ 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） 

ｃ．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 

(b) 耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージ 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「耐圧強化ベント後のＮ２パージ」 

 

原子力災害対策手順 

「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器

フィルタベント系の窒素ガス置換」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 



 

1.5－95 

監視計器一覧（６／１１） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

(a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳによる格納容器ベント」 

 

原子力災害対策手順書 

「格納容器フィルタベント系系統構成」 

 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉格納容器内の水素濃度 

Ａ－格納容器水素濃度 

Ｂ－格納容器水素濃度 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

Ａ－格納容器酸素濃度 

Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

最終ヒートシンクの確保 

スクラバ容器水位 

スクラバ容器圧力 

スクラバ容器温度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

 

 



 

1.5－96 

監視計器一覧（７／１１） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り) 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳスクラバ容器水位調整」 

 

原子力災害対策手順 

「第１ベントフィルタスクラバ容器への水

補給」 

判
断
基
準 

補機監視機能 スクラバ容器水位 

操
作 

補機監視機能 スクラバ容器水位 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

(c) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水抜き) 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳスクラバ容器水位調整」 

判
断
基
準 

補機監視機能 スクラバ容器水位 

操
作 

補機監視機能 スクラバ容器水位 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

(d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスパージ 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳ停止後のＮ２パージ」 

 

原子力災害対策手順 

「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器

フィルタベント系の窒素ガス置換」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

操
作 

補機監視機能 
第１ベントフィルタ出口水素濃度 

スクラバ容器圧力 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

ａ．格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

(e) 第１ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水ｐＨ調整 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳスクラバ容器ｐＨ調整」 

 

原子力災害対策手順 

「第１ベントフィルタスクラバ容器への水

補給」 

判
断
基
準 

－ － 

操
作 

補機監視機能 
スクラバ水ｐＨ 

スクラバ容器水位 
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監視計器一覧（８／１１） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

ｂ．可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器

の窒素ガス置換」 判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

操
作 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水素濃度 

Ａ－格納容器水素濃度 

Ｂ－格納容器水素濃度 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

Ａ－格納容器酸素濃度 

Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 
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監視計器一覧（９／１１） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

ｃ．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

(a)  耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「耐圧強化ベントによる格納容器ベント」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

操
作 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉格納容器内の水素濃度 

Ａ－格納容器水素濃度 

Ｂ－格納容器水素濃度 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度 

Ａ－格納容器酸素濃度 

Ｂ－格納容器酸素濃度 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

最終ヒートシンクの確保 非常用ガス処理系排ガス・モニタ 

1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） 

ｃ．耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 

(b) 耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスパージ 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「耐圧強化ベント停止後のＮ２パージ」 

 

原子力災害対策手順 

「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器

フィルタベント系の窒素ガス置換」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 
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監視計器一覧（１０／１１） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「移動式代替熱交換設備による冷却水確

保」 

 

原子力災害対策手順書 

「移動式熱交換設備および大型送水ポンプ

車を使用した最終ヒートシンク確保（ＵＨ

ＳＳ編）」 

「大型送水ポンプ車を使用した海水供給

（ハイドロサブ編）」 

「移動式熱交換設備および大型送水ポンプ

車を使用した最終ヒートシンク確保（電源

編）」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の温度 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 
Ａ－ＲＣＷサージタンク水位 

Ｂ－ＲＣＷサージタンク水位 

操
作 

最終ヒートシンクの確保 
Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

補機監視機能 
移動式代替熱交換設備淡水ポンプ出口圧力 

大型送水ポンプ車出口圧力 

1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 

(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ｂ．大型送水ポンプ車による除熱 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大型送水ポンプ車による冷却水確保」 

 

原子力災害対策手順書 

「大型送水ポンプ車を使用した海水供給

（ハイドロサブ編）」 

 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の温度 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

操

作 

最終ヒートシンクの確保 
Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

補機監視機能 大型送水ポンプ車出口圧力 
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監視計器一覧（１１／１１） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.5.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による除熱 

 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」 

 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の温度 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

水源の確保 
Ａ－ＲＣＷサージタンク水位 

Ｂ－ＲＣＷサージタンク水位 

操
作 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

最終ヒートシンクの確保 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 

Ａ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器出口温度 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 

Ⅰ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ⅱ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 
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第1.5－3表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.5】 

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 

格納容器フィルタベント系 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

窒素ガス制御系弁 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

非常用ガス処理系弁 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

移動式代替熱交換設備 

常設代替交流電源設備 

 

緊急用メタクラ 

原子炉補機冷却系弁 

常設代替交流電源設備 

 

Ｃ／Ｃ Ｃ系 

Ｃ／Ｃ Ｄ系 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ 

中央制御室監視計器類 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

計装Ｃ／Ｃ Ｃ系 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開して

いる。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあることを

示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，必要に応じて「機能喪失原因対策分析」

を確認することとする。 

  

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因１ 故障要因２ 故障要因３ 故障要因４ 故障要因５ 故障要因６

弁故障

ＲＨＲ熱交換器故障

配管故障

Ｓ／Ｐ使用不可

ストレーナ故障

ＲＣＷポンプ故障

弁故障

配管故障

ＲＳＷポンプ故障

弁故障

配管故障

ストレーナ故障

外部電源喪失

直流盤遮断器故障

蓄電池機能喪失

充電器故障

弁故障

 

駆動源喪失
（交流電源）

駆動源喪失
（直流電源）

補機冷却系
機能喪失

交流電源喪失

駆動源喪失
（交流電源）

駆動源喪失
（直流電源）

静的機器
機能喪失

ＲＣＷ熱交換器
故障

ＲＳＷ機能喪失

最終ヒートシンク
喪失

Ａ－ＲＨＲ
機能喪失

ＲＨＲポンプ
故障

静的機器
機能喪失

水源使用不可

補機冷却系
機能喪失

直流母線
機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

ＲＣＷ機能喪失

直流母線への
直流電源

給電機能喪失

静的機器
機能喪失

駆動源喪失
（交流／直流電源）

非常用ＤＥＧ
故障

充電器盤からの
通常給電機能喪失

Ｂ－ＲＨＲ
機能喪失

ＲＨＲポンプ
故障

静的機器
機能喪失

※４同様

※３同様

※４

※３同様

※３

※１同様

※１

※２

※２同様

※３同様

※４同様

 

第1.5－1図 機能喪失原因対策分析（補足） 
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第1.5－2図 ＥＯＰ 格納容器制御「ＰＣＶ圧力制御」における対応フロー 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第1.5－3図 ＥＯＰ 格納容器制御「Ｄ／Ｗ温度制御」における対応フロー 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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番
号

内
に

複
数
の

操
作

又
は

確
認

を
実
施

す
る
対

象
弁
が

あ
る

場
合

，
そ

の
実
施

順
を
示
す
。
 



 

 

1.5－110 

    

操
作
手
順
 

弁
名
称
 

④
※
１
 

Ｂ
－
熱
交
バ
イ
パ
ス
弁

 

④
※
２
 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
 
Ｒ
Ｈ
Ａ
Ｒ
ラ
イ
ン
入
口
止
め
弁

 

④
※
３
 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
 
Ａ
－
Ｆ
Ｌ
Ｓ
Ｒ
連
絡
ラ
イ
ン
止
め
弁

 

④
※
４
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
注
水
弁

 

④
※
５
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
第
２
ス
プ
レ
イ
弁

 

⑦
※
１
 

Ｒ
Ｈ
Ａ
Ｒ
ラ
イ
ン
流
量
調
節
弁

 

⑦
※
２
 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
 
Ａ
－
Ｆ
Ｌ
Ｓ
Ｒ
連
絡
ラ
イ
ン
流
量
調
節
弁

 

⑦
※
３
 

Ｒ
Ｈ
Ｒ
 
Ｐ
Ｃ
Ｖ
ス
プ
レ
イ
連
絡
ラ
イ
ン
流
量
調
節
弁

 

   

 

第
1.
5－

7
図
 

残
留

熱
代
替
除
去

系
に
よ

る
原

子
炉
格
納

容
器
内

の
減

圧
及

び
除

熱
 

概
要

図
(２

／
２
)
 

記
載

例
 
○
 

：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
 

○
※

１
～
 
 ：

同
一

操
作

手
順
番

号
内
に

複
数
の

操
作

又
は

確
認

を
実
施

す
る
対

象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
 



 

 

1.5－111 

     

 

    

第
1.

5－
8
図

 
残

留
熱

代
替
除
去

系
に
よ

る
原

子
炉
格
納

容
器
内

の
減

圧
及
び
除

熱
（

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
及

び
 

原
子

炉
格

納
容
器

内
へ

の
ス
プ
レ

イ
を
実

施
す

る
場
合
）

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
 



 

 

1.5－112 

 

   
 

第
1
.5
－

9
図
 

残
留

熱
代

替
除
去

系
使
用

時
に

お
け
る
原

子
炉
補

機
代

替
冷
却
系

に
よ

る
補

機
冷

却
水

確
保

 
概

要
図

(
１

／
４

)
 

 
 
 
 

 
 

（
原

子
炉

建
物
南

側
接
続

口
又

は
原
子
炉

建
物
西

側
接

続
口
を
使

用
し

た
補

機
冷

却
水

確
保

の
場

合
）

 

記
載

例
 
○

 
 
 
 
 

 
 
 
：
運
転
員
操
作
の
操
作
手
順
番

号
を
示

す
。
 

□
 
 
 
 
 

 
 
 
：
緊
急
時
対
策
要
員
操
作
の
操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

○
※
１
～
，
□

※
１
～
：
同
一
操
作
手
順
番
号
内
に
複
数

の
操
作

又
は
確

認
を
実

施
す

る
対

象
弁

が
あ
る

場
合
，

そ
の
実

施
順

を
示

す
。
 

○
ａ
～

 
，
□

ａ
～
 
：
同
一
操
作
手
順
番
号
内
で
選
択

し
て
実

施
す
る

操
作
が

あ
る

場
合

の
操

作
手
順

を
示
す

。
 



 

 

1.5－113 

  

操
作
手
順
 

弁
名
称
 

⑤
※
１
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
－
Ｄ
Ｅ
Ｇ
冷
却
水
入
口
弁

 

⑤
※
２
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
入
口
切
替
弁

 

⑤
※
３
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
出
口
切
替
弁

 

⑤
※
４
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
－
中
央
制
御
室
冷
凍
機
入
口
弁

 

⑩
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

 

□7
ａ
※
１
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
－
Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
西
側
供
給
配
管
止
め
弁

 

□7
ａ
※
２
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
－
Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
西
側
戻
り
配
管
止
め
弁

 

□8
ａ
 

Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
 
Ｂ
－
西
側
供
給
配
管
止
め
弁

 

□8
ｂ
 

Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
 
Ｂ
－
供
給
配
管
止
め
弁

 

□9
ａ
 

Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
 
Ｂ
－
西
側
戻
り
配
管
止
め
弁

 

□9
ｂ
 

Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
 
Ｂ
－
戻
り
配
管
止
め
弁

 

    
第
1.
5－

9
図

 
残

留
熱

代
替

除
去

系
使
用

時
に

お
け
る
原

子
炉
補

機
代

替
冷
却
系

に
よ

る
補

機
冷

却
水

確
保

 
概

要
図

(
２

／
４
)
 

（
原

子
炉

建
物

南
側
接

続
口
又
は

原
子
炉

建
物

西
側
接
続

口
を
使

用
し

た
補

機
冷

却
水

確
保

の
場

合
）

 

記
載
例

 
○

 
 
 
 

 
 

 
 
：

運
転
員
操

作
の

操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

□
 
 

 
 

 
 
 

 
：

緊
急

時
対

策
要
員
操

作
の

操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

○
※

１
～
，

□
※
１

～
：

同
一

操
作

手
順
番
号

内
に

複
数

の
操
作

又
は
確

認
を
実

施
す
る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
 

○
ａ
～

 
，

□
ａ
～
 
：

同
一

操
作

手
順
番
号

内
で

選
択

し
て
実

施
す
る

操
作
が

あ
る
場
合
の
操
作
手
順
を
示
す
。
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第
1.
5
－
9
図
 

残
留

熱
代

替
除

去
系
使
用

時
に

お
け
る
原

子
炉
補

機
代

替
冷
却
系

に
よ

る
補

機
冷

却
水

確
保

 
概

要
図

(３
／

４
)
 

（
原

子
炉

建
物

内
接
続

口
を
使
用

し
た
補

機
冷

却
水
確
保

の
場
合

（
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

 

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る
影

響
が
あ
る

場
合
）
）

 

記
載
例

 
○

 
 
 
 
 

 
 
 
：
運

転
員
操

作
の

操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

□
 

 
 
 
 

 
 
 
：
緊

急
時
対

策
要
員
操

作
の

操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

○
※
１
～
，
□

※
１
～
：
同

一
操
作

手
順
番
号

内
に

複
数

の
操
作

又
は
確

認
を
実

施
す

る
対

象
弁

が
あ
る

場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
 



 

 

1.5－115 

  

操
作
手
順
 

弁
名
称
 

⑤
※
１
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
－
Ｄ
Ｅ
Ｇ
冷
却
水
入
口
弁

 

⑤
※
２
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
入
口
切
替
弁

 

⑤
※
３
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
出
口
弁

 

⑤
※
４
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
出
口
切
替
弁

 

⑤
※
５
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
－
中
央
制
御
室
冷
凍
機
入
口
弁

 

⑩
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

 

□6
※
１
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
－
Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
西
側
供
給
配
管
止
め
弁

 

□6
※
２
 

Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
 
Ｂ
－
西
側
供
給
配
管
止
め
弁

 

□6
※
３
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
－
Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
西
側
戻
り
配
管
止
め
弁

 

□6
※
４
 

Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
 
Ｂ
－
西
側
戻
り
配
管
止
め
弁

 

    
 

第
1.
5
－

9
図
 

残
留

熱
代

替
除
去

系
使
用

時
に

お
け
る
原

子
炉
補

機
代

替
冷
却
系

に
よ

る
補

機
冷

却
水

確
保

 
概

要
図

(４
／

４
)
 

（
原

子
炉

建
物

内
接
続

口
を
使
用

し
た
補

機
冷

却
水
確
保

の
場
合

（
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

 

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る
影

響
が
あ
る

場
合
）
）

 

記
載
例

 
○

 
 
 
 

 
 

 
 
：

運
転
員
操

作
の

操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

□
 

 
 
 

 
 
 

 
：

緊
急

時
対

策
要
員
操

作
の

操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

○
※

１
～
，

□
※
１

～
：

同
一

操
作

手
順
番
号

内
に

複
数

の
操
作

又
は
確

認
を
実

施
す

る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
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手
順

の
項

目

電
源

確
認

冷
却

水
確

保
（

流
量

調
整

，
監

視
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

移
動

，
系

統
構

成
（

非
管

理
区

域
）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

移
動

式
代

替
熱

交
換

設
備

，
ホ

ー
ス

運
搬

車
）

補
機

冷
却

水
（

淡
水

）
の

供
給

（
監

視
）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

，
ホ

ー
ス

展
張

車
）

補
機

冷
却

水
（

海
水

）
の

供
給

（
流

量
調

整
，

監
視

）

移
動

 
移

動
式

代
替

熱
交

換
設

備
へ

の
電

源
ケ

ー
ブ

ル
接

続

※
１

：
第

１
保

管
エ

リ
ア

の
可

搬
設

備
を

使
用

し
た

場
合

は
速

や
か

に
対

応
で

き
る

。

備
考

1
2

3
4

5
6

7
8

要
員

(
数

)

残
留

熱
代

替
除

去
系

使
用

時
に

お
け

る
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
に

よ
る

補
機

冷
却

水
確

保
（

原
子

炉
建

物
南

側
接

続
口

又
は

原
子

炉
建

物
西

側
接

続
口

を
使

用
し

た
補

機
冷

却
水

確
保

の
場

合
（

Ｓ
Ａ

電
源

切
替

盤
を

使
用

し
た

場
合

）
）

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
1

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

2

緊
急

時
対

策
要

員

1
2 3

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
時

間
）

【
接

続
口

周
辺

作
業

】
移

動
式

代
替

熱
交

換
設

備
配

置
，

ホ
ー

ス
運

搬
・

敷
設

等

移
動

式
代

替
熱

交
換

設
備

配
置

，
準

備

【
取

水
箇

所
周

辺
作

業
】

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

配
置

，
ホ

ー
ス

運
搬

・
敷

設
等

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

配
置

，
取

水
準

備

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

残
留

熱
代

替
除

去
系

使
用

時
に

お
け

る
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
に

よ
る

補
機

冷
却

水
確

保
７

時
間

2
0
分

第
1.

5
－
1
0
図
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

使
用
時

に
お
け
る

原
子
炉

補
機

代
替
冷
却

系
に
よ

る
補

機
冷

却
水

確
保

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

(
１

／
４

)
 

（
原

子
炉

建
物

南
側

接
続
口
又
は

原
子
炉

建
物

西
側
接
続

口
を
使

用
し

た
補

機
冷

却
水

確
保

の
場

合
 

（
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

を
使
用
し
た

場
合
）
）
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手
順

の
項

目

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
り

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

電
源

確
認

冷
却

水
確

保
（

流
量

調
整

，
監

視
）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

り
離

し

移
動

，
系

統
構

成
（

非
管

理
区

域
）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

移
動

式
代

替
熱

交
換

設
備

，
ホ

ー
ス

運
搬

車
）

補
機

冷
却

水
（

淡
水

）
の

供
給

（
監

視
）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

，
ホ

ー
ス

展
張

車
）

補
機

冷
却

水
（

海
水

）
の

供
給

（
流

量
調

整
，

監
視

）

移
動

 
移

動
式

代
替

熱
交

換
設

備
へ

の
電

源
ケ

ー
ブ

ル
接

続

※
１

：
第

１
保

管
エ

リ
ア

の
可

搬
設

備
を

使
用

し
た

場
合

は
速

や
か

に
対

応
で

き
る

。

8
必

要
な

要
員

と
作

業
項

目

経
過

時
間

（
時

間
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7

残
留

熱
代

替
除

去
系

使
用

時
に

お
け

る
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
に

よ
る

補
機

冷
却

水
確

保
（

原
子

炉
建

物
南

側
接

続
口

又
は

原
子

炉
建

物
西

側
接

続
口

を
使

用
し

た
補

機
冷

却
水

確
保

の
場

合
（

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
を

使
用

し
た

場
合

）
）

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
1

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

2

要
員

(
数

)

緊
急

時
対

策
要

員

1
2

【
接

続
口

周
辺

作
業

】
移

動
式

代
替

熱
交

換
設

備
配

置
，

ホ
ー

ス
運

搬
・

敷
設

等

移
動

式
代

替
熱

交
換

設
備

配
置

，
準

備

【
取

水
箇

所
周

辺
作

業
】

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

配
置

，
ホ

ー
ス

運
搬

・
敷

設
等

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

配
置

，
取

水
準

備

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

3

残
留

熱
代

替
除

去
系

使
用

時
に

お
け

る
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
に

よ
る

補
機

冷
却

水
確

保
７

時
間

2
0
分

第
1.

5
－
1
0
図
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

使
用
時

に
お
け
る

原
子
炉

補
機

代
替
冷
却

系
に
よ

る
補

機
冷

却
水

確
保

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

(
２

／
４

)
 

（
原

子
炉

建
物

南
側

接
続
口
又
は

原
子
炉

建
物

西
側
接
続

口
を
使

用
し

た
補

機
冷

却
水

確
保

の
場

合
 

（
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ

切
替
盤

を
使

用
し
た
場

合
））
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手
順
の
項
目

電
源

確
認

　
冷

却
水

確
保

（
流

量
調

整
，

監
視

）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

移
動

，
系

統
構

成
（

非
管

理
区

域
）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

，
ホ

ー
ス

展
張

車
）

　
大

型
送

水
ポ

ン
プ

車
配

置
，

取
水

準
備

　
送

水
準

備
（

屋
外

ホ
ー

ス
敷

設
）

　
送

水
準

備
（

屋
内

ホ
ー

ス
敷

設
）

　
補

機
冷

却
水

（
海

水
）

の
供

給
（

流
量

調
整

，
監

視
）

※
１
：
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

備
考

1
2

3
4

5
6

7
8

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

要
員
(
数
)

残
留
熱
代
替
除
去
系
使
用
時
に
お
け
る
原
子
炉
補
機
代

替
冷
却
系
に
よ
る
補
機
冷
却
水
確
保

（
原
子
炉
建
物
内
接
続
口
を
使
用
し
た
補
機
冷
却
水
確

保
の
場
合
（
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他

の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合
）
（
Ｓ
Ａ
電

源
切
替
盤
を
使
用
し
た
場
合
）
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

1

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

2

緊
急
時
対
策
要
員

6

残
留
熱
代
替
除
去
系
使
用
時
に
お
け
る
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
補
機
冷
却
水
確
保

（
原
子
炉
建
物
内
接
続
口
を
使
用
し
た
補
機
冷
却
水
確
保
の
場
合
（
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合
）
）

７
時
間

第
1.

5
－
1
0
図
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

使
用
時

に
お
け
る

原
子
炉

補
機

代
替
冷
却

系
に
よ

る
補

機
冷

却
水

確
保

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

(
３

／
４

)
 

（
原

子
炉

建
物

内
接

続
口
を
使
用

し
た
補

機
冷

却
水
確
保

の
場
合

（
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
 

に
よ

る
影

響
が

あ
る

場
合
）
（
Ｓ

Ａ
電
源

切
替

盤
を
使
用

し
た
場

合
）
）
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手
順
の
項
目

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
り

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

電
源

確
認

　
冷

却
水

確
保

（
流

量
調

整
，

監
視

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

り
離

し

移
動

，
系

統
構

成
（

非
管

理
区

域
）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

，
ホ

ー
ス

展
張

車
）

　
大

型
送

水
ポ

ン
プ

車
配

置
，

取
水

準
備

　
送

水
準

備
（

屋
外

ホ
ー

ス
敷

設
）

　
送

水
準

備
（

屋
内

ホ
ー

ス
敷

設
）

　
補

機
冷

却
水

（
海

水
）

の
供

給
（

流
量

調
整

，
監

視
）

※
１
：
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

7
8

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

残
留
熱
代
替
除
去
系
使
用
時
に
お
け
る
原
子
炉
補
機
代

替
冷
却
系
に
よ
る
補
機
冷
却
水
確
保

（
原
子
炉
建
物
内
接
続
口
を
使
用
し
た
補
機
冷
却
水
確

保
の
場
合
（
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他

の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合
）
（
非
常
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
を
使
用
し
た
場
合
）
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

2

緊
急
時
対
策
要
員

61

備
考

1
2

3
4

5
6

残
留

熱
代

替
除

去
系

使
用

時
に

お
け

る
原

子
炉

補
機

代
替

冷
却

系
に

よ
る

補
機

冷
却

水
確

保

（
原

子
炉

建
物

内
接

続
口

を
使

用
し

た
補

機
冷

却
水

確
保

の
場

合
（

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
影

響
が

あ
る

場
合

）
）

７
時
間

第
1.

5
－
1
0
図
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

使
用
時

に
お
け
る

原
子
炉

補
機

代
替
冷
却

系
に
よ

る
補

機
冷

却
水

確
保

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

(
４

／
４

)
 

（
原

子
炉

建
物

内
接

続
口
を
使
用

し
た
補

機
冷

却
水
確
保

の
場
合

 

（
故

意
に

よ
る

大
型

航
空
機
の
衝

突
そ
の

他
の

テ
ロ
リ
ズ

ム
に
よ

る
影

響
が

あ
る

場
合

）
 

（
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ

切
替
盤

を
使

用
し
た
場

合
））

 



 

 

1.5－120 

 

  
 

第
1.
5
－
1
1図

 
格

納
容
器
フ
ィ

ル
タ
ベ

ン
ト

系
に
よ
る

原
子
炉

格
納

容
器
内
の

減
圧

及
び

除
熱

 
概

要
図

(１
／

２
)
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操
作
手
順

 
弁
名
称
 

⑦
 

Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
排
気
ラ
イ
ン
ド
レ
ン
排
出
弁

 

⑧
※

１
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
 
Ｎ
Ｇ
Ｃ
連
絡
ラ
イ
ン
隔
離
弁

 

⑧
※

２
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
 
Ｎ
Ｇ
Ｃ
連
絡
ラ
イ
ン
隔
離
弁
後
弁

 

⑧
※

３
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁

 

⑧
※

４
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁
後
弁

 

⑧
※

５
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
常
用
空
調
換
気
入
口
隔
離
弁

 

⑧
※

６
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
常
用
空
調
換
気
入
口
隔
離
弁
後
弁

 

⑧
※

７
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
 
Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
入
口
弁

（
第
３
弁
）
 

⑧
※

８
⑲

※
１
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁

（
第
２
弁
）
 

⑧
※

９
⑲

※
２
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
バ
イ
パ
ス
弁

（
第
２
弁
バ
イ
パ
ス
弁
）

 

⑬
ａ
 
⑰

※
１
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
 
Ｎ
２
ト
ー
ラ
ス
出
口
隔
離
弁

（
第
１
弁
（
Ｗ
／
Ｗ
側
））

 

⑬
ｂ
 
⑰

※
２
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
 
Ｎ
２
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
出
口
隔
離
弁

（
第
１
弁
（
Ｄ
／
Ｗ
側
））

 

  
 

第
1
.5

－
1
1
図

 
格

納
容

器
フ
ィ

ル
タ
ベ

ン
ト

系
に
よ
る

原
子
炉

格
納

容
器
内

の
減

圧
及

び
除

熱
 

概
要

図
(２

／
２

)
 

記
載

例
 
○
 

：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
 

○
a～

 
 

：
同

一
操
作

手
順
番

号
内
で

選
択
し

て
実

施
す

る
操

作
が
あ

る
場
合
の
操
作
手
順
の
優
先
番
号
を
示
す
。
 

○
※

１
～
 
 ：

同
一

操
作

手
順
番

号
内
に

複
数
の

操
作

又
は

確
認

を
実
施

す
る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
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手
順

の
項

目

系
統

構
成

（
第

２
弁

全
開

操
作

）

ベ
ン

ト
実

施
操

作
（

第
１

弁
（

Ｗ
／

Ｗ
）

全
開

操
作

）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
：

第
１

弁
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
：

第
２

弁
）

緊
急

時
対

策
所

～
原

子
炉

建
物

南
側

移
動

Ｆ
Ｃ

Ｖ
Ｓ

排
気

ラ
イ

ン
ド

レ
ン

排
出

弁
の

閉
操

作

手
順

の
項

目

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
り

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
り

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

電
源

確
認 系
統

構
成

（
第

２
弁

全
開

操
作

）

ベ
ン

ト
実

施
操

作
（

第
１

弁
（

Ｗ
／

Ｗ
）

全
開

操
作

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

り
離

し 移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

り
離

し

緊
急

時
対

策
所

～
原

子
炉

建
物

南
側

移
動

Ｆ
Ｃ

Ｖ
Ｓ

排
気

ラ
イ

ン
ド

レ
ン

排
出

弁
の

閉
操

作

要
員

(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
分

）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

※
１

1
2
0

電
源

確
認

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

緊
急

時
対

策
要

員
２

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び

除
熱

（
Ｗ

／
Ｗ

）
（

交
流

動
力

電
源

が
健

全
な

場
合

（
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

を
使

用
し

た
場

合
）

）

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
分

）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

要
員

(
数

)

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び

除
熱

（
Ｗ

／
Ｗ

）
（

交
流

動
力

電
源

が
健

全
な

場
合

（
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
切

替
盤

を
使

用
し

た
場

合
）

）

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

緊
急

時
対

策
要

員
２

※
１

：
第

２
弁

の
開

操
作

が
で

き
な

い
場

合
は

，
第

２
弁

バ
イ

パ
ス

弁
を

全
開

と
す

る
。

※
１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

原
子

炉
格

納
容

器
ベ

ン
ト

開
始

5
5
分

原
子

炉
格

納
容

器
ベ

ン
ト

開
始

8
0
分

第
1
.5
－
1
2
図

 
格

納
容

器
フ

ィ
ル
タ
ベ

ン
ト

系
に
よ
る

原
子
炉

格
納

容
器
内
の

減
圧
及

び
除

熱
（

Ｗ
／

Ｗ
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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手
順
の
項
目

系
統

構
成

（
第

２
弁

全
開

操
作

）

ベ
ン

ト
実

施
操

作
（

第
１

弁
（

Ｄ
／

Ｗ
）

全
開

操
作

）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
：

第
１

弁
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
：

第
２

弁
）

緊
急

時
対

策
所

～
原

子
炉

建
物

南
側

移
動

Ｆ
Ｃ

Ｖ
Ｓ

排
気

ラ
イ

ン
ド

レ
ン

排
出

弁
の

閉
操

作

手
順
の
項
目

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
り

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
り

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

電
源

確
認 系
統

構
成

（
第

２
弁

全
開

操
作

）

ベ
ン

ト
実

施
操

作
（

第
１

弁
（

Ｄ
／

Ｗ
）

全
開

操
作

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

り
離

し 移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

り
離

し

緊
急

時
対

策
所

～
原

子
炉

建
物

南
側

移
動

Ｆ
Ｃ

Ｖ
Ｓ

排
気

ラ
イ

ン
ド

レ
ン

排
出

弁
の

閉
操

作

※
１
：
第
２
弁
の
開
操
作
が
で
き
な
い
場
合
は
，
第
２
弁
バ
イ
パ
ス
弁
を
全
開
と
す
る
。

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

電
源

確
認

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
１

緊
急
時
対
策
要
員

２

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
減
圧
及
び
除
熱

（
Ｄ
／
Ｗ
）

（
交
流
動
力
電
源
が
健
全
な
場
合
（
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤

を
使
用
し
た
場
合
）
）

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

要
員
(
数
)

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
減
圧
及
び
除
熱

（
Ｄ
／
Ｗ
）

（
交
流
動
力
電
源
が
健
全
な
場
合
（
非
常
用
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
を
使
用
し
た
場
合
）
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

緊
急
時
対
策
要
員

２

※
１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

原
子
炉
格
納
容
器
ベ
ン
ト
開
始

5
5
分

原
子
炉
格
納
容
器
ベ
ン
ト
開
始

8
0
分

第
1
.5
－
1
3
図

 
格

納
容

器
フ

ィ
ル
タ
ベ

ン
ト

系
に
よ
る

原
子
炉

格
納

容
器
内
の

減
圧

及
び

除
熱

（
Ｄ

／
Ｗ

）
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
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 第
1.

5－
1
4図

 
第
１

ベ
ン
ト
フ

ィ
ル
タ

ス
ク

ラ
バ
容
器

水
位
調

整
（

水
張

り
）

概
要

図
 

操
作
手
順
 

弁
名
称
 

⑩
⑭
 

Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
補
給
止
め
弁

 

記
載

例
 
○
 

：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
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手
順
の
項
目

水
位

監
視

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

ホ
ー

ス
展

張
車

）

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

及
び

送
水

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

ホ
ー

ス
取

外
し

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
量

送
水

車
起

動
，

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
ス

ク
ラ

バ
容

器
注

水
開

始

停
止

操
作

※
１
：
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
対
処
で
き
る
。

※
２
：
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
25
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

【
取

水
箇

所
周

辺
作

業
】

大
量

送
水

車
配

置
，

ホ
ー

ス
運

搬
・

敷
設

，
注

水
操

作
等

緊
急
時
対
策
要
員

６

送
水

準
備

（
送

水
ヘ

ッ
ダ

～
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ

ス
ク

ラ
バ

容
器

補
給

用
接

続
口

）

【
接

続
口

周
辺

作
業

】
ホ

ー
ス

運
搬

・
敷

設
，

送
水

ヘ
ッ

ダ
運

搬
・

接
続

等

13
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

要
員
(
数
)

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

水
位
調
整
（
水
張
り
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

緊
急
時
対
策
要
員

６

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
14
0

15
0

80
90

10
0

11
0

12
0

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
ス

ク
ラ

バ
容

器
注

水
開

始
２

時
間

1
0
分

水
位
調
整
（
水
張
り
）
完
了

２
時
間
30
分

第
1.

5－
1
5図

 
第

１
ベ
ン
ト
フ

ィ
ル
タ

ス
ク

ラ
バ
容
器

水
位
調

整
（

水
張

り
）

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
 



 

 

1.5－126 

 
 

操
作
手
順

 
弁
名
称
 

②
※

１
⑤

※
１
 

Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
１
次
ド
レ
ン
弁

 

②
※

２
⑤

※
２
 

Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
ド
レ
ン
移
送
ラ
イ
ン
連
絡
弁

 

 
 

第
1.

5－
1
6図

 
第
１

ベ
ン
ト
フ

ィ
ル
タ

ス
ク

ラ
バ
容
器

水
位
調

整
（

水
抜

き
）

概
要

図
 

記
載
例

 
○
 

：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
 

○
※

１
～
 
 ：

同
一

操
作

手
順
番

号
内
に

複
数
の

操
作

又
は

確
認

を
実
施

す
る
対

象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
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第
1.

5－
1
7
図
 

第
１

ベ
ン
ト
フ

ィ
ル
タ

ス
ク

ラ
バ
容
器

水
位
調

整
（

水
抜

き
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 



 

 

1.5－128 

 

 
 

第
1.
5－

1
8図

 
格
納

容
器
フ
ィ

ル
タ
ベ

ン
ト

系
停
止
後

の
窒
素

ガ
ス

パ
ー

ジ
 

概
要

図
(１

／
２

)
 



 

 

1.5－129 

     

操
作
手
順

 
弁
名
称
 

⑦
※

１
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
 
Ｎ
２
ト
ー
ラ
ス
出
口
隔
離
弁

（
第
１
弁
（
Ｗ
／
Ｗ
側
））

 

⑦
※

２
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
 
Ｎ
２
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
出
口
隔
離
弁

（
第
１
弁
（
Ｄ
／
Ｗ
側
））

 

⑦
※

３
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
 
Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
入
口
弁

（
第
３
弁
）
 

⑦
※

４
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁

（
第
２
弁
）
 

⑦
※

５
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
バ
イ
パ
ス
弁

（
第
２
弁
バ
イ
パ
ス
弁
）

 

⑩
ａ
 

Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
窒
素
ガ
ス
補
給
元
弁

 

⑩
ｂ
⑩

ｃ
 

Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
建
物
内
窒
素
ガ
ス
補
給
元
弁

 

  
 

第
1.

5－
1
8図

 
格
納

容
器
フ
ィ

ル
タ
ベ

ン
ト

系
停
止
後

の
窒
素

ガ
ス

パ
ー

ジ
 

概
要

図
(
２

／
２

)
 

記
載

例
 
○
 

：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
 

○
a～

 
 

：
同

一
操
作

手
順
番

号
内
で

選
択
し

て
実

施
す

る
操

作
が
あ

る
場
合
の
操
作
手
順
の
優
先
番
号
を
示
す
。
 

○
※

１
～
 
 ：

同
一

操
作

手
順
番

号
内
に

複
数
の

操
作

又
は

確
認

を
実
施

す
る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
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手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
）

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

移
動

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

ホ
ー

ス
敷

設
・

接
続

，
暖

気
運

転

弁
開

操
作

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
）

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
の

移
動

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
の

ホ
ー

ス
，

電
源

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

・
接

続

起
動

操
作

系
統

構
成

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

20
40

60
80

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

ホ
ー

ス
敷

設
・

接
続

，
暖

気
運

転
等

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
の

ホ
ー

ス
，

電
源

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

・
接

続
，

起
動

操
作

等

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
停
止
後

の
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ
（
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
を
使

用
し
た
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
停
止
後
の
窒
素

ガ
ス
パ
ー
ジ
の
場
合
の
場
合
）

緊
急
時
対
策
要
員

２ ２

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ
開
始

２
時
間

第
1
.5
－

1
9図

 
格

納
容

器
フ

ィ
ル
タ
ベ

ン
ト

系
停
止
後

の
窒
素

ガ
ス

パ
ー
ジ

 
タ
イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
１

／
３

）
 

 
 
 
 

 
 

 
（

窒
素

供
給

ラ
イ
ン
接

続
口

を
使
用
し

た
格
納

容
器

フ
ィ
ル
タ

ベ
ン

ト
系

停
止

後
の

窒
素

ガ
ス

パ
ー

ジ
の

場
合

）
 



 

 

1.5－131 

    

 

 
 

手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
）

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

移
動

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

ホ
ー

ス
敷

設
・

接
続

，
暖

気
運

転

弁
開

操
作

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
）

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
の

移
動

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
の

ホ
ー

ス
，

電
源

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

・
接

続

起
動

操
作

系
統

構
成

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

20
40

60
80

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

２

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
停
止
後

の
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ
（
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建

物
内
）
（
原
子
炉
建
物
付
属
棟
西
側
扉
）
を
使
用
し
た

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
停
止
後
の
窒
素
ガ
ス

パ
ー
ジ
の
場
合
)

緊
急
時
対
策
要
員

２

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

ホ
ー

ス
敷

設
・

接
続

，
暖

気
運

転
等

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
の

ホ
ー

ス
，

電
源

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

・
接

続
，

起
動

操
作

等

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ
開
始

２
時
間

第
1.
5
－
1
9図

 
格

納
容
器
フ
ィ

ル
タ
ベ

ン
ト

系
停
止
後

の
窒
素

ガ
ス

パ
ー
ジ

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
２

／
３

）
 

（
窒

素
供

給
ラ
イ

ン
接

続
口
（
建

物
内
）
（
原

子
炉
建
物

付
属

棟
西

側
扉

）
を

使
用

し
た

格
納

 

容
器

フ
ィ

ル
タ
ベ

ン
ト

系
停
止
後

の
窒
素

ガ
ス

パ
ー
ジ
の

場
合

）
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手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
）

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

移
動

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

ホ
ー

ス
敷

設
・

接
続

，
暖

気
運

転

弁
開

操
作

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
）

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
の

移
動

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
の

ホ
ー

ス
，

電
源

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

・
接

続

起
動

操
作

系
統

構
成

（
監

視
）

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

ホ
ー

ス
敷

設
・

接
続

，
暖

気
運

転
等

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１２

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
の

ホ
ー

ス
，

電
源

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

・
接

続
，

起
動

操
作

等

12
0

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
停
止
後

の
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ
（
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建

物
内
）
（
タ
ー
ビ
ン
建
物
北
側
扉
）
を
使
用
し
た
格
納

容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
停
止
後
の
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ

の
場
合
（
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の

テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合
）

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

60
18
0

24
0

30
0

36
0

緊
急
時
対
策
要
員

48
0

要
員
(
数
)

２

42
0

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ
開
始

６
時
間
4
0分

第
1.

5－
1
9図

 
格

納
容

器
フ
ィ

ル
タ
ベ

ン
ト

系
停
止
後

の
窒
素

ガ
ス

パ
ー
ジ

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
３

／
３

）
 

（
窒

素
供

給
ラ
イ

ン
接

続
口
（
建

物
内
）
（
タ

ー
ビ
ン
建

物
北

側
扉

）
を

使
用

し
た

格
納

容
器

 

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン
ト

系
停

止
後
の
窒

素
ガ
ス

パ
ー

ジ
の
場
合

（
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

 

そ
の

他
の

テ
ロ
リ

ズ
ム

に
よ
る
影

響
が
あ

る
場

合
））
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操
作
手
順
 

弁
名
称
 

④
※
１
 

Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
薬
品
注
入
タ
ン
ク
出
口
弁

 

④
※
２
 

Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
循
環
ラ
イ
ン
止
め
弁

 

  
 

第
1.

5－
2
0
図
 

第
１

ベ
ン
ト
フ

ィ
ル
タ

ス
ク

ラ
バ
容
器

ス
ク
ラ

ビ
ン

グ
水

ｐ
Ｈ

調
整

 
概

要
図

 

記
載

例
 
○
 

：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
 

○
※

１
～
 
 ：

同
一

操
作

手
順
番

号
内
に

複
数
の

操
作

又
は

確
認

を
実
施

す
る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
 



 

 

1.5－134 

       

 

 
 

第
1.
5－

2
1図

 
第
１

ベ
ン
ト
フ

ィ
ル
タ

ス
ク

ラ
バ
容
器

ス
ク
ラ

ビ
ン

グ
水

ｐ
Ｈ

調
整

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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操
作
手
順

 
弁
名
称
 

⑥
ａ
※
１
 

Ａ
Ｎ
Ｉ
代
替
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
元
弁
（
Ｄ
／
Ｗ
側
）

 

⑥
ａ
※
２
 

Ａ
Ｎ
Ｉ
代
替
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
元
弁
（
Ｓ
／
Ｃ
側
）

 

⑥
ｂ

※
１
⑥

ｃ
※
１
 

Ａ
Ｎ
Ｉ
建
物
内
代
替
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
元
弁
（
Ｄ
／
Ｗ
側
）

 

⑥
ｂ

※
２
⑥

ｃ
※
２
 

Ａ
Ｎ
Ｉ
建
物
内
代
替
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
元
弁
（
Ｓ
／
Ｃ
側
）

 

 
 

第
1.
5
－
2
2図

 
可
搬

式
窒
素
供

給
装
置

に
よ

る
原
子
炉

格
納
容

器
へ

の
窒

素
ガ

ス
供

給
 概

要
図

 

記
載
例

 
○
 

：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
 

○
a～
 

：
同

一
操
作

手
順
番

号
内
で

選
択
し

て
実

施
す

る
操

作
が
あ

る
場
合
の
操
作
手
順
を
示
す
。
 

○
※

１
～
 
 ：

同
一

操
作

手
順
番

号
内
に

複
数
の

操
作

又
は

確
認

を
実
施

す
る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
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手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
）

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

移
動

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

ホ
ー

ス
敷

設
・

接
続

，
暖

気
運

転

弁
開

操
作

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
窒
素
ガ
ス
供
給

（
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
を
使
用
し
た
原
子
炉
格
納

容
器
へ
の
窒
素
ガ
ス
供
給
の
場
合
）

緊
急
時
対
策
要
員

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

6
0

8
0

1
0
0

4
0

2
0

2
2
0

2
4
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
窒
素
ガ
ス
供
給
開
始

２
時
間

第
1.

5－
2
3
図
 

可
搬

式
窒
素
供

給
装
置

に
よ

る
原
子
炉

格
納
容

器
へ

の
窒
素
ガ

ス
供

給
 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
１

／
３

）
 

（
窒

素
供

給
ラ
イ

ン
接

続
口
を
使

用
し
た

原
子

炉
格
納
容

器
へ

の
窒

素
ガ

ス
供

給
の

場
合

）
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手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
）

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

移
動

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

ホ
ー

ス
敷

設
・

接
続

，
暖

気
運

転

弁
開

操
作

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

2
4
0

要
員
(
数
)

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
窒
素
ガ
ス
供
給

（
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）
（
原
子
炉
建

物
付
属
棟
西
側
扉
）
を
使
用
し
た
原
子
炉
格
納
容
器
へ

の
窒
素
ガ
ス
供
給
の
場
合
）

緊
急
時
対
策
要
員

２

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
窒
素
ガ
ス
供
給
開
始

２
時
間

第
1
.5

－
2
3
図

 
可

搬
式

窒
素

供
給
装
置

に
よ

る
原
子
炉

格
納
容

器
へ

の
窒
素
ガ

ス
供

給
 タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
２

／
３

）
 

（
窒

素
供

給
ラ
イ

ン
接

続
口
（
建

物
内
）
（
原

子
炉
建
物

付
属
棟

西
側

扉
）

を
使

用
し

た
原

子
炉

格
納

容
器

 

へ
の

窒
素

ガ
ス
供

給
の

場
合
）
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手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
）

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

移
動

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

ホ
ー

ス
敷

設
・

接
続

，
暖

気
運

転

弁
開

操
作

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

60
36
0

48
0

18
0

24
0

30
0

12
0

42
0

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
窒
素
ガ
ス
供
給

（
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）
（
タ
ー
ビ
ン

建
物
北
側
扉
）
を
使
用
し
た
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
窒

素
ガ
ス
供
給
の
場
合
（
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝

突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場

合
）
）

緊
急
時
対
策
要
員

２

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
窒
素
ガ
ス
供
給
開
始

６
時
間
40
分

第
1.
5
－
2
3図

 
可

搬
式

窒
素

供
給
装
置

に
よ

る
原
子
炉

格
納
容

器
へ

の
窒
素
ガ

ス
供
給

 タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
（

３
／

３
）

 

（
窒

素
供

給
ラ

イ
ン
接

続
口
（
建

物
内
）
（
タ

ー
ビ
ン
建

物
北
側

扉
）

を
使

用
し

た
原

子
炉

格
納

容
器

へ
の

窒
素

 

ガ
ス

供
給

の
場

合
（
故

意
に
よ
る

大
型
航

空
機

の
衝
突
そ

の
他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

影
響

が
あ

る
場

合
）
）

 



 

 

1.5－139 

 

  
 

第
1
.5

－
2
4図

 
耐

圧
強
化
ベ
ン

ト
ラ
イ

ン
に

よ
る
原
子

炉
格
納

容
器

内
の
減

圧
及

び
除

熱
 

概
要

図
(
１

／
２
)
 

記
載
例

 
○
 

：
操
作
手
順
番

号
を

示
す
。
 

○
a～

 
 

：
同
一
操
作
手

順
番

号
内
で

選
択
し

て
実

施
す

る
操

作
が
あ

る
場
合

の
操
作

手
順

の
優

先
番

号
を
示
す
。
 

○
※
１
～
 
 ：

同
一
操
作
手

順
番

号
内
に

複
数
の

操
作

又
は

確
認

を
実
施

す
る
対

象
弁
が

あ
る

場
合

，
そ

の
実
施
順
を
示
す
。
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第
1
.5

－
2
4
図

 
耐

圧
強
化
ベ
ン

ト
ラ
イ

ン
に

よ
る
原
子

炉
格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び

除
熱

 
概

要
図
(
２

／
２
)
 

操
作
手
順

 
弁
名
称
 

⑤
※

１
 

Ａ
－
Ｓ
Ｇ
Ｔ
出
口
弁
 

⑤
※

２
 

Ｂ
－
Ｓ
Ｇ
Ｔ
出
口
弁
 

⑤
※

３
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
 
Ｎ
Ｇ
Ｃ
連
絡
ラ
イ
ン
隔
離
弁

 

⑤
※

４
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
 
Ｎ
Ｇ
Ｃ
連
絡
ラ
イ
ン
隔
離
弁
後
弁

 

⑤
※

５
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
常
用
空
調
換
気
入
口
隔
離
弁

 

⑤
※

６
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
常
用
空
調
換
気
入
口
隔
離
弁
後
弁

 

⑥
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁
操
作
用
空
気
供
給
弁

 

⑦
※

１
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
 
Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
入
口
弁

（
第
３
弁
）
 

⑦
※

２
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁
後
弁

 

⑦
※

３
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁

 

⑦
※

４
⑱

※
１
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁

（
第
２
弁
）
 

⑦
※

５
⑱

※
２
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
バ
イ
パ
ス
弁

（
第
２
弁
バ
イ
パ
ス
弁
）

 

⑬
ａ
⑯

※
１
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
 
Ｎ
２
ト
ー
ラ
ス
出
口
隔
離
弁

（
第
１
弁
（
Ｗ
／
Ｗ
側
））

 

⑬
ｂ
⑯

※
２
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
 
Ｎ
２
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
出
口
隔
離
弁

（
第
１
弁
（
Ｄ
／
Ｗ
側
））

 

記
載
例

 
○
 

：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
 

○
a～

 
 

：
同

一
操
作

手
順
番

号
内
で

選
択
し

て
実

施
す

る
操

作
が
あ

る
場
合

の
操
作

手
順
の
優
先
番
号
を
示
す
。
 

○
※
１
～
 
 ：

同
一

操
作

手
順
番

号
内
に

複
数
の

操
作

又
は

確
認

を
実
施

す
る
対

象
弁
が

あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
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手
順
の
項
目

系
統

構
成

（
第

２
弁

全
開

操
作

）

ベ
ン

ト
実

施
操

作
（

第
１

弁
（

Ｗ
／

Ｗ
）

全
開

操
作

）

11
0

60
70

80
90

10
0

※
１
：
第
２
弁
の
開
操
作
が
で
き
な
い
場
合
は
，
第
２
弁
バ
イ
パ
ス
弁
を
全
開
と
す
る
。
中
央
制
御
室
運
転
員
１
名
に
て
実
施
し
た
場
合
，
30
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50

※
１

12
0

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱

（
Ｗ
／
Ｗ
）

（
交
流
動
力
電
源
が
健
全
な
場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

原
子
炉
格
納
容
器
ベ
ン
ト
開
始

30
分

手
順
の
項
目

系
統

構
成

（
第

２
弁

全
開

操
作

）

ベ
ン

ト
実

施
操

作
（

第
１

弁
（

Ｄ
／

Ｗ
）

全
開

操
作

）

90
12
0

要
員
(
数
)

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱

（
Ｄ
／
Ｗ
）

（
交
流
動
力
電
源
が
健
全
な
場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
１

※
１
：
第
２
弁
の
開
操
作
が
で
き
な
い
場
合
は
，
第
２
弁
バ
イ
パ
ス
弁
を
全
開
と
す
る
。
中
央
制
御
室
運
転
員
１
名
に
て
実
施
し
た
場
合
，
30
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

10
0

11
0

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

原
子
炉
格
納
容
器
ベ
ン
ト
開
始

30
分

第
1
.5
－

2
5
図
 

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
ラ
イ

ン
に

よ
る
原
子

炉
格
納

容
器

内
の
減
圧

及
び

除
熱

（
Ｗ

／
Ｗ

）
 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

第
1
.5
－

2
6
図
 

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
ラ
イ

ン
に

よ
る
原
子

炉
格
納

容
器

内
の
減
圧

及
び

除
熱

（
Ｄ

／
Ｗ

）
 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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 第
1
.5
－

2
7
図
 

耐
圧

強
化
ベ
ン

ト
ラ
イ

ン
停

止
後
の
窒

素
ガ
ス

パ
ー

ジ
 

概
要

図
(
１

／
２

)
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操
作
手
順

 
弁
名
称
 

⑥
※

１
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
 
Ｎ
２
ト
ー
ラ
ス
出
口
隔
離
弁

（
第
１
弁
（
Ｗ
／
Ｗ
側
））

 

⑥
※

２
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
 
Ｎ
２
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
出
口
隔
離
弁

（
第
１
弁
（
Ｄ
／
Ｗ
側
））

 

⑥
※

３
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
 
Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
入
口
弁

（
第
３
弁
）
 

⑥
※

４
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁
後
弁

 

⑥
※

５
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁

 

⑥
※

６
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁

（
第
２
弁
）
 

⑥
※

７
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
バ
イ
パ
ス
弁

（
第
２
弁
バ
イ
パ
ス
弁
）

 

⑨
ａ
 

Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
窒
素
ガ
ス
補
給
元
弁

 

⑨
ｂ
⑨

ｃ
 

Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
建
物
内
窒
素
ガ
ス
補
給
元
弁

 

   
 

第
1.

5－
2
7
図
 

耐
圧

強
化
ベ
ン

ト
ラ
イ

ン
停

止
後
の
窒

素
ガ
ス

パ
ー

ジ
 

概
要

図
(２

／
２
)
 

記
載

例
 
○
 

：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
 

○
a～

 
 

：
同

一
操
作

手
順
番

号
内
で

選
択
し

て
実

施
す

る
操

作
が
あ

る
場
合
の
操
作
手
順
の
優
先
番
号
を
示
す
。
 

○
※

１
～
 
 ：

同
一

操
作

手
順
番

号
内
に

複
数
の

操
作

又
は

確
認

を
実
施

す
る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
 



 

 

1.5－144 

     

 

 
 

手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
）

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

移
動

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

ホ
ー

ス
敷

設
・

接
続

，
暖

気
運

転

弁
開

操
作

系
統

構
成

2
2
0

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
停
止
後

の
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ
（
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
を
使

用
し
た
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
停
止
後
の
窒
素
ガ
ス

パ
ー
ジ
の
場
合
の
場
合
）

緊
急
時
対
策
要
員

２

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
4
0

要
員
(
数
)

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ
開
始

２
時
間

第
1.
5－

2
8図

 
耐

圧
強

化
ベ

ン
ト
ラ
イ

ン
停

止
後
の
窒

素
ガ
ス

パ
ー

ジ
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
(
１

／
３
)
 

（
窒

素
供

給
ラ
イ

ン
接

続
口
を
使

用
し
た

耐
圧

強
化
ベ
ン

ト
ラ
イ

ン
停

止
後

の
窒

素
ガ

ス
パ

ー
ジ

の
場

合
）
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手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
）

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

移
動

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

ホ
ー

ス
敷

設
・

接
続

，
暖

気
運

転

弁
開

操
作

系
統

構
成

2
4
0

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
停
止
後

の
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ
（
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建

物
内
）
（
原
子
炉
建
物
付
属
棟
西
側
扉
）
を
使
用
し
た

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
停
止
後
の
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ

の
場
合
)

緊
急
時
対
策
要
員

２

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ
開
始

２
時
間

第
1.

5－
2
8図

 
耐

圧
強
化
ベ
ン

ト
ラ
イ

ン
停

止
後
の
窒

素
ガ
ス

パ
ー

ジ
 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
２

／
３

）
 

（
窒

素
供

給
ラ
イ

ン
接

続
口
（
建

物
内
）
（
原

子
炉
建
物

付
属

棟
西

側
扉

）
を

使
用

し
た

 

耐
圧

強
化

ベ
ン
ト

ラ
イ

ン
停
止
後

の
窒
素

ガ
ス

パ
ー
ジ
の

場
合

）
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手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
）

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

移
動

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置
の

ホ
ー

ス
敷

設
・

接
続

，
暖

気
運

転

弁
開

操
作

系
統

構
成

備
考

6
0

1
8
0

2
4
0

3
0
0

3
6
0

4
8
0

4
2
0

1
2
0

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
停
止
後

の
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ
（
窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建

物
内
）
（
タ
ー
ビ
ン
建
物
北
側
扉
）
を
使
用
し
た
耐
圧

強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
停
止
後
の
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ
の
場

合
（
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ

リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合
）

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

緊
急
時
対
策
要
員

要
員
(
数
)

２

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
窒
素
ガ
ス
パ
ー
ジ
開
始

６
時
間
4
0分

第
1
.5
－

2
8図

 
耐

圧
強

化
ベ

ン
ト

ラ
イ

ン
停

止
後
の
窒

素
ガ
ス

パ
ー

ジ
 

タ
イ

ム
チ
ャ

ー
ト

（
３

／
３

）
 

（
窒

素
供

給
ラ

イ
ン

接
続
口
（
建

物
内
）
（
タ

ー
ビ
ン
建

物
北
側

扉
）

を
使

用
し

た
耐

圧
強

化
ベ

ン
ト

ラ
イ

ン
停

止
後

 

の
窒

素
ガ

ス
パ

ー
ジ

の
場
合
（
故

意
に
よ

る
大

型
航
空
機

の
衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

影
響

が
あ

る
場

合
）
）
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第
1
.5
－

2
9
図
 

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ
ベ

ン
ト

系
に
よ
る

原
子
炉

格
納

容
器
内
の

減
圧

及
び

除
熱

（
現

場
操

作
）

 
概

要
図

(
１

／
２

)
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操
作
手
順

 
弁
名
称
 

⑤
※

１
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
 
Ｎ
Ｇ
Ｃ
連
絡
ラ
イ
ン
隔
離
弁

 

⑤
※

２
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
 
Ｎ
Ｇ
Ｃ
連
絡
ラ
イ
ン
隔
離
弁
後
弁

 

⑤
※

３
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁

 

⑤
※

４
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁
後
弁

 

⑤
※

５
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
常
用
空
調
換
気
入
口
隔
離
弁

 

⑤
※

６
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
常
用
空
調
換
気
入
口
隔
離
弁
後
弁

 

⑤
※

７
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
 
Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
入
口
弁

（
第
３
弁
）
 

⑥
 

Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
排
気
ラ
イ
ン
ド
レ
ン
排
出
弁

 

⑦
※

１
⑲

※
１
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁

（
第
２
弁
）
 

⑦
※

２
⑲

※
２
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
バ
イ
パ
ス
弁

（
第
２
弁
バ
イ
パ
ス
弁
）

 

⑬
ａ
⑰

※
１
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
 
Ｎ
２
ト
ー
ラ
ス
出
口
隔
離
弁

（
第
１
弁
（
Ｗ
／
Ｗ
側
））

 

⑬
ｂ
⑰

※
２
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
 
Ｎ
２
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
出
口
隔
離
弁

（
第
１
弁
（
Ｄ
／
Ｗ
側
））

 

  
 

第
1
.5
－
2
9図

 
格

納
容

器
フ

ィ
ル
タ
ベ

ン
ト

系
に
よ
る

原
子
炉

格
納

容
器
内
の

減
圧
及

び
除

熱
（

現
場

操
作

）
 
概

要
図

(
２

／
２

)
 

記
載
例

 
○
 

：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
 

○
a～

 
 

：
同

一
操
作

手
順
番

号
内
で

選
択
し

て
実

施
す

る
操

作
が
あ

る
場
合

の
操
作

手
順
の
優
先
番
号
を
示
す
。
 

○
※

１
～
 
 ：

同
一

操
作

手
順
番

号
内
に

複
数
の

操
作

又
は

確
認

を
実
施

す
る
対

象
弁
が

あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
 



 

 

1.5－149 

 

   

 

 
 

手
順
の
項
目

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
電

源
確

認

緊
急

時
対

策
所

～
原

子
炉

建
物

南
側

移
動

Ｆ
Ｃ

Ｖ
Ｓ

排
気

ラ
イ

ン
ド

レ
ン

排
出

弁
の

閉
操

作

移
動

，
系

統
構

成
（

第
２

弁
全

開
操

作
）

緊
急
時
対
策
要
員

２

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
（
現
場
操
作
）

（
Ｗ
／
Ｗ
）

（
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
の
場
合
）

24
0

２
現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

要
員
(
数
)

移
動
，
ベ
ン
ト
実
施
操
作

（
第
１
弁
（
Ｗ
／
Ｗ
）
全
開
操
作
）

※
１

※
１
：
第
２
弁
の
開
操
作
が
で
き
な
い
場
合
は
，
第
２
弁
バ
イ
パ
ス
弁
を
全
開
と
す
る
。
現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ
に
て
実
施
し
た
場
合
，
２
時
間
50
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

20
40

60
80

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

原
子
炉
格
納
容
器
ベ
ン
ト
開
始

２
時
間
50
分

手
順
の
項
目

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
電

源
確

認

緊
急

時
対

策
所

～
原

子
炉

建
物

南
側

移
動

Ｆ
Ｃ

Ｖ
Ｓ

排
気

ラ
イ

ン
ド

レ
ン

排
出

弁
の

閉
操

作

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
（
現
場
操
作
）

（
Ｄ
／
Ｗ
）

（
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
の
場
合
）

緊
急
時
対
策
要
員

２

1
8
0

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２
移
動
，
ベ
ン
ト
実
施
操
作

（
第
１
弁
（
Ｄ
／
Ｗ
）
全
開
操
作
）

2
2
0

2
4
0

2
0
0

移
動

，
系

統
構

成
（

第
２

弁
全

開
操

作
）

※
１

※
１
：
第
２
弁
の
開
操
作
が
で
き
な
い
場
合
は
，
第
２
弁
バ
イ
パ
ス
弁
を
全
開
と
す
る
。
現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ
に
て
実
施
し
た
場
合
，
２
時
間
50
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

原
子
炉
格
納
容
器
ベ
ン
ト
開
始

２
時
間
5
0
分

第
1
.5

－
3
0図

 
格

納
容
器
フ
ィ

ル
タ
ベ

ン
ト

系
に
よ
る

原
子
炉

格
納

容
器
内

の
減

圧
及

び
除

熱
（

現
場

操
作

）
 

（
Ｗ

／
Ｗ

）
 
タ

イ
ム

チ
ャ
ー
ト

 

第
1.

5
－

3
1図

 
格

納
容
器
フ
ィ

ル
タ
ベ

ン
ト

系
に
よ
る

原
子
炉

格
納

容
器

内
の

減
圧

及
び

除
熱

（
現

場
操

作
）

 

（
Ｄ

／
Ｗ

）
 
タ

イ
ム

チ
ャ
ー
ト
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第
1.

5
－

3
2図

 
耐

圧
強

化
ベ

ン
ト
ラ
イ

ン
に

よ
る
原
子

炉
格
納

容
器

内
の
減
圧

及
び

除
熱

（
現

場
操

作
）

 
概

要
図

(１
／

２
)
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操
作
手
順

 
弁
名
称
 

④
※

１
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
 
Ｎ
Ｇ
Ｃ
連
絡
ラ
イ
ン
隔
離
弁

 

④
※

２
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
 
Ｎ
Ｇ
Ｃ
連
絡
ラ
イ
ン
隔
離
弁
後
弁

 

④
※

３
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
常
用
空
調
換
気
入
口
隔
離
弁

 

④
※

４
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
常
用
空
調
換
気
入
口
隔
離
弁
後
弁

 

⑤
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
 
Ｆ
Ｃ
Ｖ
Ｓ
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
入
口
弁

（
第
３
弁
）
 

⑥
※

１
 

Ａ
－
Ｓ
Ｇ
Ｔ
出
口
弁
 

⑥
※

２
 

Ｂ
－
Ｓ
Ｇ
Ｔ
出
口
弁
 

⑥
※

３
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁
後
弁

 

⑦
※

１
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁
操
作
用
電
磁
弁
排
気
止
め
弁

 

⑦
※

２
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁
操
作
用
バ
イ
パ
ス
ラ
イ
ン
空
気
供
給
弁

 

⑦
※

３
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁

 

⑦
※

４
 

Ｓ
Ｇ
Ｔ
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
止
め
弁
操
作
用
空
気
供
給
弁

 

⑨
※

１
⑳

※
１
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁

（
第
２
弁
）
 

⑨
※

２
⑳

※
２
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
非
常
用
ガ
ス
処
理
入
口
隔
離
弁
バ
イ
パ
ス
弁

（
第
２
弁
バ
イ
パ
ス
弁
）

 

⑮
ａ
⑱

※
１
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
 
Ｎ
２
ト
ー
ラ
ス
出
口
隔
離
弁

（
第
１
弁
（
Ｗ
／
Ｗ
側
））

 

⑮
ｂ
⑱

※
２
 

Ｎ
Ｇ
Ｃ
 
Ｎ
２
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
出
口
隔
離
弁

（
第
１
弁
（
Ｄ
／
Ｗ
側
））

 

 
 

第
1.
5－

3
2図

 
耐

圧
強

化
ベ

ン
ト

ラ
イ

ン
に

よ
る
原
子

炉
格
納

容
器

内
の
減
圧

及
び

除
熱

（
現

場
操

作
）

 
概

要
図

(２
／

２
)
 

記
載
例

 
○
 

：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
 

○
a～

 
 

：
同

一
操
作

手
順
番

号
内
で

選
択
し

て
実

施
す

る
操

作
が
あ

る
場
合

の
操
作

手
順

の
優
先
番
号
を
示
す
。
 

○
※
１
～
 
 ：

同
一

操
作

手
順
番

号
内
に

複
数
の

操
作

又
は

確
認

を
実
施

す
る
対

象
弁
が

あ
る

場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
 



 

 

1.5－152 

 

 

 

 
 

手
順
の
項
目

電
源

確
認

，
系

統
構

成

移
動

，
系

統
構

成
（

第
２

弁
全

開
操

作
）

移
動

，
系

統
構

成

現
場
運
転
員
Ｄ
，
Ｅ

※
１

※
１
：
第
２
弁
の
開
操
作
が
で
き
な
い
場
合
は
，
第
２
弁
バ
イ
パ
ス
弁
を
全
開
と
す
る
。
現
場
運
転
員
２
名
に
て
実
施
し
た
場
合
，
４
時
間
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱

（
現
場
操
作
）

（
Ｗ
／
Ｗ
）

（
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
の
場
合
）

２

備
考

1
2
0

2
1
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

1
8
0

要
員
(
数
)

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

1
5
0

2
4
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

１
中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

3
0

6
0

9
0

移
動

，
ベ

ン
ト

実
施

操
作

（
第

１
弁

（
Ｗ

／
Ｗ

）
全

開
操

作
）

原
子
炉
格
納
容
器
ベ
ン
ト
開
始

４
時
間

手
順
の
項
目

電
源

確
認

，
系

統
構

成

移
動

，
系

統
構

成
（

第
２

弁
全

開
操

作
）

移
動

，
系

統
構

成

※
１
：
第
２
弁
の
開
操
作
が
で
き
な
い
場
合
は
，
第
２
弁
バ
イ
パ
ス
弁
を
全
開
と
す
る
。
現
場
運
転
員
２
名
に
て
実
施
し
た
場
合
，
４
時
間
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２
※
１

現
場
運
転
員
Ｄ
，
Ｅ

２

移
動

，
ベ

ン
ト

実
施

操
作

（
第

１
弁

（
Ｄ

／
Ｗ

）
全

開
操

作
）

2
1
0

2
4
0

2
7
0

要
員
(
数
)

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
に
よ
る

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱

（
現
場
操
作
）

（
Ｄ
／
Ｗ
）

（
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
の
場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

1
2
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

3
0

6
0

9
0

3
3
0

3
0
0

1
5
0

1
8
0

原
子
炉
格
納
容
器
ベ
ン
ト
開
始

４
時
間

第
1.
5－

3
3
図
 

耐
圧

強
化

ベ
ン

ト
ラ

イ
ン

に
よ
る
原
子

炉
格
納

容
器

内
の
減
圧

及
び
除

熱
（

現
場

操
作

）
（

Ｗ
／

Ｗ
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

第
1
.5
－
3
4図

 
耐

圧
強

化
ベ

ン
ト

ラ
イ

ン
に

よ
る
原
子

炉
格
納

容
器

内
の
減
圧

及
び
除

熱
（

現
場

操
作

）
（

Ｄ
／

Ｗ
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 



 

 

1.5－153 

 

   
 

第
1.
5－

3
5
図
 

原
子

炉
補
機
代

替
冷
却

系
に

よ
る
除
熱

 
概
要

図
(
１
／
４
)
 

（
原

子
炉

建
物
南

側
接

続
口
又
は

原
子
炉

建
物

西
側
接
続

口
を

使
用

し
た

補
機

冷
却

水
確

保
の

場
合

）
 

記
載

例
 
○

 
 
 
 
 

 
 
 
：
運
転
員
操
作
の
操
作
手
順
番

号
を
示

す
。
 

□
 

 
 
 
 

 
 
 
：
緊
急
時
対
策
要
員
操
作
の
操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

○
※

１
～
，
□

※
１
～
：
同
一
操
作
手
順
番
号
内
に
複
数

の
操
作

又
は
確

認
を
実

施
す

る
対

象
弁

が
あ
る

場
合
，

そ
の
実

施
順

を
示

す
。
 



 

 

1.5－154 

   

操
作
手
順
 

弁
名
称
 

⑤
※
１
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
－
Ｄ
Ｅ
Ｇ
冷
却
水
入
口
弁

 

⑤
※
２
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
入
口
切
替
弁

 

⑤
※
３
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
出
口
切
替
弁

 

⑤
※
４
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
－
中
央
制
御
室
冷
凍
機
入
口
弁

 

⑥
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
－
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
冷
却
水
入
口
弁

 

⑪
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

 

□7
 

Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
 
Ｂ
－
供
給
配
管
止
め
弁

 

□8
 

Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
 
Ｂ
－
戻
り
配
管
止
め
弁

 

  

第
1
.5

－
3
5
図
 

原
子

炉
補
機
代

替
冷
却

系
に

よ
る
除
熱

 
概
要

図
(
２
／

４
)
 

（
原

子
炉

建
物
南

側
接

続
口
又
は

原
子
炉

建
物

西
側
接
続

口
を

使
用

し
た

補
機

冷
却

水
確

保
の

場
合

）
 

記
載
例

 
○

 
 
 
 

 
 
 

 
：

運
転
員
操

作
の

操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

□
 

 
 
 

 
 
 

 
：

緊
急

時
対

策
要
員
操

作
の

操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

○
※

１
～
，

□
※
１

～
：

同
一

操
作

手
順
番
号

内
に

複
数

の
操
作

又
は
確

認
を
実

施
す
る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
 



 

 

1.5－155 

 

  
 

第
1.
5－

3
5図

 
原
子

炉
補
機
代

替
冷
却

系
に

よ
る
除
熱

 
概
要

図
(
３

／
４
)
 

（
原
子
炉

建
物
内

接
続

口
を
使
用

し
た
補

機
冷

却
水

確
保

の
場

合
（

故
意

に
よ

る
 

大
型
航
空

機
の
衝

突
そ

の
他
の
テ

ロ
リ
ズ

ム
に

よ
る

影
響

が
あ

る
場

合
）
）

 

記
載

例
 
○

 
 
 
 
 

 
 
 
：
運
転
員
操
作
の
操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

□
 
 
 
 
 

 
 
 
：
緊
急
時
対
策
要
員
操

作
の

操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

○
※
１
～
，
□

※
１
～
：
同
一
操
作
手
順
番
号

内
に

複
数

の
操
作

又
は
確

認
を
実

施
す

る
対

象
弁

が
あ
る

場
合
，

そ
の
実

施
順

を
示
す
。
 



 

 

1.5－156 

     

操
作
手
順
 

弁
名
称
 

⑤
※
１
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ａ
－
Ｄ
Ｅ
Ｇ
冷
却
水
入
口
弁

 

⑤
※
２
 

Ａ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
入
口
切
替
弁

 

⑤
※
３
 

Ａ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
出
口
弁

 

⑤
※
４
 

Ａ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
出
口
切
替
弁

 

⑤
※

５
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ａ
－
中
央
制
御
室
冷
凍
機
入
口
弁

 

⑥
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ａ
－
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
冷
却
水
入
口
弁

 

⑪
 

Ａ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

 

□6
※
１
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ａ
‐
Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
供
給
配
管
止
め
弁

 

□6
※
２
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ａ
‐
Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
戻
り
配
管
止
め
弁

 

     
 

第
1.
5－

3
5
図
 

原
子

炉
補
機
代

替
冷
却

系
に

よ
る
除
熱

 
概
要

図
(
４

／
４
)
 

（
原
子
炉

建
物
内

接
続

口
を
使
用

し
た
補

機
冷

却
水

確
保

の
場

合
（

故
意

に
よ

る
 

大
型
航
空

機
の
衝

突
そ

の
他
の
テ

ロ
リ
ズ

ム
に

よ
る

影
響

が
あ

る
場

合
）
）

 

記
載

例
 
○

 
 
 
 

 
 

 
 
：

運
転
員
操

作
の

操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

□
 
 

 
 

 
 
 

 
：

緊
急

時
対

策
要
員
操

作
の

操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

○
※

１
～
，

□
※
１

～
：

同
一

操
作

手
順
番
号

内
に

複
数

の
操
作

又
は
確

認
を
実
施
す
る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
 



 

 

1.5－157 

  

 

  
 

手
順

の
項

目

電
源

確
認

冷
却

水
確

保
（

流
量

調
整

，
監

視
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

移
動

，
系

統
構

成
（

非
管

理
区

域
）

移
動

，
系

統
構

成
（

管
理

区
域

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

移
動

式
代

替
熱

交
換

設
備

，
ホ

ー
ス

運
搬

車
）

補
機

冷
却

水
（

淡
水

）
の

供
給

（
監

視
）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

，
ホ

ー
ス

展
張

車
）

補
機

冷
却

水
（

海
水

）
の

供
給

（
流

量
調

整
，

監
視

）

移
動

 
移

動
式

代
替

熱
交

換
設

備
へ

の
電

源
ケ

ー
ブ

ル
接

続

※
１

：
第

１
保

管
エ

リ
ア

の
可

搬
設

備
を

使
用

し
た

場
合

は
速

や
か

に
対

応
で

き
る

。

備
考

1
2

3
4

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
時

間
）

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
系

に
よ

る
除

熱
（

原
子

炉
建

物
南

側
接

続
口

又
は

原
子

炉
建

物
西

側
接

続
口

を
使

用
し

た
補

機
冷

却
水

確
保

の
場

合
（

Ｓ
Ａ

電
源

切
替

盤
を

使
用

し
た

場
合

）
）

緊
急

時
対

策
要

員

5
6

7
8

現
場

運
転

員
Ｄ

，
Ｅ

2

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

2 31
2

要
員

(
数

)

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
1

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

配
置

，
取

水
準

備移
動

式
代

替
熱

交
換

設
備

配
置

，
準

備

【
取

水
箇

所
周

辺
作

業
】

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

配
置

，
ホ

ー
ス

運
搬

・
敷

設
等

【
接

続
口

周
辺

作
業

】
移

動
式

代
替

熱
交

換
設

備
配

置
，

ホ
ー

ス
運

搬
・

敷
設

等

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
系

に
よ

る
除

熱
７

時
間

2
0
分

第
1.
5－

3
6
図
 

原
子

炉
補
機
代

替
冷
却

系
に

よ
る
除
熱

 
タ
イ

ム
チ

ャ
ー
ト

(
１

／
４

)
 

（
原

子
炉

建
物
南

側
接

続
口
又
は

原
子
炉

建
物

西
側
接
続

口
を
使

用
し

た
補

機
冷

却
水

確
保

の
場

合
（

Ｓ
Ａ

電
源

 

切
替

盤
を

使
用
し

た
場

合
）
）

 



 

 

1.5－158 

 

 

  
 

手
順

の
項

目

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
り

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

電
源

確
認

冷
却

水
確

保
（

流
量

調
整

，
監

視
）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

り
離

し

移
動

，
系

統
構

成
（

非
管

理
区

域
）

移
動

，
系

統
構

成
（

管
理

区
域

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

移
動

式
代

替
熱

交
換

設
備

，
ホ

ー
ス

運
搬

車
）

補
機

冷
却

水
（

淡
水

）
の

供
給

（
監

視
）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

，
ホ

ー
ス

展
張

車
）

補
機

冷
却

水
（

海
水

）
の

供
給

（
流

量
調

整
，

監
視

）

移
動

 
移

動
式

代
替

熱
交

換
設

備
へ

の
電

源
ケ

ー
ブ

ル
接

続

※
１

：
第

１
保

管
エ

リ
ア

の
可

搬
設

備
を

使
用

し
た

場
合

は
速

や
か

に
対

応
で

き
る

。

4
5

6
7

8
必

要
な

要
員

と
作

業
項

目

経
過

時
間

（
時

間
）

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

2

要
員

(数
)

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
系

に
よ

る
除

熱
（

原
子

炉
建

物
南

側
接

続
口

又
は

原
子

炉
建

物
西

側
接

続
口

を
使

用
し

た
補

機
冷

却
水

確
保

の
場

合
（

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
を

使
用

し
た

場
合

）
）

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
1

緊
急

時
対

策
要

員

12

備
考

1
2

3

現
場

運
転

員
Ｄ

，
Ｅ

2

【
接

続
口

周
辺

作
業

】
移

動
式

代
替

熱
交

換
設

備
配

置
，

ホ
ー

ス
運

搬
・

敷
設

等

移
動

式
代

替
熱

交
換

設
備

配
置

，
準

備

【
取

水
箇

所
周

辺
作

業
】

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

配
置

，
ホ

ー
ス

運
搬

・
敷

設
等

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

配
置

，
取

水
準

備

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

3

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

７
時
間
20
分

第
1
.5

－
3
6図

 
原

子
炉

補
機
代

替
冷
却

系
に

よ
る
除
熱

 
タ
イ

ム
チ

ャ
ー
ト

(
２

／
４
)
 

（
原

子
炉

建
物
南

側
接

続
口
又
は

原
子
炉

建
物

西
側
接
続

口
を

使
用

し
た

補
機

冷
却

水
確

保
の

場
合

 

（
非

常
用

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
セ
ン
タ

切
替
盤

を
使

用
し
た
場

合
））

 



 

 

1.5－159 

   

 

 
 

手
順
の
項
目

電
源

確
認

　
冷

却
水

確
保

（
流

量
調

整
，

監
視

）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
系

統
構

成
（

非
管

理
区

域
）

移
動

，
系

統
構

成
（

管
理

区
域

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

，
ホ

ー
ス

展
張

車
）

　
大

型
送

水
ポ

ン
プ

車
配

置
，

取
水

準
備

　
送

水
準

備
（

屋
外

ホ
ー

ス
敷

設
）

　
送

水
準

備
（

屋
内

ホ
ー

ス
敷

設
）

　
補

機
冷

却
水

（
海

水
）

の
供

給
（

流
量

調
整

，
監

視
）

※
１
：
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

要
員
(数

)

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

（
原
子
炉
建
物
内
接
続
口
を
使
用
し
た
補
機
冷
却
水
確

保
の
場
合
（
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他

の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合
）
（
Ｓ
Ａ
電

源
切
替
盤
を
使
用
し
た
場
合
）
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

1

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

2

現
場
運
転
員
Ｄ
，
Ｅ

2

緊
急
時
対
策
要
員

6

備
考

1
2

3
4

5
6

7
8

原
子

炉
補

機
代

替
冷

却
系

に
よ

る
除

熱

（
原
子
炉
建
物
内
接
続
口
を
使
用
し
た
補
機
冷
却
水
確
保
の
場
合
（
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合
）
）

７
時
間

第
1.
5－

3
6図

 
原

子
炉

補
機
代

替
冷
却

系
に

よ
る
除
熱

 
タ
イ

ム
チ

ャ
ー
ト

(
３

／
４
)
 

（
原

子
炉

建
物
内

接
続

口
を
使
用

し
た
補

機
冷

却
水
確
保

の
場
合

（
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ
ム

に
よ

る
影
響
が

あ
る
場

合
）
（
Ｓ
Ａ
電

源
切

替
盤

を
使

用
し

た
場

合
）
）
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手
順
の
項
目

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
り

離
し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

電
源

確
認

　
冷

却
水

確
保

（
流

量
調

整
，

監
視

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

り
離

し

移
動

，
系

統
構

成
（

非
管

理
区

域
）

移
動

，
系

統
構

成
（

管
理

区
域

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

，
ホ

ー
ス

展
張

車
）

　
大

型
送

水
ポ

ン
プ

車
配

置
，

取
水

準
備

　
送

水
準

備
（

屋
外

ホ
ー

ス
敷

設
）

　
送

水
準

備
（

屋
内

ホ
ー

ス
敷

設
）

　
補

機
冷

却
水

（
海

水
）

の
供

給
（

流
量

調
整

，
監

視
）

※
１
：
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

5
6

7
8

1
2

3
4

要
員
(
数
)

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

（
原
子
炉
建
物
内
接
続
口
を
使
用
し
た
補
機
冷
却
水
確

保
の
場
合
（
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他

の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合
）
（
非
常
用

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
を
使
用
し
た
場
合
）
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

1

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

2

現
場
運
転
員
Ｄ
，
Ｅ

2

緊
急
時
対
策
要
員

6

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

備
考

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱

（
原
子
炉
建
物
内
接
続
口
を
使
用
し
た
補
機
冷
却
水
確
保
の
場
合
（
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合
）
）

７
時

間

第
1.
5－

3
6図

 
原

子
炉

補
機
代

替
冷
却

系
に

よ
る
除
熱

 
タ
イ

ム
チ

ャ
ー
ト

(
４

／
４
)
 

（
原

子
炉

建
物
内

接
続

口
を
使
用

し
た
補

機
冷

却
水
確
保

の
場
合

（
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ
ム

に
よ

る
影
響
が

あ
る
場

合
）
（
非
常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
切

替
盤

を
使

用
し

た
場

合
））
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第
1.

5－
3
7図

 
大
型

送
水
ポ
ン

プ
車
に

よ
る

除
熱

 
概

要
図

(
１

／
２

)
 

記
載
例

 
○

 
 
 
 
 

 
 
 
：
運
転
員
操
作
の

操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

□
 

 
 
 
 

 
 
 
：
緊
急
時
対
策
要
員
操

作
の

操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

○
※
１
～
，
□

※
１
～
：
同
一
操
作
手
順
番
号

内
に

複
数

の
操
作

又
は
確

認
を
実

施
す

る
対

象
弁

が
あ
る

場
合
，

そ
の
実

施
順
を
示
す
。
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操
作
手
順
 

弁
名
称
 

④
※
１
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
－
Ｄ
Ｅ
Ｇ
冷
却
水
入
口
弁

 

④
※
２
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
入
口
切
替
弁

 

④
※
３
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
出
口
弁

 

④
※
４
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｃ
Ｗ
常
用
補
機
冷
却
水
出
口
切
替
弁

 

④
※
５
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
‐
中
央
制
御
室
冷
凍
機
入
口
弁

 

⑤
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
 
Ｂ
－
Ｆ
Ｐ
Ｃ
熱
交
冷
却
水
入
口
弁

 

⑩
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

 

□6
※
１
 

Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
 
Ｂ
－
供
給
配
管
止
め
弁

 

□6
※
２
 

Ａ
Ｈ
Ｅ
Ｆ
 
Ｂ
－
戻
り
配
管
止
め
弁

 

  
 

第
1.

5－
3
7図

 
大
型

送
水
ポ
ン

プ
車
に

よ
る

除
熱

 
概

要
図

(
２

／
２

)
 

記
載

例
 
○

 
 
 
 

 
 

 
 
：

運
転
員
操

作
の

操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

□
 

 
 
 

 
 
 

 
：

緊
急

時
対

策
要
員
操

作
の

操
作

手
順
番

号
を
示

す
。
 

○
※

１
～
，

□
※
１

～
：

同
一

操
作

手
順
番
号

内
に

複
数

の
操
作

又
は
確

認
を
実
施
す
る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。
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手
順
の
項
目

電
源

確
認

　
冷

却
水

確
保

（
流

量
調

整
，

監
視

）

移
動

，
系

統
構

成
（

非
管

理
区

域
）

移
動

，
系

統
構

成
（

管
理

区
域

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

，
ホ

ー
ス

展
張

車
）

補
機

冷
却

水
（

海
水

）
の

供
給

（
流

量
調

整
，

監
視

）

※
１
：
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

2

要
員
(
数
)

備
考

1
2

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

1

緊
急
時
対
策
要
員

6

現
場
運
転
員
Ｄ
，
Ｅ

2

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

配
置

，
取

水
準

備

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

経
過
時
間
（
時
間
）

8
3

4
5

6
7

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱

７
時
間

第
1
.
5－

3
8図

 
大
型

送
水
ポ
ン

プ
車
に

よ
る

除
熱

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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操
作
手
順
 

弁
名
称
 

②
 

Ｂ
－
Ｒ
Ｈ
Ｒ
熱
交
冷
却
水
出
口
弁

 

第
1.
5－

3
9
図

 
原
子

炉
補
機
冷

却
系

（
原
子

炉
補
機
海

水
系
を

含
む

。
）

に
よ

る
除

熱
 

概
要

図
 

記
載

例
 
○
 

：
操

作
手
順

番
号
を

示
す
。
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手
順
の
項
目

自
動
起
動
確
認

※
１
：
原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含
む
。
）
Ｂ
系
に
よ
る
除
熱
を
示
す
。
ま
た
，
原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含
む
。
）
Ａ
系
に
よ
る
冷
却
水
確
保
に
つ
い
て
は
，
冷
却
水
の
供
給
開
始
ま
で
２
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

手
順
の
項
目

除
熱
開
始
操
作

※
２
：
原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含
む
。
）
Ｂ
系
に
よ
る
除
熱
を
示
す
。
ま
た
，
原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含
む
。
）
Ａ
系
に
よ
る
冷
却
水
確
保
に
つ
い
て
は
，
冷
却
水
の
供
給
開
始
ま
で
３
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含

む
。
）
に
よ
る
除
熱

（
自
動
起
動
信
号
が
発
信
し
た
場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含

む
。
）
に
よ
る
除
熱

（
手
動
起
動
の
場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
２

原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含
む
。
）
に
よ
る
除
熱

２
分

原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含
む
。
）
に
よ
る
除
熱

３
分

第
1
.5

－
4
0図

 
原

子
炉

補
機
冷

却
系

（
原
子

炉
補
機
海

水
系
を

含
む

。）
に
よ

る
除

熱
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
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（１）フロントライン故障時の対応手段の選択 

 

 

（２）サポート系故障時の対応手段の選択 

 

 

第1.5－41図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 
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